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日頃、皆様には格別のご愛顧をいただき厚く御礼申し上げます。 

ＪＡおやまは、情報開示を通じて経営の透明性を高めるとともに、当ＪＡに

対するご理解を一層深めていただくために、当ＪＡの主な事業の内容や組織概

要、経営の内容などについて、利用者のためにわかりやすくまとめたディスク

ロージャー誌として本冊を作成いたしました。 

皆様が当ＪＡの事業をさらにご利用いただくための一助として、是非ご一読

いただきますようお願い申し上げます。 

今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

令和７年６月  小山農業協同組合 

◇設   立 平成１１年３月 ◇組 合 員 数 １３，８４７人 

◇本店所在地 小山市神鳥谷 ◇役 員 数 ４３人 

◇出 資 金 ３５億円 ◇職 員 数 ３１３人 

◇総 資 産 １，８５８億円 ◇支   店 ７支店 

◇単体自己資本比率 １８．３５％ ◇営農支援センター ３センター 

・誕生日 　2015年4月17日 ・身　長
　190㎝
（横幅140㎝）

・性　別 　男の子 ・生誕地 　精米機

・性　格
　マイペース
　おっちょこちょい

・趣　味 　田んぼの見回り

・好きな食べ物
　JAおやまの
　米・野菜・果物

・お友だち 　かかし

・ゆ　め  JAおやまの農産物の魅力を全国に広めること
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ごあいさつ 

皆様には、平素より組合運営に多大なるご支援ご協

力並びにご理解を賜り心より厚く御礼申し上げます。 

今年も当組合の経営内容をご報告するディスクロー

ジャー誌を作成いたしました。ぜひ、ご一読いただ

き、当組合に対するご理解をより一層深めていただ

き、更なるご愛顧のほどお願い申し上げます。 

さて、令和６年度を振り返りますと、米価の急激な高騰という異例の事態が発生し、農

家組合員のみならず、消費者、そして社会全体に大きな混乱をもたらしました。園芸品目

等の価格も高騰しておりますが、燃料費や肥料などの資材や物流にかかるコストも高くな

っており、生産者は厳しい経営環境に直面しているところです。ＪＡとしても、物価高騰

に対しそれらに見合った農産物価格へ反映できるよう、販売力・価格交渉力の向上に取り

組んで参りましたが、更なる支援と対策を講じる必要があると強く感じております。 

こうしたなか、昨年 11 月に開催した第 33 回ＪＡ栃木県大会では、「持続可能な農業の

実現」「豊かでくらしやすい地域共生社会の実現」「協同組合としての役割発揮」を掲げ、

各取組戦略の実践を決議しました。当ＪＡでは、これらの実現に向け、「組合員・地域と

ともに食と農を支える協同の力３か年計画」を策定致しました。地域の皆さまと力を合わ

せ、持続可能な農業を実現し、次世代に豊かな農村社会を引き継ぐため、さらなる実践を

重ねていく所存です。 

組合員並びに利用者の皆様には、今後ともＪＡ運営に特段のご支援・ご協力を賜ります

ことをお願い申し上げ、挨拶といたします。 

令和７年６月 

小山農業協同組合 

代表理事組合長 渡邉 文雄 

 



2 

１．経営理念 

当ＪＡの、理念（‥「ＪＡ理念」、「経営理念」）を紹介します。 

 

ＪＡ理念 

人と自然の調和から新たな創造を！ 
     

ＪＡおやまは、人を愛し、自然とふれあい、未来に向けて活力ある地域づくりに貢

献します。 

 

経営理念 

１．夢ある農業づくり 

     ふるさとの自然と大地を活かし、安全で良質な農産物生産に努め、夢ある農業

づくりを展開します。 

 

２．心豊かな地域づくり 

     組合員や地域の人達の期待と信頼に応え、新たな文化の創造を通じ、心豊かな

地域社会づくりに貢献します。 

 

３．未来に向けた事業展開 

時代の流れや社会の変化に即応した農協経営を確立し、未来(あす)を展望した

事業活動に取り組みます。 

 

４．たゆまぬ研究開発 

     活力と魅力あふれるＪＡをめざして、たゆまぬ研究開発を行い、新しい価値の

創造に努めます。 

 

５．情熱ある人づくり 

     豊かな感性と旺盛なチャレンジ精神をもった有用な人材を育て、人がいきいき

する職場環境を確立します。 
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２．経営方針 
◇「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」への実践 
「農業者の所得増大」や「農業生産の拡大」を達成するため、地域の特性を活かした生産と

有利販売に努めます。また、仕入機能の強化、省力・低コストの肥料・農薬の普及拡大に取り

組みます。 

 

◇「地域の活性化」への貢献 

 総合事業（信用、共済、購買、販売、保管、加工、利用、宅地等）を通じて、組合員と地域

住民の生活インフラの一翼として役割を発揮します。 

 

◇健全経営の為の取り組み 

「健全な経営体質」と「透明感のある組織運営」を構築するため、財務体質の健全性向上に

努め、リスク管理態勢の確立とコンプライアンスを重視した職場づくりに取り組みます。 

 

３．経営管理体制 
◇経営等の執行体制 
当ＪＡは農業者により組織された協同組合であり、正組合員の代表者で構成される「総代会」

の決定事項を踏まえ、総代会において選任された理事により構成される「理事会」が業務執行

を行っています。業務執行に当たっては法令遵守の徹底や、より健全性の高い経営を確保し、

組合員・利用者の皆様に安心して組合をご利用いただくために、内部統制システム基本方針に

基づき、組合の適切な内部統制の構築・運用に努めています。また、総代会で選任された監事

が理事会の決定や理事の業務執行全般の監査を行っています。 

組合の業務執行を行う理事には、組合員の各層の意思反映を行うため、女性会などから理事

の登用を行っています。また、信用事業については専任担当の理事を置くとともに、農業協同

組合法第30条に規定する常勤監事及び員外監事を設置し、ガバナンスの強化を図っています。 

 

内部統制システム基本方針 

組合員・利用者の皆さまに安心して組合をご利用いただくために、全国農業協同組合中央会

がＪＡグループの経営管理の指針として定める「会員の行動規範」（添付のとおり）を遵守し、

経営戦略の策定および見直し・実践に向け、法令遵守等コンプライアンス態勢・内部管理態

勢・持続可能な経営基盤を構築・確立します。そのための内部統制システムに関する基本方針

を以下のとおり策定し、組合の適切な内部統制の構築・運用に努めます。 

コンプライアンスに関する体制 

１．理事及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

① 組合の基本理念及び組合のコンプライアンスに関する基本方針を定め、役職員は職務

上のあらゆる場面において法令・規則、契約、定款等を遵守する。 

② 重大な法令違反、その他法令及び組合の諸規程の違反に関する重要な事実を発見した

場合には、直ちに監事に報告するとともに、理事会等において協議・検討し、速やかに

是正する。 

③ 内部監査部署は、内部統制の適正性・有効性の検証・評価を行う。監査の結果、改善

要請を受けた部署は、速やかに必要な対策を講じる。 

④ 「マネー・ローンダリング等および反社会的勢力等への対応に関する基本方針」等に

基づき、反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。ま

た、マネー・ローンダリング等の金融犯罪防止及び排除に向けた管理体制を整備・確立

する。 
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⑤ 組合の業務に関する倫理や法令に抵触する可能性のある事項について、役職員等が相

談もしくは通報を行うことができる制度(ヘルプライン)を適切に運用し、法令違反等の

未然防止に努める。 

⑥ 監事監査、内部監査、会計監査人が密接に連絡し、適正な監査を行う。 

⑦ 業務上知り得た当組合および関連会社の取引先に関する未公表の重要事実を適切に管

理する体制を整備する。 

〈運用状況について〉 

組合の基本理念実践として、役職員の行動規範、倫理基準を定め、定期的な研修会の

開催を通じて、コンプライアンス意識の向上に努めている。業務分掌等により各理事の

所管業務を明らかにし、各理事のもと内部統制の構築・運用を行うことを明確にしたう

えで、諸規程の整備・運用を実施している。自主点検、内部監査の実施、ヘルプライン

の設置・運営により、不法行為の早期発見に努めている。さらに、監事による監査が実

施されている。 

 

情報管理に関する体制 

２．理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

① 文書・情報の取扱いに関する方針・規程に従い、職務執行に係る情報を適切に保存・

管理する。 

② 個人情報保護に関する規程を整備し、個人情報を適切かつ安全に保存、管理する。 

③ サイバーセキュリティを確保するための体制を整備し、適切な対策を実施する。 

〈運用状況について〉 

情報セキュリティ基本規程および個人情報保護方針に基づき、重要情報を一元的に管

理し、重要性に応じてリスクへの対応をはかっている。 

 

リスク管理に関する体制 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

① 認識すべきリスクの種類を特定するとともに管理体制の仕組みを構築し、リスク管理

の基本的な態勢を整備する。 

② 理事は組合のリスクを把握・評価し、必要に応じ、定性・定量それぞれの面から事前

ないし事後に適切な対応を行い、組合経営をとりまくリスク管理を行う。 

〈運用状況について〉 

リスク管理方針を策定し、組合をとりまくリスクの把握に努めるとともに理事会で定

期的に協議・検討を行っている。 

 

業務の効率性に関する体制 

４．理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

① 職制、機構、業務分掌、指示命令系統を明文化し、役職員の職務執行を効率的に遂行

する。 

② 中期経営計画及び同計画に基づく部門別事業計画を策定し、適切な目標管理により、

戦略的かつ効率的な事業管理を行う。 

〈運用状況について〉 

中期経営計画および事業計画を策定し、その進捗状況を月次で把握している。人材育

成指針を策定し、中長期的な視点から人材育成に取り組んでいる。 

 

監事監査の実効性確保に関する体制 

５．監事監査の実効性を確保するための体制 

① 監事が円滑に職務を執行し、監事監査の実効性を確保するための体制を整備する。 

② 監事が効率的・効果的監査を遂行できるよう支援する。 
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③ 理事や内部監査部署等は監事と定期的な協議、十分な意思疎通をはかることにより、

効率的・効果的監査を支援する。 

④ 当組合の適切な内部統制の構築・運用を図るため、県中央会と連携する。 

〈運用状況について〉 

理事と監事は、業務の運営や課題等について、定期的に協議を行っている。内部監査部

署には監事との十分な連携を指示し、監事監査の実効性確保を支援している。県中央会と

適宜連携した取組みについて監事に共有している（内部統制システムに関する重大なリス

クの把握と改善、内部監査の品質向上、内部監査も活用した改善状況のフォロー）。 

 

業務の適正を確保にする体制 

６．組合及びその子会社等における業務の適正を確保するための体制 

① 各業務における規程やマニュアル、業務フロー等の管理態勢を整備し、適正かつ効率

的に業務を執行する。 

〈運用状況について〉 

自主点検等により各部署の内部統制の構築・運用をはかるとともに、リスクの把握に

努めている。 

 

財務管理に関する体制 

７．財務情報その他組合情報を適切かつ適時に開示するための体制 

① 会計基準その他法令を遵守し、経理規程等の各種規程等を整備し、適正な会計処理を

行う。 

② 適時・適正に財務報告を作成できるよう、決算担当部署に適切な人員を配置し、会

計・財務等に関する専門性を維持・向上させる人材育成に努める。 

③ 法令の定めに基づき、ディスクロージャー等を通じて、財務情報の適時・適正な開示

に努める。 

④ 財務諸表の適正性、財務諸表作成にかかる内部監査の有効性を確認し、その旨をディ

スクロージャーに記載する。 

〈運用状況について〉 

経理規程・要領を整備し、適切な会計処理の選択、会計上の見積りを行うことに努め

ている。 

 

会員の行動規範 
１ 趣旨 

「ＪＡの基本的な取り組み・行動の方向」に基づき、組合員の営農・生活を支える持続可

能な経営基盤を確立・強化するため、会員自らがめざす姿ならびに経営点検および改善活動

を実践するにあたって遵守する事項の共通の自主的な経営管理に関する指針として「会員の

行動規範」を定める。 

 

２ 会員の行動規範 

  「会員の行動規範」は次のとおり定める。 

（１）めざす姿 

① 組合員等との徹底した対話を通じて、その意思反映と運営参画を図るとともに、社

会の変化を捉え、JA 経営の持続可能性と成長性を確保するための経営戦略を策定する。 

② 経営戦略の達成度を測る指標に基づく自己評価・分析を行い、戦略の見直し・実践 

を継続的に行うための内部統制を構築する。 

（２）遵守する事項 

① 法令等違反を発生させないコンプライアンス態勢を構築していること 

② 内部管理態勢（内部統制・内部監査体制の確立ならびに実践）を構築していること 



6 

③ 経営課題の早期発見と不断かつ迅速な経営改革を通じて、組合員の営農･生活継続を

支える持続可能な経営基盤を確立していること（会計監査人の監査報告書が適正意見

であること（もしくは同等の内容が確保されていること）を含む） 

（３）中央会・連合会等 

ＪＡの不断の自己改革への取り組みや持続可能な経営のため、本会と連携して、支援する。 

 

４．令和６年度事業の概況 
「持続可能な農業・地域共生の未来づくり３か年計画」の最終年度として、『農業者の所

得増大』『農業生産の拡大』『地域の活性化』の３つを柱として事業に取り組み、組合員・

地域住民の皆様の理解醸成（訪問活動や広報活動）を進めてまいりました。 

米の計画的生産については、「作付参考値（面積）」を県・各市町農業再生協議会が示し、

ＪＡグループ全体で飼料用米を中心とした作付けにより需給調整に取り組みました。当Ｊ

Ａの方針参加者では作付参考値 2,688ha に対して、実績 2,462ha になりました。 

また、内部統制システム基本方針に基づき、より健全性の高い経営を確保し、組合員・

利用者の皆さまに安心して組合をご利用いただくために、適切な内部統制の構築・運用に

努めました。 

さらに、アクティブ・メンバーシップの強化を目的に、組合員皆様の意見や要望をお聴

きし、常勤理事や職員が組合員のお宅へ訪問するなど、対話を進めています。 

この結果、収支面では事業利益は 51 百万円、経常利益は 1億 13 百万円、当期剰余金は

81 百万円を計上することができました。 

自己資本比率（剰余金処分後）は、自己資本の増強（内部留保の充実）に取り組み、農

林水産省令の基準を大きく上回る 18.35％となり、経営の健全性を確保しています。 

なお、主な事業活動と成果については、以下のとおりです。 
 

① 信用事業 

貯金については、投資信託の取扱い開始をはじめ、様々な商品サービスを通じて、

組合員や地域利用者のあらゆるニーズに応え、ライフイベントセールスを通じた利用

者基盤の維持、さらには地域に根ざし、選ばれる金融機関としての地位向上を目指し

取り組みました。 

また、個人貯金増強のため、年金振込口座獲得運動・給与振込獲得運動・冬期特別

貯蓄運動（ＪＡおやまウィンターキャンペーン）に取り組んだ結果、1,689 億円の実績

となりました。 

貸出金は、組合員・利用者の多様な資金ニーズに応え次世代層との取引拡大を図る

ため、住宅ローンや小口ローン（マイカーローン等）のキャンペーンを実施しました。 

また、農業生産の拡大・農業所得増大を目的に農業資金の融資拡大を強化し、特に

農業近代化資金においては、保証料の助成を行い融資伸長に取り組んだ結果、292 億

円の実績となりました。 
 

② 共済事業 

ライフアドバイザー（ＬＡ）を主軸に契約者一人一人のニーズに即応した提案型推

進を効果的に展開し、その成果を最大限に高めるための３Ｑ活動による共済普及活動

に取り組んだ結果、長期共済新契約高 122 億円の実績となりました。 
 

③ 購買事業 

＜生産資材＞ 

出向く体制強化による情報・サービス提供と、農業所得増大に向けた生産コストの

低減や資材全般の価格高騰対策に取り組みました。 

また、大口利用組合員の負託に応える割引奨励の実施、集中購買・提案型予約購買に

よる利用満足度を高めた事業展開に努めた結果、34億7,570万円の実績となりました。 
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＜生活物資＞ 

多様なニーズに沿った商品の取扱いと、安全・安心かつ信頼性の高い物資の提供に

努めた結果、４億 6,653 万円の実績となりました。 

 

④ 販売事業 

販売事業全般の実績は 98 億 1 百万円となりました。 

＜耕種＞ 

米については、受検組合など組織の協力により集荷実績は 225,171 俵となりました。

需要に応じた作付誘導で需給の安定化を図り有利販売に努めた結果、販売実績は 16 億

5,510 万円となりました。 

麦については、実績 6億 7,737 万円（150,308 俵）となりました。 

大豆については、実績 5,871 万円（5,525 俵）となりました。 

＜園芸＞ 

園芸については、多様化する実需者ニーズに対応するため、正確な産地情報を提供

し、契約販売、相対取引により売り場の確保や安定した販売価格の確保に努めました。

また、生産部会と一体となりメディアを利用した消費宣伝や、安全・安心な農産物の

供給による信頼の確保などに取り組んだ結果、青果物実績は 45 億 6,267 万円、花き実

績は 2億 6,335 万円となりました。 

＜畜産＞ 

畜産については、市場と地元量販店や小売店と連携して消費宣伝活動を行い、とち

ぎ和牛の認知度向上と有利販売・輸出の推進に努めた結果、実績は 24 億 6,330 万円と

なりました。 

 

主要事業及び事業全般の業績は、次のとおりです。      （単位：百万円） 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

貯 金 １６８，７７８ １６７，５５２ １６８，９７２ 

貸 出 金 ３０，３９９ ３１，６４９ ２９，２６０ 

長期共済保有高 ３６９，７２９ ３５５，２１２ ３４１，３７２ 

購 買 品 供 給 高 ４，４００ ４，２８１ ３，９４２ 

販 売 品 販 売 高 ９，３０４ ９，６７７ ９，８０１ 

事 業 利 益 ９７ １３４ ５１ 

経 常 利 益 ３２３ ４１２ １１３ 

当 期 剰 余 金 ２７６ ３０２ ８１ 

総 資 産 １８７，２１８ １８５，８７５ １８５，８５０ 

 

◇対処すべき重要な課題 
①自己改革の実践 

不断の自己改革として「農業者の所得増大」、「農業生産の拡大」、「地域の活性化」に引き続

き取り組みます。自己改革の取り組みにあたっては、組合員との対話を通じて評価や意向を把

握し、施策の点検・見直しを行う「自己改革実践サイクル」に取り組み、組合運営に組合員の

声を反映していきます。実践内容は、組合員や地域住民、行政等に対し広く情報発信し、理解

促進を図ります。 

 

②次世代担い手確保・育成の取り組み 

農業者の高齢化と減少が進む中、地域農業を維持・発展させていくためには、次世代の担い

手を確保・育成していくことが急務となっています。このため、確保すべき次世代の担い手の

人数や生産量・販売金額など長期の目標を設定し、新規就農者の育成や既存生産者の規模拡大
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等に向け将来にわたり地域の農業生産・農地利用の維持を図るとともに、担い手経営体への出

向く活動を充実し、総合的な事業提案を通じて個別支援を強化します。 

 

③需要に応じた米生産の取り組み 

需要に応じた米生産と需給の安定化に向けて、県農業再生協議会が設定した作付参考値内の

作付けとなるような主食用米生産と、飼料用米等の非主食用米および大豆・園芸作物等への作

付け転換に取り組みます。 

 

④農業政策提案の取り組み 

政府は、食料安全保障強化に向けて、改正「食料・農業・農村基本法」に基づき関係施策の

見直しをすすめています。国内生産の増大や再生産可能な価格形成等に向け、引き続き生産現

場の実態や意見を届けるとともに、国民理解が広まるよう取り組む必要があります。また、生

産資材価格の高騰等に対しても、生産者の営農活動が継続できるよう国や県等に対する政策提

案や支援を求めていく必要があります。 

 

⑤農業経営支援と農業経営コンサルティングの取り組み 

農業者が安定した農業経営を行い「農業所得の増大・生産拡大」を図るためには、経営管理

が重要になります。このため、農家の記帳代行支援や経営コンサルティングを実施し、経営改

善提案等にも取り組む必要があります。 

 

⑥経営基盤強化に向けた取り組み 

信用事業・共済事業の収益確保が厳しさを増している中で、今後の中長期的な収支見通しと

組合員への影響を総合的に勘案し、経済事業を中心とした収支改善に取り組む必要があります。

そのため、「組合員・地域とともに食と農を支える協同の力３か年計画」の初年度として、成長

戦略･効率化戦略を積極的に推し進め、総合事業のメリットを活かしながらＪＡ経営基盤強化

に取り組みます。 

 

⑦経営の健全性の確保 

ＪＡ経営の健全性を示す指標の一つである自己資本比率については、令和 6 年度末(剰余金

処分後)当ＪＡの比率は 18.35％であり、農協法による規制４％やＪＡバンク基本方針８％を大

きく上回っておりますが、引き続き経営の健全性確保のために出資金や目的積立金等自己資本

の充実が必要です。 

 

５．金融商品の勧誘方針 
当組合は、金融商品の販売等の勧誘にあたっては、次の事項を遵守し、組合員・利用者の皆

さまに対して適正な勧誘を行います。 

１．組合員・利用者の皆さまの資産運用の目的、知識、経験及び財産の状況を考慮のうえ、適

切な金融商品の勧誘と情報の提供を行います。 

２．組合員・利用者の皆さまに対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分

に理解していただくよう努めます。 

３．不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、組合員・

利用者の皆さまの誤解を招くような説明は行いません。 

４．電話や訪問による勧誘は、組合員・利用者の皆さまのご都合に合わせて行うよう努めま

す。 

５．組合員・利用者の皆さまに対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努めます。 

６．販売・勧誘に関する組合員・利用者の皆さまからのご質問やご照会については、適切な対

応に努めます。  
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６．利益相反管理方針 
当ＪＡおやま（以下、当ＪＡといいます。）は、お客さまの利益が不当に害されることの

ないよう、農業協同組合法、金融商品取引法および関係するガイドラインに基づき、利益相

反するおそれのある取引を適切に管理するための体制を整備し、利益相反管理方針（以下、

「本方針」といいます。）を次のとおり定めるものとします。 

 

１．対象取引の範囲 

本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当ＪＡの行う信用事業関連業

務、共済事業関連業務または金融商品関連業務にかかるお客さまとの取引であって、お客

様の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。 

 

２．利益相反のおそれのある取引の類型 

「利益相反のおそれのある取引」の類型および主な取引例としては、以下に掲げるもの

が考えられます。 

 （１）お客さまと当ＪＡの間の利益が相反する類型 

（取引例） 

○ 秘密保持契約を締結して特定部署が入手したお客さまの情報が他部署に漏洩し、他の取

引に利用される場合。 

○ 抱き合わせ販売や優越的地位の濫用等に該当する取引を行う場合。 

（２）当ＪＡの「お客さまと他のお客さま」との間の利益が相反する類型 

（取引例） 

○ 農業法人等の買収において、当ＪＡが買収側・被買収側双方と融資および助言・指導等

の取引関係を有する場合や複数の農業法人に対して経営アドバイス等を行う場合。 

○ グループ会社との取引に際し、アームズ・レングス・ルールに違反する場合。 

○ 接待・贈答を受け、または行うことにより、特定の取引先との間で一般的な水準から乖

離した水準で取引を行う場合。 

 

３．利益相反のおそれのある取引の特定の方法 

利益相反のおそれのある取引の特定は、以下のとおり行います。 

（１）利益相反のおそれのある取引について、利益相反管理統括部署があらかじめ類型化し

ます。 

（２）各部署においては、取引を行う際に、当該取引が利益相反のおそれのある取引として

類型化された取引に該当するか確認します。 

（３）利益相反のおそれのある取引に該当すると判断した場合は、利益相反管理統括部署に

報告します。 

（４）各部署で、利益相反のおそれのある取引に該当するか判断しかねる場合、または、類

型には該当しないが利益相反のおそれのある取引に該当すると疑われる場合は、利益

相反管理統括部署に相談します。 

（５）利益相反管理統括部署は各部署からの相談を受けて、各部署と協議のうえ（必要に応

じて関係部署と協議）、当該取引が利益相反のおそれのある取引であるかの特定を行

います。 

 

４．利益相反の管理の方法 

当ＪＡは、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法によ

り当該お客さまの保護を適正に確保いたします。 

（１）対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法 

（２）対象取引または当該お客さまとの取引の条件もしくは方法を変更し、または中止する

方法 
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（３）対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、

当該お客さまに適切に開示する方法（ただし、当ＪＡが負う守秘義務に違反しない場

合に限ります。） 

（４）その他対象取引を適切に管理するための方法 

 

５．利益相反のおそれのある取引の記録および保存 

利益相反の特定およびその管理のために行った措置については、当ＪＡで定める内部規

則に基づき適切に記録し、保存いたします。 

 

６．利益相反管理体制 

（１）当ＪＡは、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する当ＪＡ全

体の管理体制を統括するための利益相反管理統括部署およびその統括者を定めます。

この統括部署は、営業部門からの影響を受けないものとします。また、当ＪＡの役職

員に対し、本方針および本方針を踏まえた内部規則等に関する研修を実施し、利益相

反管理についての周知徹底に努めます。 

（２）利益相反管理統括者は、本方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定および

利益相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善いたし

ます。 

 

７．利益相反管理体制の検証等 

当ＪＡは、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性および有効性を定期

的に検証し、必要に応じて見直しを行います。 

 

７．金融円滑化にかかる基本方針 
当ＪＡは、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域

のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、「当組合の最も重要な役割のひ

とつ」として位置付け、当組合の担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂

行に向け、以下の方針を定め、取り組んで参ります。 

 

１. 当ＪＡは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お

客様の特性及び事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めます。 

２. 当ＪＡは、事業を営むお客さまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組み、お客

さまの経営改善に向けた取り組みをご支援できるよう努めて参ります。 

また、役職員に対する研修等により、上記取り組みの対応能力の向上に努めて参ります。 

３. 当ＪＡは、お客さまから新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合には、

お客さまの知識等に応じて、説明及び情報提供を適切かつ十分に行うよう努めて参ります。 

また、お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説明す

るよう努めます。 

４. 当ＪＡは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問い合

わせ、相談、要望及び苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、お客さまの理解と信

頼が得られるよう努めて参ります。 

５. 当ＪＡは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込み、事業再生ＡＤＲ手続

の実施依頼の確認または地域経済活性化支援機構もしくは東日本大震災事業者再生支援機

構からの債権買取申込み等の求めについて、関係する他の金融機関等（政府系金融機関等、

信用保証協会等および中小企業再生支援協議会を含む。）と緊密な連携を図るよう努めて参

ります。 

また、これらの関係機関等から照会を受けた場合は、守秘義務に留意しつつ、お客さま

の同意を前提に情報交換しつつ連携に努めます。 
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６. 当ＪＡは、お客さまからの上述のような申込みに対し、円滑に措置をとることが出来る

よう、必要な体制を整備いたしております。 

具体的には、 

（１） 組合長以下、関係役員・部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」 

にて、金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議します。 

（２） 信用事業担当常務を「金融円滑化管理責任者」として、当ＪＡ全体におけ 

る金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。 

（３） 各店舗に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各店舗における金融円滑化 

の方針や施策の徹底に努めます。 

７. 当ＪＡは、本方針に基づく金融円滑化管理態勢について、その適切性及び有効性を定期

的に検証し、必要に応じて見直しを行います。 

 

８．地域貢献情報 
(１)地域貢献に対する考え方 

当ＪＡは、小山市・野木町・下野市の一部(旧石橋町・国分寺町)を事業区域として、農業

者を中心とした地域住民の方々が組合員となって、相互扶助を共通の理念として運営され

る協同組織です。 

当ＪＡの資金は、その大半が組合員の皆さまなどからお預かりした大切な財産である「貯

金」を源泉としております。当ＪＡでは資金を必要とする組合員の皆様方や地方公共団体

などにもご利用いただいております。 

また、ＪＡの総合事業を通じて地域の協同組合として、農業や助け合いを通じた社会貢

献に努めています。 

 

(２)地域からの資金調達の状況 

貯金・積金平均残高 

組 合 員 等 １３６，２４９百万円 

 うち地方公共団体等 ６，５２５百万円 

そ の 他 ３３，２９６百万円 

合 計 １６９，５４５百万円 

 

 ※ 上記「組合員等」には、地方公共団体等からの貯金が含まれています。 

 

(３)地域への資金供給の状況 

 ①貸出金平均残高 

組 合 員 等 １９，２８０百万円 

そ の 他 １０，８３６百万円 

 うち地方公共団体等 ９，７１３百万円 

合 計 ３０，１１６百万円 

 

※ 上記「その他」には、地方公共団体等への貸出金が含まれています。 
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②融資取扱状況（平均残高） 

住 宅 ロ ー ン １４，２２９百万円 

教 育 ロ ー ン ４６百万円 

自 動 車 ロ ー ン ４７８百万円 

営 農 ロ ー ン ８２百万円 

農 業 資 金 ９０８百万円 

日本政策金融公庫資金 1 百万円 

農 業 近 代 化 資 金 ４７３百万円 

畜 産 特 別 資 金 －百万円 

災 害 条 例 資 金 １百万円 

そ の 他 制 度 資 金 ４２百万円 

そ の 他 １３，８５２百万円 

合    計 ３０，１１６百万円 

 

※ 上記のうち、「日本政策金融公庫資金、農業近代化資金、畜産特別資金、災害条例資金

等」は、制度融資といい、農業生産の振興や農業後継者の育成などを目的に、国等が一定

の制度に基づいて行う金融のことを言います。 

制度融資には、大別して、国・県の財政資金による融資と、ＪＡ資金を原資として融

資を行い、国、地方公共団体が利子補給を行う制度があります。 

前者の代表的なものは日本政策金融公庫資金（農業改良資金、就農支援資金含む）で

あり、後者の代表的なものは農業近代化資金、畜産特別資金となっています。 

 

 (４)文化的・社会的貢献に関する事項 

①文化的・社会的貢献に関する事項 

ＪＡは農業者が中心となって構成され、地域農業の振興を図り、消費者に安全で安心な

農畜産物を安定的に供給することを基本使命としています。 

このため、農業関連をに総合的な事業を展開しております。 

組合員以外の一般の方にも各種事業を利用していただくことにより、地域経済・社会の

発展に寄与する社会的責任、金融機関の一員として信用の維持・貯金者の保護を確保する

公共的使命を果たしています。 

また、次代を担う児童・生徒たちに対しては、学校給食や子ども食堂への地元農畜産物

の提供、食農教育の実施、小学生に対するランチョンマットや社会科学習資料の提供など、

農業への関心を高める取り組みを行っております。 

併せて、平成 11 年には「日光杉並木」のオーナーとなり、世界遺産を後世に残す取り組

みの一翼を担うことで文化的貢献を果たしております。 

②組合員・利用者との関係性強化 

当ＪＡでは、組合員の交流を図るとともに、地域の皆さまとの結び付きを強化するため、

「ＪＡまつり」を開催するなど、利用者ネットワークづくりへの取り組みを行っております。 

③情報提供活動 

組合員の皆さま向けに、広報誌「ぐりーん・ぴあ」を毎月発行し、ＪＡの事業や地域の

情報を提供しています。 

また、地域住民の皆さまへの情報発信として、コミュニティー誌を年２回発行するほか、

支店だよりをを発行し、地域の皆様に身近な情報を発信しています。さらに、にホームペ

ージやＳＮＳにより身近でタイムリーな情報提供に努めるとともに、皆さまからの情報や

ご意見等をｅメールでも受け付けています。 

ホームページ https://www.ja-oyama.or.jp/ 

ｅメール    pia@ja-oyama.or.jp 
 

mailto:pia@ja-oyama.or.jp
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④地方創生に関する事項 

小山市・下野市・野木町等との「包括連携協定」を締結するなど、行政や関係機関との

連携による地方創生推進により農業者の所得増大と地域の活性化に取り組んでいます。 

 

９．リスク管理の状況 
◇リスク管理態勢 
令和６年度は、マイナス金利の終了に伴う国債をはじめとした金利上昇や、食料品・燃料を

はじめとした物価の上昇および賃金の上昇など、幅広い分野でインフレがみられた一方で、円

安や人手不足、海外景気の減速・停滞による逆風がみられるなど、今後の経済は極めて不確実

性が高い環境にあります。 

当ＪＡは、このようなリスクを十分認識し、経営の健全性維持と安定的な収益性、成長性の

確保を図るため、リスク管理態勢の充実・強化に努めます。 

このために、新たにリスク管理基本方針、リスク管理規程を制定するとともに、諸規程、要

領等を整備して、リスク管理の一環として位置付けるとともに、信用リスク・市場関連リス

ク・流動性リスク・事務リスク・システムリスク等各種リスクに対応した管理方針を整備し、

役職員に徹底することにより、リスクの種類に応じた管理を徹底します。 

なお、共済事業については、全国共済農業協同組合連合会が定めた「ＪＡ共済コンプライア

ンス・リスク管理方針」に従い、管理運営します。 

(１)信用リスク 

信用リスクとは、取引先の財務状況の悪化等により、貸出金、購買未収金等の元本や利息

の回収が困難となり、ＪＡが損失を被るリスクのことです。 

当ＪＡでは、一定金額以上の貸出先に対する貸出等に係る審査は本店の審査部門が担当

し、貸出資産の健全性の維持・向上に努めます。審査にあたっては、特定の業種及び貸出先

に偏ることのないよう留意するとともに、個別案件についても担保価値のみにとらわれる

ことなく、貸出先の信用力、事業内容及び成長性を十分審査し、信用リスクの管理を徹底し

ます。なお、大口信用供与については、理事会に附議するとともに、その信用供与先の経営

状況等について定期的に理事会に報告します。 

また、信用リスクを管理するために資産査定（自己査定）を実施して、信用リスクの程度

に応じた適正な償却・引当を行います。 

さらに、市場関連取引にかかる信用リスクについては、取得に際しての格付け基準を設定

するとともに、発行体毎に与信状況を定期的に管理します。 

なお、融資、資金運用部門の担当者については、通信教育等の研修カリキュラムを実施す

るなど与信管理能力の向上に取り組みます。 

(２)市場関連リスク 

市場関連リスクとは、資産（貸出金・有価証券など）・負債（貯金など）双方の金利変動

に伴う「金利リスク」、株式や債券などの価格の変動に伴う「価格変動リスク」、外国為替相

場の変動に伴う｢為替リスク」並びにこれに関するリスクのことです。 

当ＪＡでは、余裕金運用にかかる理事会に次ぐ意思決定機関として、ＡＬＭ委員会を設

置・運営し、理事会で定めた運用方針に基づき、資産・負債構成のバランス状況、市場リス

クの管理方針・運用方針の策定、運用状況やリスク管理の状況等について、過大なリスクを

負担していないか等を確認・協議します。これらの運用状況やリスク管理の状況等について

は、定期的に理事会に報告します。 

(３)流動性リスク 

流動性リスクとは、ＪＡの財務内容の悪化や信用の失墜により、必要な資金の確保ができ

なくなり、資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での資

金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク（資金繰りリスク）と、市場の混乱等

により市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀
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なくされることにより損失を被るリスク（市場流動性リスク）のことです。 

当ＪＡでは、ＡＬＭ委員会においてＪＡ全体の資金繰りリスクを統合管理します。また、

こうしたリスクに対応するため、常に資金バランスに留意し、適正な支払準備資産を確保

します。 

(４)事務リスク 

事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより、

ＪＡが損失を被るリスクのことです。 

当ＪＡでは、全ての業務に常に事務リスクが存在することを認識し、規程・要領等の整備

や研修・指導の充実に努めます。さらに、不正・不祥事件に対しては、迅速かつ適切な対応

をします。 

また、事務ミス等の組織的な把握、管理、再発防止策の取り組み徹底等日常の事務リスク

に対応するとともに、監査室を設置し、内部監査の充実・強化により、規程等の遵守状況を

チェックし、事故の未然防止のための管理態勢を厳しく監査します。 

(５)システムリスク 

システムリスクとはコンピュータ・システムの停止又は誤作動など、システムの不備等や

コンピュータが不正に使用されることにより、ＪＡが損失を被るリスクのことです。 

当ＪＡでは、系統グループである中央会・農林中金・全農・全共連等と連携の上、コンピ

ュータ・システムの安定稼動のため、安全かつ円滑な運用に努めます。 

また、コンピュータの不正利用防止についても日常のチェックシステムや各種監査によ

るチェック体制を整備して事故防止に努めます。 

さらに、顧客情報の保護等セキュリティ管理や防犯・防災等に細心の注意を払い、システ

ムの安全性・信頼性の維持を図ります。 

(６)法務リスク 

法務リスクとは、ＪＡ経営、取引等に係る法令・定款、規程等に違反する行為並びにその

恐れのある行為が発生することで、当ＪＡの信用の失墜を招き、当ＪＡが損失を被るリスク

です。 

ＪＡ事業は信用・共済・経済等の幅広い活動を通じて、地域社会の発展と組合員のより豊

かな生活設計へのお手伝いをさせていただくという、社会的使命と責任を担っています。こ

れらの責任に加えて、ＪＡの一挙手一投足が地域経済全体に大きな影響を及ぼすことにな

ります。 

当ＪＡでは、経営理念・基本理念・コンプライアンスマニュアル等に則り、リスクを適切

に把握・管理し、コンプライアンス態勢の構築を図ります。 

(７)評判リスク 

評判リスクとは、資産の健全性や収益力、自己資本、規模、成長性、利便性などＪＡの評

判を形成する内容が劣化し、ＪＡへの安心度、親密度が損なわれることにより、ＪＡの評判

が低下するリスクのことです。 

当ＪＡに対する評判を適切に把握し、積極的にＪＡの経営内容を情報開示することによ

り、組合員・利用者から信頼される経営を目指します。 

(８)その他リスク 

その他のリスクとは、上記リスク以外の法令等の制定・改廃、新商品の発売、新規業務の

開始等に伴い被る様々なリスクのことです。 

当ＪＡでは、各々のリスク管理部署が経営方針に則り、適切にリスクを把握・管理するこ

とにより、的確なリスク管理態勢の構築を進めます。 

 

◇法令等遵守態勢 
金融機関の業務内容、直面するリスクの多様化、複雑化という情勢を踏まえ、徹底した自

己責任原則に基づき、法令等を遵守し、透明性の高い経営を行っていくことにより、金融機

関としての社会的責任を果たしていくことがより一層求められていると認識しております。 
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そのため、当ＪＡの役職員の行動規範としての｢コンプライアンス･マニュアル｣を制定し､

役職員一人一人がその趣旨を踏まえて日常の業務運営に取り組んでおります。 

さらに、コンプライアンス態勢全般にかかる検討・審議を行うため、代表理事専務を委員

長とするコンプライアンス委員会を設置するとともに、コンプライアンスの推進を行うため、

本店各部門・各支店にコンプライアンス担当者を設置しています。 

また、ＪＡグループ内におけるコンプライアンス態勢の一環として、ＪＡ栃木ヘルプライ

ン(ＪＡグループ内部通報制度)を構築しております。さらに、全国ＪＡヘルプラインも構築

されております。ＪＡの役職員等からの通報により、早期に問題点を発見し、不祥事の未然

防止並びに内部けん制機能の強化に努めております。 

 

◇マネー・ローンダリング等の防止および反社会的勢力等の排除に向けた取り組み 
昨今の国際情勢をふまえ、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の金融サービスの

濫用防止対策（マネロン等対策）の重要性はこれまでになく高まっています。 

当ＪＡは、「マネー・ローンダリング等および反社会的勢力等への対応に関する基本方針」

等を設定し、組合員加入をはじめ各種取引からの排除に取り組んでおります。 

 

◇プライバシーポリシー 
当ＪＡは、個人情報保護に対する社会的要請を十分に認識し、組合員等利用者の皆様の個人

情報の適正な取扱いを推進していくことが、公共性を有するＪＡとしての重大な社会的責務

と考えております。 

当ＪＡは、このような責務を十分果たしていくとともに、安全・安心なサービスを提供し、

皆様に信頼されるＪＡであり続けるため、以下の個人情報保護方針に従い、個人情報の保護に

積極的に取り組んでおります。 

 

小山農業協同組合個人情報保護方針 
小山農業協同組合(以下「当組合」といいます。)は、組合員・利用者等の皆様の個人情報を正しく取

扱うことが当組合の事業活動の基本であり、社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守するこ

とを誓約します。 

１．関連法令等の遵守 

当組合は、個人情報を適正に取扱うために、「個人情報の保護に関する法律」(以下「保護

法」といいます。)その他、個人情報保護に関する関係諸法令および個人情報保護委員会のガ

イドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。 

  個人情報とは、保護法第２条第１項、第２項に規定する、生存する個人に関する情報で、

特定の個人を識別できるものをいい、以下も同様とします。 

  また、当組合は、特定個人情報を適正に取扱うために、「行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律」（以下「番号利用法」といいます。）その他、特定

個人情報の適正な取扱いに関する関係諸法令およびガイドライン等に定められた義務を誠

実に遵守します。 

  特定個人情報とは、番号利用法第２条第８項に規定する、個人番号をその内容に含む個人

情報をいい、以下も同様とします。 

２．利用目的 

当組合は、個人情報の取扱いにおいて、利用目的をできる限り特定したうえ、あらかじめ

ご本人の同意を得た場合および法令により例外として扱われるべき場合を除き、その利用目

的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を利用します。ただし、特定個人情報においては、

利用目的を特定し、ご本人の同意の有無に関わらず、利用目的の範囲を超えた利用は行いま

せん。 

ご本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下も同様とします。 

利用目的は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、取
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得後速やかにご本人に通知し、または公表します。ただし、ご本人から直接書面で取得する

場合には、あらかじめ明示します。 

３．適正取得 

当組合は、個人情報を取得する際、適正かつ適法な手段で取得いたします。 

４．安全管理措置 

当組合は、取扱う個人データ及び特定個人情報を利用目的の範囲内で正確・最新の内容に

保つよう努め、また安全管理のために必要・適切な措置を講じ従業者および委託先を適正に

監督します。 

なお、個人データとは、保護法第１６条第３項が規定する、個人情報データベース等（保

護法第１６条第１項）を構成する個人情報をいい、以下同様とします。 

５．仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱い 

  当組合は、仮名加工情報（保護法第２条第５項）及び匿名加工情報（保護法第２条第６項）

の取扱いに関しては、保護法・ガイドライン等に則して、安全管理に関する必要かつ適切な

措置を講じます。 

６．第三者提供の制限 

当組合は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意を得

ることなく、個人データを第三者に提供しません。 

また、当組合は、番号利用法１９条各号により例外として扱われるべき場合を除き、ご本

人の同意の有無に関わらず、特定個人情報を第三者に提供しません。 

７．機微（センシティブ）情報の取り扱い 

  当組合は、ご本人の機微（センシティブ）情報（要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、

門地、本籍地、保健医療等に関する情報）については、法令等に基づく場合や業務遂行上必

要な範囲においてご本人の同意をいただいた場合等を除き、取得・利用・第三者提供はいた

しません。 

８．開示・訂正・利用停止等 

当組合は、保有個人データ等につき、法令に基づきご本人からの開示・訂正・利用停止等

に応じます。 

保有個人データとは、保護法第１６条第４項に規定するデータをいいます。 

９．苦情窓口 

当組合は、個人情報につき、ご本人からの質問・苦情に対し迅速かつ適切に取り組み、そ

のための内部体制の整備に努めます。 

10．継続的改善 

当組合は、個人情報について、適正な内部監査を実施するなどして、本保護方針の継続的

な改善に努めます。 

以 上 

 

◇金融ＡＤＲ制度への対応 
①苦情処理措置の内容 

  当ＪＡでは、苦情処理措置として、業務運営体制・内部規則等を整備のうえ、その内容

をホームページ・チラシ等で公表するとともに、ＪＡバンク相談所やＪＡ共済連とも連携

し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 

  当ＪＡの苦情等受付窓口（受付電話番号 0285-25-3710 月～金 8 時 30 分～17 時）。 

  その他各支店でも受付を行っております。 

 

②紛争解決措置の内容 

  当ＪＡでは、紛争解決措置として、次の外部機関を利用しています。 

  ・信用事業 

①の窓口またはＪＡバンク相談所（一般社団法人ＪＡバンク相談所）（受付電話番号 
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03-6837-1359）にお申し出下さい。必要により埼玉弁護士会示談あっせん・仲裁セン

ターと協議をいたします。 

・共済事業 

①の窓口または下記にお問い合わせ下さい。 

ＪＡ共済相談受付センター      受付 0120-536-093 

 

     （一社）日本共済協会共済相談所   受付 03-5368-5757 

https://www.jcia.or.jp/advisory/index.html 

     （一財）自賠責保険・共済紛争処理機構 

https://www.jibai-adr.or.jp/ 

      （公財）日弁連交通事故相談センター 

https://n-tacc.or.jp/ 

      （公財）交通事故紛争処理センター 

https://www.jcstad.or.jp/ 

      日本弁護士連合会 弁護士費用保険ＡＤＲ 

https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html 

 

◇内部監査体制 
内部監査部門については事業推進部門から独立して設置し、経営全般にわたる管理及び各部

門の業務の遂行状況を、内部管理態勢の適切性と有効性の観点から検証・評価し、改善事項の

勧告などを通じて業務運営の適切性維持・改善に努めています。 

内部監査は、ＪＡの本店・支店・営農支援センターのすべてを対象とし、年度内部監査計画

に基づき実施しています。監査結果は代表理事組合長及び監事に報告したのち被監査部門に通

知され、定期的に被監査部門の改善取組状況をフォローアップするとともに、監査結果の概要

は定期的に理事会に報告しています。 

 

◇貸出運営の考え方 
貸出の運営については、定款及び信用事業規程を遵守し、健全な運営を図ります。特に、専

任担当者の配置により、融資審査・管理・回収・債権保全に万全を期し、より一層の信用確立

に努めます。 

 

１０．自己資本の状況 
◇自己資本比率の状況 

当ＪＡでは、多様化するリスクに対応するとともに、組合員や利用者のニーズに応えるた

め、財務基盤の強化を経営の重要課題として取り組んでいます。内部留保に努めるとともに、

不良債権処理及び業務の効率化等に取り組んだ結果、令和 7 年 2 月末における自己資本比率

は、国内業務のみを営む金融機関の基準である４％を大きく上回る 18.35％（前年度 18.48％）

となりました。 

◇経営の健全性の確保と自己資本の充実 
当ＪＡの自己資本は、組合員の普通出資 3,589 百万円（前年度 3,634 百万円）によってい

ます。なお、全額コア資本に係る基礎項目に算入しています。 

当ＪＡは、「自己資本比率算出要領」を制定し、適正なプロセスにより正確な自己資本比率

を算出して、当ＪＡが抱える信用リスクやオペレーショナル・リスク（業務の過程、役職員

の活動もしくは、システムが不適切であること又は外生的な事象による損失を被るリスク）

の管理及びこれらのリスクに対応した十分な自己資本の維持を図るとともに、内部留保の積

み増しにより計画的に自己資本の充実に努めています。 

 



18 

１１．主な事業の内容 
（１）主な事業の内容 

ＪＡは、さまざまな事業部門をもった総合的な事業体です。事業の利用は組合員及び地域

の皆様にも広くご利用いただくことができます。 

また、ファイナンシャルプランナーを配置し、組合員・利用者のライフスタイルや 

ニーズ（貯蓄計画、税金対策、相続問題等）に応じた総合的な生活設計計画（ライフプラン）

を提案しております。 

次に主な事業内容についてご案内いたします。 

 

□信用事業 

信用事業は、貯金、融資、為替などいわゆる銀行業務といわれる内容の業務を指します。こ

の信用事業は、ＪＡ・信連・農林中金という三段階の組織が有機的に結びつき､実質的にひとつ

の金融機関として機能するＪＡバンクシステムとして大きな力を発揮しています。 

あわせて、皆様からお預かりした大切な貯金を守るため、法律に基づく公的な制度である貯

金保険制度に加え､ 全国のＪＡが互いに協力しあって安心を支える破綻未然防止システムの

二重の仕組み (ＪＡバンク･セーフティーネット)を築いています。 

また、信用事業債権に占める不良債権の割合は、0.94％であり、今後も債権管理に万全を期

すと共に、皆様の信頼に応えることを常に考え、堅実で健全な経営を心がけていきます。 

●貯金業務 

組合員はもちろん、地域にお住まいの方をはじめ幅広い利用者の皆様からの貯金をお預か

りしております。当座貯金、普通貯金、定期貯金などの各種商品を、目的や期間、金額にあ

わせてご利用いただいております。 

《主な商品のラインアップ》 

当座貯金 
お支払いに小切手や手形をご利用いただける貯金です。事業用の

口座としてたいへん便利となっております。 

普通貯金 

お預け入れ・お引き出しが自由にできる貯金です。公共料金等の 

自動引き落としや、給与・年金の自動振込、配当金等の自動受け 

取りなどの機能が利用できる点で、日常生活に必要なお金を財布 

代わりに出し入れできる利便性を持っています。 

但し、ＡＴＭによる一日当たりの利用限度額は、原則として５０万

円となっております。また、ペイオフでも全額保護される決済用貯

金も取り扱っております。 

総合口座 

「ためる、使う、借りる」をひとつにした万能口座です。普通貯金

と定期貯金とが一冊の通帳でご利用できます。必要な時にはお預

かりしている定期貯金・定期積金・積立式定期貯金残高の 90％以

内、最高 300 万円までを自動的にご融資させていただくことも可

能です。 

通知貯金 

まとまったお金の短期間運用に最適な貯金です。据置期間（７日

間）経過後はお引き出しが可能となりますが、その場合には、２日

以上前にお知らせ下さい。 

貯蓄貯金 

普通貯金と同じように出し入れ自由で、短期のお預け入れに最適

です。金利は、お預入残高に応じて、段階的に有利になります。（金

利情勢により、金利が同じになる場合があります。） 

スーパー定期貯金 

いくらからでもお預け可能な、身近な定期貯金です。お預け入れ時

の金利が満期日まで変わらない確定利回りです。期間は１か月～

５年以内で、３年以上のものは半年複利で計算される商品をお選

びいただけます。 
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大口定期貯金 

最低預入金額が１千万円以上の貯金です。市場金利を反映した有

利な利率で運用し、多額の資金をさらに大きく増やす貯金です。１

か月～５年以内の期間でプランにあわせてお預け入れできます。 

期日指定定期貯金 

据置期間（１年）を経過すれば、ご自由に満期日の指定ができる 

ほか、一部支払の取扱いもでき、大変便利な定期貯金です。さらに、

お利息を１年複利で計算しますので、長く預けるほど有利です。 

変動金利定期貯金 
６か月ごとに利率を見直し、新しい利率で運用する貯金です。 

お預け入れ期間は３年で、お利息を半年複利で計算します。 

積立定期貯金 

将来に備えてまとまった資金を貯めていただくのに最適な定期貯

金です。口座開設時に積立期間や満期日を定めないで積立を行い、

必要な時期に必要な金額の解約を行うことができる「エンドレス

型」と満期日を設定し、口座開設時から積立期限日までの間で積立

を行い、その満期日以後に一括して支払う｢満期型｣があります。 

定期積金 

将来の生活設計のため、ご結婚の準備、事業の拡張など長期計画に

備えて資金を蓄えるのに最適です。１回の掛金が千円以上、期間は

６か月～７年以下となっていますので、プランに沿って無理なく

目標達成ができます。 

その他にも、納税準備貯金、一般財形貯金、財形年金貯金、財形住宅貯金、譲渡性貯金を取

り扱っております。 

 

●融資業務 

組合員や地域住民の皆様へ住宅ローンやマイカーローンなど、各種ローン商品を提供して

いるほか、農業者・事業者の皆様へもアグリマイティ―資金等のご融資を行っております。 

また、地方公共団体、農業関連産業などへもご融資し、地域経済の質的向上・発展に貢献

しております。 

さらに、㈱日本政策金融公庫等の融資の申込みのお取次ぎもしております。 

 

《主な商品のラインアップ》 

マイカーローン 
新車や中古車の購入をはじめ、修理・車検費用など、カーライフ

に関するさまざまな用途にご利用いただけます。 

カードローン 
あらかじめ決められたお借入れ枠の範囲内なら、いつでも何回で 

もご利用いただけます。急な出費の際の強い味方です。 

住宅ローン 

マイホームの新築・増改築、中古住宅の購入、土地購入など幅広

くご利用いただけます。他金融機関等ですでにご利用の住宅ロー

ンの借り換えにもご利用いただけます。 

教育ローン 
お子様の入学金や授業料はもちろん、アパート代や下宿代等の住

居費など、教育に関するさまざまな用途にご利用いただけます。 

リフォームローン 
住宅の増改築・改装・補修及び、システムキッチン・造園・物置

など住宅関連設備にお役立ていただけます。 

 

●為替業務 

全国ＪＡ・信連・農林中金の店舗をはじめ、全国の銀行や信用金庫などの各店舗と為替網

で結び、当ＪＡの窓口を通して全国どこの金融機関へでも振込・送金や手形・小切手等の取

立が安全・確実・迅速にできる内国為替をお取扱いしております。 

 

●国債窓口販売 

国債の窓口販売の取扱いをしております。個人向け国債及び新窓販国債は毎月発行され

ます。 



20 

●投信窓口販売 

各種投資信託の募集・販売等を取扱っております。なお、元本および分配金の保証はあり

ません。また、所定の手数料がかかります。 

 

●サービス・その他 

当ＪＡでは、次のようなサービスを提供しています。 

・ コンピューター・オンラインシステムを利用して、各種自動受取り、各種自動支払い

や事業主の皆さまの給与振込サービス、自動集金サービス、口座振替サービス、デビッ

トカードサービスなどのお取扱い。 

・ パソコンや携帯電話からインターネットを利用し、年中無休で 24 時間いつでも残高

照会や振込・振替等ができる「ＪＡネットバンク」サービス。 

・来店不要で、いつでもどこでもスマホ 1つで簡単。手軽に管理ができる「JA バンクアプ

リ」と、いつでも手続きができる「JA バンクアプリプラス」の２つのアプリ。 

・ 全国のＪＡでの貯金の出し入れや銀行、郵便局、信用金庫、更にはセブン銀行・イー

ネット・ローソンのＡＴＭなどでも現金引き出しのできるキャッシュサービス。 

・ ＪＡ窓口に出向くことなく自宅や、外出先からネットバンク経由で、国・地方公共団

体等への税金、公共料金等の各種料金の支払いができるマルチペイメントネットワーク

サービス。 

・ 組合員・利用者の皆さまに安心、便利で多彩なサービスの一環としてご提供している

ＪＡカード（クレジットカード）のお取扱い。 

また、ＩＣキャッシュカード機能とクレジット機能が一枚となった便利な一体型カー

ドの取り扱い。 

その他、近時、社会問題となっております金融詐欺犯罪対策として、本人確認の徹底、

ホームページ等での注意喚起など、各種対策を講じております。 

 

●ご利用者対応 

「一般社団法人ＪＡバンク相談所」を設置し、ＪＡの信用事業に関する苦情等の受付をし

ております。利用者からの苦情等の申し出があった場合は、これを誠実に受け止め、円滑な

解決が図られるよう取り組んでおります。  （受付電話番号 03－6837－1359） 

また、通帳やカードの盗難・紛失等があったときの事故防止のため、「監視センター」を設

置し 24 時間体制で対応しております。利用者が安心してＪＡの信用サービスを受けられる

よう努めております。            （受付電話番号 0120－08－2065） 
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◇手 数 料 一 覧 
 

〔為替手数料〕                             （税込） 
種 類 

 

区 分 当組合本支店 他金融機関 

送金手数料 普通扱い １件につき ４４０円 ６６０円 

振込手数料 

電信扱い 
３万円未満 １件 ２２０円 ６６０円 

３万円以上  １件 ４４０円 ８８０円 

文書扱い 
３万円未満  １件 ２２０円 ６６０円 

３万円以上  １件 ４４０円 ８８０円 

ＡＴＭ 

県内ＪＡカード扱い 

３万円未満  １件 無 料  ３３０円 

３万円以上  １件 無 料  ５５０円 

ＡＴＭ 

他行カード扱い 

３万円未満  １件 １１０円 ４４０円 

３万円以上  １件 ２２０円 ６６０円 

定時自動送金 
３万円未満  １件 ２２０円 ６６０円 

３万円以上  １件 ４４０円 ８８０円 

その他諸手数料 

○送金・振込の組戻料 １件につき 

 

１，１００円 

○代金取立手数料※1 １通につき １，１００円 

○不渡手形返却料※1 １通につき １，１００円 

○取立手形組戻料※1 １通につき １，１００円 

   ○取立手形店頭呈示料 

６４８ 

 

１通につき 

 

１，１００円 

ただし、１，１００円を超える取立経費を要する場合は、その実費を徴収いたします。 

   ○離島回金料  無  料 

（注）ＡＴＭによるお振込みには、別途顧客手数料（出金）が必要となります。 

 ※1 電子交換所に参加しない金融機関宛の手形・小切手など郵送対応が必要となるものが対象となります。 

 

〔貯金業務取扱手数料〕                             （税込） 

種 類 基 準 金 額 種 類 基  準 金 額 

残
高
証
明
書 

センター・端末発行 １通 ３３０円 小切手帳 １冊 ５５０円 

窓口作成 １通 １,１００円 約束手形 １枚 １１０円 

会計監査人制定用紙 １通 ３,３００円 マル専 手形 １枚 １１０円 

新規通帳発行※1 １冊 １,１００円 〃口座開設 １口座 ３,３００円 

再
発
行 

通 帳※2 １冊 １,１００円 口座振替 
（定時自動集金含む） 

１回 ５５円 

証 書 １枚 １,１００円 円貨両替※5 

金種指定出金 

※6 

硬貨整理 

※7 

   1 ～   50枚 無 料 

ICキャッシュカード※3 １枚 １,１００円 51 ～  100枚 ５５０円 

JAカード（一体型） １枚 無 料 101 ～  500枚 ８８０円 

ICキャッシュカード新規発行 １枚 無 料 501 ～ 1000枚 １,１００円 

ICキャッシュカード更新手数料 １枚 無 料 1001枚以上500枚毎に550円加算 

JAカード（一体型）新規発行 １枚 無 料 取引履歴検索 (1口座又は1取引先)１,６５０円 

入 金 帳 １冊 ４４０円   

未利用口座管理手数料※4 年 １,３２０円   

※1 令和5年3月1日以降に個人のお客さまが新規開設する、普通貯金・総合口座で紙の通帳を発行される口座が対象。

なお、18歳未満もしくは70歳以上の個人のお客さまは無料となります。 

※2 通帳レス口座を紙の通帳発行への切替えを含みます（18歳未満もしくは70歳以上の個人のお客さまは無料）。 

※3 磁気キャッシュカードからICキャッシュカードへの切替再発行は無料です。 

※4 令和3年10月1日以降に新規口座開設された口座、かつ最終異動日から2年を経過した口座が対象。 

※5 取扱枚数の算出基準は、両替前と両替後の枚数のうち、いずれか多い方で算出します。また、1日に複数回ご利用さ

れる場合は、合算して手数料をいただきます。なお、記念硬貨、汚損した現金の同一金種への交換は無料となります。 

※6 1日に複数回に分けて同一口座からのお引出しは合算して手数料をいただきます（一万円札は枚数に含みません）。 

※7 1日に複数回に分けて同一口座にご入金いただく場合は、硬貨枚数を合算して手数料をいただきます。なお、硬貨枚

数を測定した時点で手数料が発生し、計測した枚数により料金が確定します。 
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〔ＪＡネットバンク関係手数料〕（インターネットバンキング）         （税込） 

種 類  区 分 自店舗宛 当JA他店舗宛 県内他JA宛 県外JA宛 他行宛 

振込手数料 
３万円未満 １件 

無料 
１１０円 ３３０円 

３万円以上 １件 ２２０円 ５５０円 

利用手数料 申込み・年会費 無料 

 
〔法人ＪＡネットバンク関係手数料〕                      （税込） 

種 類  区 分 自店舗宛 当JA他店舗宛 県内他JA宛 県外JA宛 他行宛 

月額基本 

手数料 

照会・振込サービス １,１００円 

データ伝送サービス ３,３００円 

振込手数料 
３万円未満 １件 

無料 
１１０円 ２２０円 

３万円以上 １件 ３３０円 ４４０円 

給与振込 

手数料 

３万円未満 １件 
無料 ２２０円 

３万円以上 １件 

 
〔媒体等持込手数料〕（持込み 1ファイルあたり）        （税込） 

持込媒体等種類 金  額 

紙媒体（私製依頼書・振込依頼書（連記式）を含む） １１，０００円 
電子媒体（ＭＴ・ＦＤ・ＵＳＢ・ＭＯ・ＣＤ・ＤＶＤ等） ５，５００円 

※ 1 度に複数の媒体を持ち込む場合、媒体ごとに手数料をいただきます。なお、1つの電子媒体に複数の取引（口座振替、

給与振込（賞与振込）、振込、）データを格納している場合、取引の種類ごとに手数料をいただきます。 

※ 振込依頼書（連記式）については、ご依頼人口座番号ごとに手数料をいただきます。 

※ 外訪時等、店舗窓口以外で媒体を受付ける場合にも同一の手数料をいただきます。 

 
〔ＡＴＭ手数料〕 
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〔貸付業務取扱手数料〕                           （税込） 

種 類 
基 

準 
条 件 金 額 

発
行
手
数
料 

残高証明書 １通  ３３０円 

融資証明書 １通  １１,０００円 

住宅取得証明書 １通  ３３０円 

ローンカード再発行 １枚  １,１００円 

手 形 貸 付 １回 新規・書替契約時（つなぎ資金は除く） １,１００円 

証 書 貸 付 １回 新規契約時（住宅ローン、賃貸住宅関係資金は除く） ５,５００円 

当 座 貸 越 １回 新規契約時（営農ローン、カードローン） １,１００円 

住
宅
ロ
ー
ン 

事務取扱手数料 １回 新規契約時（つなぎ資金は除く） ３３,０００円 

繰上返済手数料 

一部  ５,５００円 

全額 

自己資金で支払う場合 １１,０００円 

他
行
へ
借
換 

繰上返済額５百万円以下 ２２,０００円 

繰上返済額５百万円超から10百万円以下 ３３,０００円 

繰上返済額10百万円超から 20百万円以下  ４４,０００円 

繰上返済額20百万円超 １１０,０００円 

 
 

 

賃
貸
住
宅
資
金 

 
 

 

賃
貸
住
宅
ロ
ー
ン 

事務取扱手数料 １回 新規契約時（つなぎ資金は除く） ５５,０００円 

繰上返済手数料 

一部  ５,５００円 

全額 

自己資金で支払う場合 １１,０００円 

他
行
へ
借
換 

繰上返済額20百万円以下 ４４,０００円 

繰上返済額20百万円超から50百万円以下 １１０,０００円 

繰上返済額50百万円超から100百万円以下 ３３０,０００円 

繰上返済額100百万円超 ５５０,０００円 

条件変更手数料 １回 金利変更、返済方法、担保など（相続手続は除く） ５,５００円 

電子契約サービス １回 

※
対
象
資
金 

５百万円以下 無 料  

５百万円超から10百万円以下 ５,５００円 

10百万円超 １１,０００円 

※電子契約サービスの対象資金ついては、住宅ローン・事業性資金（農業関係資金は除く）の新規契約時に手数料をいただきます。 
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□共済事業 

共済とは、生活を取り巻くさまざまなリスク(ケガ・病気、火災・自然災害、交通事故など)

に対して、組合員があらかじめ一定の「共済掛金」を拠出して協同の財産を準備し、不測の

事故などが生じた場合に「共済金」として支払う事によって、組合員やその家族に生じる経

済的な損失を補い、生活の安定を図る相互扶助(助け合い)の保障制度です。 

ＪＡ共済は、ＪＡとＪＡ共済連がそれぞれの役割を担い、組合員・利用者の皆様に「ひと・

いえ・くるま・農業の総合保障」を提供しています。 

経営の健全性と事業の安定性を測る指標として支払余力（ｿﾙﾍﾞﾝｼｰ･ﾏｰｼﾞﾝ）比率があります

が、ＪＡ共済連の６年上半期は、1,043.9％(前年度末 1,079.8％)で、経営の健全な水準とさ

れる 200％を大きく超えており、十分な支払余力を確保しております。 

ＪＡ共済は組合員・利用者の皆様の多様化するニーズに応えるため、ライフアドバイザー

（ＬＡ）が組合員・利用者の皆様のお宅へ訪問や電話により、コミュニケーションの強化を

図り、一人ひとりのライフスタイルの変化やニーズにあった保障を提供するとともに、共済

金をもれなくご請求いただくため、３Ｑ活動を展開しています。また、スマイルサポーター

が支店での窓口対応や電話応対を通じて組合員・利用者の皆様へさまざまな情報提供、提案

を行っています。 

その他にも、地域との絆を強化し、組合員・地域住民の皆さまが住み慣れた地域で健康で

安心して暮らせる豊かな環境づくりに貢献する「地域貢献活動」の一環として、病気や事故

等の未然防止を目的として、健康管理・増進活動や交通事故対策活動（交通安全教室等）を

実施するほか、万一の際の事後支援として、災害救援活動や交通事故被害者の社会復帰支援

活動などを実施しています。また、書道やポスターコンクール等の文化支援活動やＪＡくら

しの活動、地域農業振興に関する支援活動を行っております。 

  さらに、「げんきなカラダプロジェクト」や「あんしんくらしプロジェクト」を実施し、組

合員・利用者・地域住民の皆さまの「げんきなカラダ」づくりや、安心・安全な暮らしをサ

ポートしています。 

 

《主な保障のラインナップ》 

●長期共済 

共済期間が長く（通常５年以上）、事故があったとき、又は満期のときに共済金を支払い

ます。主なものは次の通りです。 

終身共済 
一生涯にわたる万一の保障が確保できます。ニーズに合わせて、特約

を付加することにより保障内容を自由に設計できます。 

引受緩和型 

終身共済 

健康に不安がある方でも、簡単な告知でご加入でき、一生涯にわたる

万一の保障が確保できます。 

一時払終身共済 

満期共済金や退職金等の一時資金を活用した長期資金確保・相続対策

ニーズに応えることができる一生涯にわたる万一の保障で、生前贈与

に活用できるプランもあります。 

養老生命共済 万一に備えるとともに、資金形成ニーズに応えることもできます。 

こども共済 

お子さま・お孫さまの教育資金を準備しつつ、万一のときにも備えら

れます。また、ご契約者さまが万一のときは、満期まで毎年養育年金

をお支払するプランもあります。 

定期生命共済 

(逓減期間設定型) 

ライフステージに合わせて保障金額を逓減させることで、お手頃な共

済掛金で必要十分な保障を準備できます。 

定期生命共済 
お手頃な共済掛金で万一のときや、第 1 級後遺障害状態・重度要介護

状態を一定期間保障する、掛捨てタイプの保障です。 
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医療共済 
日帰り入院からまとまった一時資金を受け取れ、一生涯保障や先進医

療保障などライフプランに合わせて自由に設計できます。 

引受緩和型 

医療共済 

健康に不安がある方でも、簡単な告知でご加入でき、病気やケガによ

る入院・手術を手厚く保障します。 

がん共済 

がんによる入院・手術を保障します。がん診断時や、再発・長期治療

のときは一時金をお支払いします。ニーズにあわせて、先進医療保障

を付加することもできます。 

特定重度 

疾病共済 

三大疾病やその他生活習慣病による、継続的・慢性的な治療や療養に

備えることができる保障です。 

生活障害共済 
病気やケガにより身体に障害が残ったときの、収入の減少や支出の増

加に備えることができる保障です。 

認知症共済 
認知症はもちろん軽度認知障害（MCI）まで幅広く一生涯にわたって

備えられる保障です。 

介護共済 
所定の要介護状態となったときの資金準備ができます。公的介護保険

制度と連動しており、介護の不安をわかりやすく保障します。 

一時払介護共済 
まとまった資金を活用して、一生涯にわたって介護に備えることがで

きる保障です。 

予定利率変動型

年金共済 

老後の生活資金に備えることができます。医師の診査なしの簡単な手

続きで加入できます。また、最低保証予定利率が設定されているので

安心です。 

建物更生共済 

火災はもちろん、地震や台風などの自然災害による損害も、しっかり

保障します。また保障期間満了時に、満期共済金をお受取りいただけ

ます。 

 

●短期共済 

共済期間が短く（５年未満）、事故があったときに共済金が支払われます。主なものは次

の種類のとおりです。 

なお、自動車共済・自賠責共済は、自動車販売会社や修理工場などの共済代理店におい

て、ＪＡの営業日･営業時間以外であっても共済契約の締結ができます。 

自動車共済 

(クルマスター) 

自動車事故による相手方への賠償保障はもちろんのこと、ご自身

やご家族の乗車中や歩行中等の自動車事故による損害を過失割

合に関係なく保障するとともに、お車の損害や付随的に発生する

諸費用まで幅広く保障します。 

自賠責共済 

自動車・バイク（原付含む）、電動キックボード（特定小型原動機

付自転車）には法律で加入が義務づけられています。人身事故の

被害者への賠償責任を保障します。 

火災共済 
建物や建物内に収容されている動産が火災や落雷、破裂、爆発な

どによって損害を受けたときに保障します。 

傷害共済 
日常生活での不慮の事故による死亡・負傷に応じて定額の共済金

が支払われる共済です。 

賠償責任共済 
日本国内で発生した日常生活や農作業などに起因する事故によ

り、損害賠償責任を負担した場合に保障する共済です。 

農業者賠償責任共済 

農地や農業施設の所有・使用・管理や生産物に関連する事故、農

作業に起因する事故により、損害賠償責任を負担した場合に保障

する共済です。 
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●共栄火災保険商品 

共栄火災保険商品の取扱いをしています。代表的な商品は次のとおりです。 

ＪＡ安心倶楽部 

ＪＡ組合員のケガ（地震等によるケガを含む。）による死亡や後遺
障害､入院・通院､自転車事故等の日常生活における他人への賠償
責任（示談代行サービス付）および携行品の損害など､日常生活の
リスクを総合的に補償します。 

ＪＡ自転車倶楽部 

自転車事故をはじめとした日常生活における賠償責任（示談代行
サービス付）と交通事故等によるケガを補償する､ＪＡ組合員向け
の商品です。 

個人用火災総合保険 

（Happy Home２） 

（安心あっとホーム） 

火災事故から風災・水災等の自然災害に至るまで幅広い補償をニ
ーズに応じて提供する掛捨型の火災保険商品。「Happy Home２」
は住宅ローン利用者向けの商品､「安心あっとホーム」は住宅ロー
ン利用者向け以外の商品です。 

海外旅行保険 海外旅行における傷害を幅広く補償する保険です。 

ゴルファー保険 

ゴルフのプレイ中、練習中などの本人のケガ、誤って他人にケガ
をさせたり、他人の物を壊して損害を与え法律上の賠償責任を負
った場合、用具の盗難・損害、ホールインワン、またはアルバト
ロス達成時の補償がワンセットになった保険です。 

 

□営農指導事業 

営農指導は、直接収益を生み出すという事業ではありませんが、ＪＡの信用・共済・購買・

販売などの事業の要であり、組合員の営農活動を指導し、その改善を図っていく重要な事業で

す。ＪＡの営農指導は、単に技術指導を行うだけでなく、農産物を安定的に供給していくため

のマーケティング対策や組合員の農業経営全般について支援するとともに、認定農業者や集落

営農組織などの担い手の育成・確保を通じて、持続可能な地域農業を目指します。すなわち、

生産から販売までＪＡの総合力を活かした支援によって、所得増大を協同の力で実現していこ

うとするものです。 

＜食の安全・安心への取り組み＞ 

安全・安心な農畜産物を消費者に提供し、「食」に対する信頼性を確保するため、ＪＡグルー

プは生産履歴記帳運動を展開し、全ての農作物を対象に生産履歴の記録と点検を実施していま

す。また、環境に優しい農業の実現のため、使用済み農業生産資材の回収などにも取り組んで

おります。加えて、生産部会とともにＧＡＰ（農業生産工程管理）の精度向上に向けた取り組

みを強化しています。 

 

□販売事業 

販売事業は、組合員が生産した農産物などを共同で販売することで、より高い収入が得ら

れるようにしていこうというものです。 

消費者のみなさまのニーズに応じた「安全・安心な農産物」を安定的に提供できるよう生

産・販売体制の強化に取り組んでいます。また、地産地消運動を推進し、地元で生産された

農産物を地域のみなさまに提供するため、直売所の運営などの事業についても積極的に取り

組んでいます。 

また、ＪＡ全農とちぎ青果物広域集出荷センターが稼働したことから、青果物の有利販売

を目指して、令和 6 年 5 月より順次なす、トマト、梨について利用していきます。 

このように、農産物の供給を通じて消費者との連携をすすめ、農業の持続的発展を目指し

ています。 

《農産物直売所》 

グリーンセンター・よらっせ桑・四季彩・国分寺・道の駅「思川」・のぎ松原大橋・道

の駅「しもつけ」・ヨークベニマル小山雨ケ谷店・ヨークベニマルゆうえんち店・イオ

ン小山店・ベイシア小山店・管内セブンイレブン・エコスたいらや小金井店 



27 

 

□購買事業 

購買事業は、肥料や農薬など農業生産に必要な資材と生活に必要な物資を共同購入し、そ

れを組合員や地域の皆さまに供給する事業です。この事業は、計画的に大量購入することに

よって、できるだけ安い価格で仕入れ、流通経費を節約して、組合員や地域の皆さまに安全・

安心・良質な品物を供給するものです。取扱い品目は多種にわたり、特に生活関連では家財・

日用品等も取り扱っています。 

《関係施設》 

    のぞみ館東部（東部営農支援センター）連絡先：0285-41-0525 

    のぞみ館野木（    〃     ）連絡先：0280-54-1655 

    のぞみ館西部（西部営農支援センター）連絡先：0285-33-3122 

    豊 田 購 買 所（    〃     ）連絡先：0285-37-0003 

    のぞみ館北部（北部営農支援センター）連絡先：0285-40-0401 

    桑絹支店購買所（    〃     ）連絡先：0285-25-1223 

    下野支店購買所（    〃     ）連絡先：0285-37-6312 

    絹 購 買 所（    〃     ）連絡先：0285-49-1213 

    おやま広域農機センター        連絡先：0285-38-2029 

    オートパル県南（自動車整備センター ）連絡先：0282-25-2621 

 

●葬祭事業 

ご家族に突然の不幸があった場合にお応えできるよう、24時間体制で受付しております。

また、小山聖苑における葬儀にも対応しております。 

総合葬祭式場  思川ホール  連絡先：0285-38-3100 

おとめホール 連絡先：0285-41-2088 

 

●食材事業 

新鮮で栄養バランスのとれた安心な食材の宅配サービスをお好みに合わせて取り扱って

おります。 

      全農県南食材センター  連絡先：0285-30-5660     

 

□ＪＡくらしの活動 

ＪＡくらしの活動は、安心して暮らせる豊かな地域社会づくりのため、組合員・地域住民

を対象に「食と農」を軸とした地域活性化や高齢化社会に対応した様々な取り組みを行って

いくもので、この取り組みにより協同活動の輪を広げています。 

 

●「食と農」を軸とした地域活性化 

ＪＡは市民農園・体験農園を通じた地域振興や、学校等との連携により農業の持つ教育

力を反映した農業体験学習等を実施しています。 

また、「農産物直売所」「女性大学」「料理教室」など、組合員・地域住民の活動の場を提

供しています。 

 

●高齢者福祉活動 

「ＪＡ健康寿命１００歳プロジェクト」では、健康寿命を延ばす「運動」「食事」「検診・

介護・医療」を柱に活動を行いました。 

 ●ＪＡ女性会活動の支援 

   ＪＡ女性会は、住みよい地域社会づくりをめざして、世代別・目的別の活動を展開して

おり、ＪＡはその自主的活動を支援しています。 
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□国産農畜産物の消費拡大運動 

  国産農畜産物の重要性の理解促進及び消費拡大を促進するため、「みんなのよい食プロジ

ェクト」に取り組んでおり、国産農畜産物の魅力を伝え、地域の消費者に地産地消をすすめ

ています。 

□資産管理事業 

資産管理事業は、組合員が土地の有効活用やその管理を安心して行えるよう、また、農と

住の調和したまちづくりをめざす様々な事業を展開していくものです。 

転用相当農地等の売渡しや貸付けなどのほか、組合員が所有するアパートの管理や仲介業

務も行っています。 

また、組合員に対しその資産の有効活用を支援するため、意向に沿った提案を行うととも

に、法務・税務相談の資産相談会も開催しています。 

 

□利用事業 

ＪＡでは、組合員の事業または生活に必要な共同利用施設を設置して、ご利用いただいて

おります。 

《営農関係施設》 

・共同乾燥調製施設  ・育苗センター  ・選果場 

・青果物集出荷所   ・農産物加工所 

 

□「国消国産」JA グループ統一運動 

「国消国産」JA グループ統一運動を通じて、農業に関する国民理解の醸成をはかるとと

もに、「地産地消」や国産農畜産物の消費拡大を通じて「国消国産」をすすめています。 

 

（２）系統セーフティネット（貯金者保護の取り組み） 
  ＪＡバンクは、全国のＪＡ・信連・農林中央金庫（ＪＡバンク会員）で構成するグループ

の名称です。組合員・利用者の皆様に、便利で安心な金融機関としてご利用いただけるよう、

ＪＡバンク会員の総力を結集し、実質的にひとつの金融機関として機能する「ＪＡバンクシ

ステム」を運営しています。 

  当ＪＡの貯金はＪＡバンク独自の制度である「破綻未然防止システム」と公的制度である

「貯金保険制度（農水産業協同組合貯金保険制度）」との二重のセーフティネットで守られて

います。 

 

◇「破綻未然防止システム」の機能 

   「破綻未然防止システム」は、ＪＡバンク全体としての信頼性を確保するための仕組み

です。再編強化法（農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び

強化に関する法律）に基づき、「ＪＡバンク基本方針」を定め、ＪＡの経営上の問題点の早

期発見・早期改善のため、国の基準よりもさらに厳しいＪＡバンク独自の自主ルール基準

（達成すべき自己資本比率の水準、体制整備など）を設定しています。 

   また、ＪＡバンク全体で個々のＪＡの経営状況をチェックすることにより適切な経営改

善指導を行います。 

   

◇貯金保険制度 

   貯金保険制度とは、農水産業協同組合が貯金などの払い戻しができなくなった場合など

に、貯金者を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資する

ことを目的とする制度で、銀行、信金、信組、労金などが加入する「預金保険制度」と同

様の制度です。 

なお、この制度を運営する貯金保険機構（農水産業協同組合貯金保険機構）の責任準備

金残高は、2024 年 3 月末現在で 4,785 億円となっています。  
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Ⅰ 決算の状況 

 

（単位：千円）

5年度
令和6年

2月29日現在

6年度
令和7年

2月28日現在

5年度
令和6年

2月29日現在

6年度
令和7年

2月28日現在

１．信用事業資産 165,106,724 162,895,721 １．信用事業負債 169,226,945 169,832,436

　(1)現金 870,356 720,584 　(1)貯金 167,552,899 168,972,042

　(2)預金 115,434,285 113,130,208 　(2)借入金 1,030,689 -

系統預金 115,335,287 113,039,458 　(3)その他の信用事業負債 643,357 860,394

系統外預金 98,997 90,750 未払費用 21,333 49,015

　(3)有価証券 16,620,160 19,087,460 その他の負債 622,023 811,378

国債 12,641,610 14,140,510 ２．共済事業負債 534,600 520,683

地方債 208,640 197,400 　(1)共済資金 283,302 276,161

政府保証債 198,930 187,470 　(2)未経過共済付加収入 247,695 240,702

社債 3,570,980 4,562,080 　(3)共済未払費用 3,081 3,345

　(4)貸出金 31,649,310 29,260,626 　(4)その他の共済事業負債 519 474

　(5)その他の信用事業資産 681,444 838,128 ３．経済事業負債 916,727 1,626,559

未収収益 632,290 774,073 　(1)経済事業未払金 163,526 314,748

その他の資産 49,153 64,054 　(2)経済受託債務 462,845 960,758

　(6)貸倒引当金 △ 148,831 △ 141,286 　(3)その他の経済事業負債 290,355 351,052

２．共済事業資産 1,775 1,748 ４．雑負債 231,003 232,845

３．経済事業資産 1,975,450 2,589,737 　(1)未払法人税等 28,977 16,539

　(1)経済事業未収金 1,063,807 972,271  （2）資産除去債務 16,002 16,173

  (2)経済受託債権 642,876 1,272,066 　(3)その他の負債 186,023 200,133

　(3)棚卸資産 147,370 158,442 ５．諸引当金 1,394,023 1,380,418

購買品 115,621 138,684 　(1)賞与引当金 67,717 67,659

その他の棚卸資産 31,749 19,757 　(2)退職給付引当金 1,323,690 1,310,008

　(4)その他の経済事業資産 135,042 195,529 　(3)ポイント引当金 2,615 2,751

　(5)貸倒引当金 △ 13,647 △ 8,572 負債の部合計 172,303,301 173,592,943

４．雑資産 410,182 398,042 （純資産の部）

５．固定資産 6,112,488 6,134,804 １．組合員資本 14,180,874 14,169,579

　(1)有形固定資産 6,106,567 6,129,294 　(1)出資金 3,634,002 3,589,854

建物 9,297,859 9,460,036 　(2)資本準備金 15,081 15,081

機械装置 3,226,062 3,326,725 　(3)利益剰余金 10,548,513 10,594,403

土地 2,165,366 2,166,510 　利益準備金 3,267,382 3,332,382

建設仮勘定 － 1,847,703 　その他の利益剰余金 7,281,131 7,262,021

その他の有形固定資産 1,840,857 △ 10,671,681 特別積立金 2,351,299 2,351,299

減価償却累計額 △ 10,423,577 5,510 信用事業基盤整備強化積立金 1,842,258 1,962,258

　(2)無形固定資産 5,921 13,441,956 肥料価格安定準備金 7,702 7,702

６．外部出資 11,873,956 13,441,956 教育基金 510,000 530,000

　(1)外部出資 11,873,956 13,082,105 営農施設設置及び運営積立金 696,800 696,800

系統出資 11,514,105 342,351 宅地等供給事業運営積立金 12,972 12,972

系統外出資 342,351 17,500 経営安定化積立金 710,000 790,000

子会社等出資 17,500 388,893 税効果調整積立金 395,179 388,893

７．繰延税金資産 395,179 当期未処分剰余金 754,917 522,094

（うち当期剰余金） 302,279 81,732

　(4)処分未済持分 △ 16,722 △ 29,760

２．評価・換算差額等 △ 608,418 △ 1,911,618

　(1)その他有価証券評価差額金 △ 608,418 △ 1,911,618

 純 資 産 の 部 合 計 13,572,456 12,257,960

185,875,757 185,850,903 185,875,757 185,850,903 資 産 の 部 合 計  負債及び純資産の部合計

1.貸借対照表

（ 資 産 の 部 ）

科　　目 科　　目

（負　債　の　部）
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２．損益計算書
（単位：千円）

2,989,369 2,859,953

5,994,215 5,901,900

3,004,845 3,041,946

1,465,808 1,283,300

1,034,344 1,145,285

うち預金利息 534,857 686,540

うち有価証券利息配当金 175,783 209,584

うち貸出金利息 314,275 249,159

うちその他受入利息 9,427 0

44,126 46,246

348,605 54,924

38,732 36,843

425,957 194,180

33,135 105,310

うち貯金利息 28,524 100,776

うち給付補填備金繰入 2,206 1,923

うちその他支払利息 2,405 2,610

16,803 17,339

309,040 0

66,978 71,529

うち貸倒引当金戻入益 △ 7,419 △ 7,545

うちその他費用 74,397 79,074

1,039,850 1,089,120

639,463 615,227

613,958 577,858

その他の収益 25,504 37,369

(4)共済事業費用 26,483 28,876

共済推進費 13,530 14,078

その他の費用 12,952 14,798

共済事業総利益 612,980 586,351

(5)購買事業収益 2,338,326 2,280,073

購買品供給高 2,166,241 2,124,581

購買手数料 111,941 108,434

その他の収益 60,144 47,057

(6)購買事業費用 1,973,898 1,916,446

購買品供給原価 1,877,633 1,839,437

購買品供給費 68,122 71,037

その他の費用 28,142 5,971

うち貸倒引当金繰入額 8,342 △ 4,319

うちその他費用 19,799 10,291

購買事業総利益 364,428 363,626

(7)販売事業収益 457,016 411,665

販売手数料 334,162 306,897

その他の収益 122,853 104,767

(8)販売事業費用 66,650 67,430

販売費 3,340 3,330

その他の費用 63,309 64,100

うち貸倒引当金繰入額 － －

うち貸倒引当金戻入益 △ 16 11

うちその他費用 63,325 64,088

390,366 344,234

(9) 保管事業収益 71,812 62,805

(10)保管事業費用 9,544 10,970

保管事業総利益 62,268 51,834

役務取引等収益

科　　目
5年度

令和5年3月1日から
令和6年2月29日まで

6年度
令和6年3月1日から
令和7年2月28日まで

(3)共済事業収益

共済付加収入

その他経常収益

(2)信用事業費用

資金調達費用

役務取引等費用

その他経常費用

信用事業総利益

1.事業総利益

事業収益

事業費用

(1)信用事業収益

資金運用収益

その他事業直接収益

販売事業総利益

その他事業直接費用



32 

 

 
 

 

 

(11)加工事業収益 546 649

(12)加工事業費用 427 579

加工事業総利益 118 70

(13)利用事業収益 1,450,913 1,338,754

663,190 588,619

787,723 750,135

(14)利用事業費用 914,488 886,327

265,590 269,103

648,898 617,224

利用事業総利益 536,424 452,427

14,245 5,490

375 273

宅地等供給事業総利益 13,869 5,217

2,695 －

2,695 －

農用地利用調整事業総利益 － －

12,063 12,258

42,999 45,186

△ 30,935 △ 32,928

2,854,543 2,808,513

1,875,049 1,810,174

209,551 213,363

132,540 122,839

629,023 653,446

8,378 8,689

134,825 51,440

3．事業外収益 309,034 93,443

(1)受取雑利息 4,162 4,301

(2)受取出資配当金 197,946 42,770

(3)賃貸料 32,964 31,522

(4)償却債権取立益 2,981 2,410

(5)雑収入 70,980 12,439

4．事業外費用 30,930 31,455

(1)寄付金 1,343 1,368

(2)雑損失 29,587 30,087

412,930 113,429

59 39

(1)固定資産処分益 59 －

(2)その他の特別利益 － 39

21,992 175

(1)固定資産処分損 8,407 175

(2)減損損失 2,275 －

(3)その他の特別損失 11,310 －

税引前当期利益 390,997 113,292

69,397 25,273

19,320 6,286

7.法人税等合計 88,717 31,560

302,279 81,732

433,318 434,075

19,320 6,286

754,917 522,094

6年度
令和6年3月1日から
令和7年2月28日まで

5年度
令和5年3月1日から
令和6年2月29日まで

経常利益

共同乾燥施設収益

事業利益

(5)その他事業管理費

(4)施設費

(3)諸税負担金

(2)業務費

(1)人件費

2．事業管理費

(20)指導事業支出

(19)指導事業収入

(18)農用地利用調整事業費用

(17)農用地利用調整事業収益

当期未処分剰余金

税効果積立金取崩額

当期首繰越剰余金

当期剰余金

(2)法人税等調整額

(1)法人税・住民税及び事業税

その他利用収益

共同乾燥施設費用

その他利用費用

科　　目

(16)宅地等供給事業費用

(15)宅地等供給事業収益

指導事業収支差額

5．特別利益

6．特別損失
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３．キャッシュ・フロー計算書                  （単位：千円） 

科      目 
５年度 

令和５年３月 １日から 

令和６年２月２９日まで 

６年度 

令和６年３月 １日から 

令和７年２月２８日まで 

１ 事業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期利益（又は税引前当期損失） ３９０，９９７ １１３，２９２ 

減価償却費 ２８９，６１６ ３１６，６７７ 

減損損失 ２，２７５ － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） ５０３ △１２，６１９ 

賞与引当金の増減額（△は減少） １，９０９ △５８ 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △７７，７６０ △１３，６８２ 

その他の引当金等の増加額 １１８ １３５ 

信用事業資金運用収益 △１，０３１，５４７ △１，１４０，２１４ 

信用事業資金調達費用 ３３，１３５ １０５，３１０ 

受取雑利息及び受取出資配当金 △２０２，２８３ △４７，２１３ 

有価証券関係損益（△は益） △４２，３６１ △５９，９９５ 

固定資産売却損益（△は益） ８，３４７ １７５ 

資産除去債務関連損益（△は益） ９，２４１ １７０ 

…………………………   

（信用事業活動による資産及び負債の増減）   

貸出金の純増（△）減 △１，２５０，０８２ ２，３８８，６８３ 

預金の純増（△）減 △１，１７４，０００ ６，７７４，０００ 

貯金の純増減（△） △１，２２５，３０１ １，４１９，１４２ 

信用事業借入金の純増減（△） △６８９ △１，０３０，６８９ 

その他信用事業資産の増減 ３８，９７４ △１３７，０２０ 

その他信用事業負債の増減 △３，５５７ １９０，２９６ 

………………………   

（共済事業活動による資産及び負債の増減）   

共済資金の純増減（△） △３３，７７８ △７，１４０ 

その他共済事業資産の増減 ３６７ ２６ 

その他共済事業負債の増減 △７，４１８ △６，７７５ 

…………………………   

（経済事業活動による資産及び負債の増減）   

受取手形及び経済事業未収金の純増（△）減 １５４，４５８ ９１，５３５ 

経済受託債権の純増（△）減 △５２，８２０ △６２９，１８９ 

棚卸資産の純増（△）減 １９，９１１ △１１，０７１ 

支払手形及び経済事業未払金の純増減（△） △９７，７１４ １５１，２２２ 

経済受託債務の純増減（△） ５３，１６１ ４９７，９１２ 

その他経済事業資産の増減 △５４ ６４ 

その他経済事業負債の増減 １０６ ３８７ 

…………………………   

（その他の資産及び負債の増減）   

その他資産の増減 ３２１，７５３ △４８，５２１ 

その他負債の増減 △１０１，６６１ ４３，１０６ 

未払消費税の増減額 ３６，３４８ ３１，４２３ 

信用事業資金運用による収入 １，０３０，９６０ １，１２０，３３６ 

信用事業資金調達による支出 △３４，２２４ △７８，３５６ 

…………………………   

小     計 △２，９４３，０６５ １０，０２１，３５１ 

雑利息及び出資配当金の受取額 ２０２，２８３ ４７，２１３ 

法人税等の支払額 △４８，８３８ △３７，７１０ 

法人税等の還付額 △１０９，４４８ － 

事業活動によるキャッシュ・フロー △２，８９９，０６８ １０，０３０，８５３ 
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２ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △６，５４９，３６９ △５，１６３，６８６ 

有価証券の売却等による収入 ７，４２４，２８８ １，４５３，１８１ 

固定資産の取得による支出 △１，３００，９６６ △３５７，４４０ 

固定資産の売却による収入 ６８３，９６０ １８，２７１ 

外部出資による支出 － １，５６８，０００ 

…………………………   

投資活動によるキャッシュ・フロー ２５７，９１２ △５，６１７，６７４ 

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

出資の増額による収入 ３９３，８１９ １００，７２２ 

出資の払戻しによる支出 △３９２，９５８ △１４４，８７０ 

持分の取得による支出 △１６，７２２ △２７，２３４ 

持分の譲渡による収入 ２６，９６７ １４，１９６ 

出資配当金の支払額 △３５，７８３ △３５，８４２ 

…………………………   

財務活動によるキャッシュ・フロー △２４，６７７ △９３，０２８ 

４ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

５ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △２，６６５，８３３ ４，３２０，１５１ 

６ 現金及び現金同等物の期首残高 ８，３５８，５２５ ５，６９２，６９１ 

７ 現金及び現金同等物の期末残高 ５，６９２，６９１ １０，０１２，８４３ 
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４．注  記  表（令和５年度） 

項   目 注    記    事    項 

継続組合の前提

に関する注記 

継続組合の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況はありません。 

 

重要な会計方針

に係る事項に関

する注記 

１．次に掲げる資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

ア. 関連会社株式・・・・・・・・・ 移動平均法による原価法  

イ．その他の有価証券 

・時価のあるもの・・・・・・・ 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定） 

・市場価格のない株式等・・・・ 移動平均法による原価法 

 

 ②棚卸資産 

ア．購買品（生産資材・生活物資）・・・ 総平均法による原価法（収益性の低下 

による簿価切下げの方法） 

２．固定資産の減価償却の方法 

 ①有形固定資産 

定率法を採用しています。ただし、平成 10 年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）並びに平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定

額法を採用しています。 

また、取得価額 10 万円以上 20 万円未満の少額減価償却資産については、法人税法の

規定に基づき、３年間で均等償却を行っています。 

 

 ②無形固定資産 

   定額法を採用しています。 

   なお、自社利用ソフトウェアについては、当組合における利用可能期間（５年）に基

づく定額法により償却しています。 

３．引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 

貸倒引当金は、資産査定要領、経理規程および資産の償却・引当基準に則り、次の

とおり計上しています。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る債

権及びそれと同等の状況にある債務者（実質破綻先）に係る債権については、債権額

から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計

上しています。 

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認め

られる債務者に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証によ

る回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して

必要と認められる額を計上しています。 

破綻懸念先に対する債権のうち債権の元本の回収に係るキャッシュ・フローを合理

的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フローと債権の帳簿価額

から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額との差額

を引き当てています。 

上記以外の債権については、今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額   

  を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした 

貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込 

み等必要な修正を加えて算出しております。 

すべての債権は、資産査定要領に基づき、融資担当部署等が資産査定を実施し、当

該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 

 ②賞与引当金 

職員賞与の支給に備えるため、次期支給の賞与見積額のうち当期に属する期間対応

分を計上しています。 
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③退職給付引当金 

   職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、計上しています。 

ア．退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属

させる方法については、期間定額基準によっています。 

イ．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10 年）による定額法により按分した額を、それぞれ発

生の翌事業年度から費用処理しています。 

過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により費用処理しています。 

④ポイント引当金 

   事業利用の促進を目的とするポイント制度に基づき組合員・利用者に付与したポイ

ントの使用による費用発生に備えるため、当事業年度末において将来発生すると見込

まれる額を計上しています。 

４．収益及び費用の計上基準 

当組合の利用者等との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義

務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりです。 

①購買事業 

農業生産に必要な資材と生活に必要な物資を共同購入し、組合員に供給する事業で

あり、当組合は利用者等との契約に基づき、購買品を引き渡す義務を負っています。こ

の利用者等に対する履行義務は、購買品の引き渡し時点で充足することから、当該時点

で収益を認識しています。 

②販売事業 

組合員が生産した農畜産物を当組合が集荷して共同で業者等に販売する事業であ

り、当組合は利用者等との契約に基づき、販売品を引き渡す義務を負っています。この

利用者等に対する履行義務は、販売品の引き渡し時点で充足することから、当該時点で

収益を認識するほか、「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第 30 号 2021 年３月 26 日）第 98 項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時点で収

益を認識しています。 

③利用事業 

カントリーエレベータ一・ライスセンター・育苗センター・選果場・集出荷所・農産

物直売所等の施設を設置して、共同で利用する事業であり、当組合は利用者等との契約

に基づき、役務提供する義務を負っています。この利用者等に対する履行義務は、各種

施設の利用が完了した時点で充足することから、当該時点で収益を認識しています。 

５．消費税及び地方消費税の会計処理の方法 

   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。ただし、固定資産に

係る控除対象外消費税等は｢雑資産」に計上し､ ５年間で均等償却を行っています。 

６．決算書類に記載した金額の端数処理の方法 

   記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、表示単位未満の科目については

「０」で、取引がない場合は「―」と表示しています。 

７．その他計算書類等の作成のための基本となる重要な事項 

 ①事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法 

   当組合は、事業別の収益及び費用について、事業間取引の相殺表示を行っておりませ

ん。よって、事業別の収益及び費用については、事業間の内部取引も含めて表示してい

ます。 

ただし、損益計算書の事業収益、事業費用については、農業協同組合法施行規則にし

たがい、各事業間の内部損益を除去した額を記載しています。 

 ②当組合が代理人として関与する取引の損益計算書の表示について 

   購買事業収益のうち、当組合が代理人として購買品の供給に関与している場合には、 

純額で収益を認識して、購買手数料として表示しております。 
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会計方針の変更に

関する注記 

１．時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用 

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021

年６月 17 日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適

用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算

定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたし

ました。これによる当事業年度の計算書類に与える影響はありません。 

会計上の見積りに

関する注記 

１．繰延税金資産の回収可能性 

①当事業年度の計算書類に計上した金額 繰延税金資産（純額）395,179 千円 

               （繰延税金負債と相殺前の金額は 402,241 千円です） 

②会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

  ア．算定方法 

    おおむね５年以内の課税所得の見積額を限度として、合理的にスケジューリング

された将来減算一時差異に係る繰延税金資産を計上しています。 

  イ．主要な仮定 

    過去３年及び当事業年度の業績等により、長期にわたる安定的な課税所得の発生

は予測できないため、将来の合理的な見積可能期間（おおむね５年以内）内の課税所

得の見積額を限度としています。 

ウ．翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響 

これらの見積りは将来の不確実な経営環境および組合の経営状況の影響を受けま

す。よって、実際に課税所得が生じた時期および金額が見積りと異なった場合には、

翌事業年度以降の計算書類において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与

える可能性があります。  

また、将来の税制改正により、法定実効税率が変更された場合には、翌事業年度以

降の計算書類において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性が

あります。 

２．固定資産の減損 

①当事業年度の計算書類に計上した金額 減損損失 2,275 千円 

②会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

  ア．算定方法 

「損益計算書に関する注記」の「２．減損会計適用による固定資産の減損損失」に記

載しています。 

  イ．主要な仮定 

固定資産の減損損失の認識、測定において、将来キャッシュ・フローについては、

単年度事業計画等を基礎として算出しており、計画年度以降の将来キャッシュ・フロ

ーや、割引率等については、一定の仮定を設定して算出しています。  

  ウ．翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響      

これらの仮定は将来の不確実な経営環境及び組合の経営状況の影響を受け、翌事

業年度以降の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。 

３．貸倒引当金  

①当事業年度の計算書類に計上した金額 貸倒引当金 162,479 千円 

②会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

ア．算定方法 

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「３．引当金の計上基準」の「①貸倒

引当金」に記載しています。 

イ．主要な仮定 

主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」でありま

す。「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の返済能

力を個別に評価し、設定しています。  

ウ．翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響 

個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌

事業年度に係る計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性がありま

す。 
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貸借対照表に関す

る注記 

１．圧縮記帳額 

有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は 3,528,712 千円であり、そ

の内訳は次のとおりです。 

    建物     1,765,502 千円   構築物    224,371 千円 

    機械装置   1,530,369 千円   車両運搬具   2,853 千円 

工具器具備品   5,616 千円 

２．担保に供した資産等 

   担保に供した資産等は次のとおりです。 

  ・担保に供している資産 

     預金                    4,768,550 千円 

  ・担保資産に対応する債務 

     為替決済に係る債務（上限）         3,736,000 千円 

     公金取扱にかかる決済保証金           2,550 千円 

     被災地金融機関向け農林中金からの借入金   1,030,000 千円 

３．子会社等に対する金銭債権・債務の額 

    金銭債権の総額      40,000 千円 

    金銭債務の総額     102,901 千円 

４．役員との間の取引による役員に対する金銭債権・債務の額 

    金銭債権の総額     30,201 千円 

５．債権のうち農業協同組合法施行規則第 204 条第１項第１号ホ（２）（ⅰ）から（ⅳ）

までに掲げるものの額及びその合計額  

    （単位：千円） 

 債 権 区 分 債権額 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 249,942 

危険債権 107,332 

要管理債権 - 

 三月以上延滞債権 - 

 貸出条件緩和債権 - 

合計 357,275 

 

 (注)１．破産更生債権及びこれらに準ずる債権 

      破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻

に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。 

２．危険債権 

      債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、

契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権

です。 

３．要管理債権 

「４．三月以上延滞債権」に該当する貸出金と「５．貸出条件緩和債権」に該当

する貸出金の合計額です。 

４．三月以上延滞債権 

元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、破

産更生債権及びこれらに準ずる債権及び危険債権に該当しないものです。 

５．貸出条件緩和債権 

債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶

予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出

金で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権及び三月以上延滞債権に

該当しないものです。 

損益計算書に関す

る注記 

１．子会社等との取引高の総額 

  ①子会社等との取引による収益総額   178 千円 

    うち事業取引高          178 千円 

  ②子会社等との取引による費用総額    0 千円 

    うち事業取引高           0 千円 
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２．減損会計適用による固定資産の減損損失 

当組合では、投資の意思決定を行う単位としてグルーピングを実施した結果、営業

店舗については支店ごとに、また、遊休資産及び賃貸固定資産については各固定資産

をグルーピングの最小単位としています。本店及び営農関連施設については、他の資

産グループのキャッシュ・フローの生成に寄与していることから、共用資産と認識し

ています。 

減損損失の兆候がある資産または資産グループについては、全て割引前将来キャッ

シュ・フローの総額と帳簿価額との比較を行い、割引前将来キャッシュ・フローの総

額が帳簿価額を下回る資産または資産グループについて、減損損失を認識いたしまし

た。 

減損損失の内訳は次のとおりです。 

区分 
資産名 

減損損失の認識に至った経緯 

種類ごとの 

減損損失額 

（千円） 

回収可能価額

の算定方法 場 所 

共用資産 

東部選果場 
JA 全農とちぎ青果物広域集出荷セン

ターの令和６年度利用開始により、東

部選果場プラント機器を撤去予定の

為、帳簿価額を減損した 

機械装置 2,275 － 

小山市東黒田 

種 類 ご と の 合 計 
（機械装置）

2,275 
 

総  合  計  2,275  
 

金融商品に関す

る注記 

１．金融商品の状況に関する事項 

①金融商品に対する取組方針 

    当組合は農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合員や地域内の企業

や団体などへ貸付け、残った余裕金を農林中央金庫へ預けているほか、国債･社債など

有価証券による運用を行っています。 

②金融商品の内容及びそのリスク 

    当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等に対する貸出金及び

有価証券であり、貸出金は、組合員等の契約不履行によってもたらされる信用リスク

にさらされています。 

また、有価証券は、主に債券であり、その他有価証券で保有しています。これらは発

行体の信用リスク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクにさらされています。 

③金融商品に係るリスク管理体制 

    ア．信用リスクの管理 

     当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を

決定しています。また、通常の貸出取引については、本店に融資審査部署を設置

し各支店との連携を図りながら、与信審査を行っています。審査にあたっては、

取引先の償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準など厳格な審査基準を

設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向上

を図るため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については管理・

回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取り組んでいます。また、資産自己査

定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当基準」に基づき必要額を計

上し、資産及び財務の健全化に努めています。 

イ．市場リスクの管理 

     当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコント

ロールすることにより、収益の確保及び財務の安定化を図っています。このた

め、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、資

産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔

軟な財務構造の構築に努めています。 

     とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分

析及び当組合の保有有価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理

事会において運用方針を定めるとともに、経営層で構成するＡＬＭ委員会を定

期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は、

理事会で決定した運用方針及びＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、

有価証券の売買を行っています。運用部門が行った取引についてはリスク管理
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部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を

行い経営層に報告しています。 

（市場リスクに係る定量的情報） 

当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品で

す。当組合において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金

融商品は、預金、貸出金、有価証券のうちその他有価証券に分類している債券及び

貯金です。 

当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後 1 年程度の金利の

合理的な予想変動幅を用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあた

っての定量的分析に利用しています。 

 金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末現在、指標

となる金利が 0.5％上昇したものと想定した場合には、経済価値が 898,297 千円減

少するものと把握しています。 

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とそ

の他のリスク変数の相関を考慮していません。 

また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超え

る影響が生じる可能性があります。 

ウ．資金調達に係る流動性リスクの管理 

     当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画

を作成し、安定的な流動性の確保に努めています。また、市場流動性リスクにつ

いては、投資判断を行う上で重要な要素と位置付け、商品ごとに異なる流動性（換

金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。 

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、

市場価格がない場合には合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含ま

れています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な

る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

①金融商品の貸借対照表計上額及び時価等 

当年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。 

なお、市場価格のない株式等は、次表には含めず③に記載しています。 
 

（単位：千円） 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

預金 

有価証券 

  その他有価証券 

貸出金 

  貸倒引当金 

  貸倒引当金控除後 

115,434,285 

 

16,620,160 

31,649,310 

△148,831 

31,500,478 

115,373,561 

 

16,620,160 

 

 

31,588,481 

△60,723 

 

－ 

 

 

88,003 

資産計 163,554,923 163,582,203 27,279 

貯金 167,552,899 167,467,501 △85,398 

負債計 167,552,899 167,467,501 △85,398 

（注）貸倒引当金は、一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金です。 

 

②金融商品の時価の算定方法 

    ア．資産 

     ａ 預金 

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額によっています。満期のある預金については、期間に基づく区分ごと

に、リスクフリーレートである翌日物金利スワップ（Overnight Index Swap 

以下ＯＩＳという）のレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として

算定しています。 
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     ｂ 有価証券 

有価証券について、主に国債については、活発な市場における無調整の相場価

格を利用しています。地方債や社債については、公表された相場価格を用いてい

ます。相場価格が入手できない場合には、取引金融機関等から提示された価格に

よっています。 

 

     ｃ 貸出金 

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸

出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似して

いることから当該帳簿価額によっています。 

一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく区分ごとに、元

利金の合計額をリスクフリーレートであるＯＩＳのレートで割り引いた額から

貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として算定しています。 

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿

価額から貸倒引当金を控除した額を時価に代わる金額としています。 

 

イ．負債 

ａ 貯金 

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価

とみなしています。また、定期性貯金については、期間に基づく区分ごとに、

将来のキャッシュ・フローをリスクフリーレートであるＯＩＳのレートで割り

引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。 

 

③市場価格のない株式等 

市場価格のない株式等は次のとおりであり、これらは①の金融商品の時価情報には含

まれていません。 

（単位：千円） 

 貸借対照表計上額 

外部出資 11,873,956 

  （注）外部出資のうち、市場において取引されていない株式や出資金等については、

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」企業会計基準適用指針第 19 号

2019 年 7 月 4 日)第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

 

④金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

（単位：千円） 

 
１年以内 

１年超 

２年以内 

２年超 

３年以内 

３年超 

４年以内 

４年超 

５年以内 
５年超 

預金 

有価証券 

その他有価 

証券のうち 

満期がある 

もの 

貸出金 

115,434,285 

 

 

- 

 

 

3,429,219 

- 

 

 

100,000 

 

 

3,653,883 

- 

 

 

- 

 

 

2,154,543 

- 

 

 

700,000 

 

 

2,400,723 

- 

 

 

200,000 

 

 

1,793,272 

- 

 

 

16,300,000 

 

 

17,974,882 

合計 118,863,504 3,753,883 2,154,543 3,100,723 1,993,272 34,274,882  
（注）１．貸出金のうち当座貸越 194,373 千円については「１年以内」に含めています。

また、期限のない劣後特約付ローンについては「５年超」に含めています。 

２．三月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等 242,785 千円は償還の予定

が見込まれないため、含めていません。 

 

⑤その他の有利子負債の決算日後の返済予定額 

（単位：千円） 

 
１年以内 

１年超 

２年以内 

２年超 

３年以内 

３年超 

４年以内 

４年超 

５年以内 
５年超 

貯金 150,910,200 11,353,541 4,152,912 470,181 662,844 3,219 

 （注）貯金のうち、要求払貯金については「１年以内」に含めています。 
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有価証券に関す

る注記 

１．有価証券の時価、評価差額に関する事項 

①その他有価証券で時価のあるもの 

その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸借対照表計上額及

びこれらの差額については、次のとおりです。 

                            （単位：千円） 

 取得原価又 

は償却原価 

貸借対照表 

計上額 
差額 

貸借対照表計上

額が取得原価又

は償却原価を超

えるもの 

 国 債 

 地方債 

 政府保証債 

 社 債 

 

1,901,934 

200,000 

99,814 

1,500,000 

 

2,020,010 

208,640 

104,750 

1,537,560 

118,075 

8,640 

4,935 

37,560 

小 計 3,701,748 3,870,960 169,211 

貸借対照表計上

額が取得原価又

は償却原価を超

えないもの 

国 債 

 政府保証債 

社 債 

11,330,098 

100,251 

2,096,479 

10,621,600 

94,180 

2,033,420 

△708,498 

△6,071 

△63,059 

小 計 13,526,829 12,749,200 △777,629 

合     計 17,228,578 16,620,160 △608,418 

なお、上記差額を「その他有価証券評価差額金」に計上しています。 

 

２．当期中に売却した債券 

その他有価証券 

                         （単位：千円） 

 売  却  額 売   却   益 売  却  損 

国 債 7,424,288 348,605 309,040 
 

退職給付に関す

る注記 

１．退職給付債務の内容 

 ①採用している退職給付制度 

職員の退職給付金に充てるため、退職給与規程に基づき、退職一時金制度を採用し

ています。また、この制度に加え、同規程に基づく退職給付の一部に充てるため、一

般財団法人全国農林漁業団体共済会との契約による特定退職金共済制度、および全共

連との契約による確定給付型年金制度を採用しています。 

なお、下記の他、一般財団法人全国農林漁業団体共済会への積立額は 15,969 千円あ

り、今年度、退職給付掛金 9,210 千円を福利厚生費に計上しています。 

②退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 

期首における退職給付債務         2,011,632 千円 

勤務費用                  86,602 千円 

数理計算上の差異の発生額           346 千円 

退職給付の支払額             △215,692 千円 

期末における退職給付債務         1,882,889 千円 

③年金資産の期首残高と期末残高の調整表 

期首における年金資産              672,441 千円 

期待運用収益                   7,396 千円 

数理計算上の差異の発生額             △558 千円 

確定給付型年金制度への拠出金          24,090 千円 

退職給付の支払額               △72,214 千円 

期末における年金資産              631,156 千円 

④退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調

整表 
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退職給付債務                1,882,889 千円 

年金資産                 △631,156 千円 

未積立退職給付債務           1,251,732 千円 

未認識数理計算上の差異              71,958 千円 

貸借対照表計上額純額          1,323,690 千円 

退職給付引当金             1,323,690 千円 

⑤退職給付費用及びその内訳項目の金額 

勤務費用                   86,602 千円 

期待運用収益                △7,396 千円 

数理計算上の差異の費用処理額          10,603 千円 

   合計                   89,808 千円 

⑥年金資産の主な内訳 

一般勘定             100％ 

⑦長期期待運用収益率の設定方法に関する記載 

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配

分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考

慮しています。 

⑧割引率その他の数理計算上の計算基礎に関する事項 

ア．割引率                 0.00％ 

イ．長期期待運用収益率           1.10％ 

 

２．特例業務負担金 

人件費（うち福利厚生費）には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合

制度の統合を図るための農林漁業団体共済組合法等を廃止する等の法律附則第 57 条

に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の業務に要する費用に充て

るため拠出した特例業務負担金 21,931 千円を含めて計上しています。 

なお、同組合より示された令和 5 年 3 月現在における令和 14 年 3 月までの特例業

務負担金の将来見込額は、199,943 千円となっています。 

 

税効果会計に関す

る注記 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳 

①繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

  減損損失                  29,501 千円 

賞与引当金                        18,757 千円 

退職給付引当金                     366,662 千円 

その他有価証券評価差額金         168,531 千円 

その他                                  35,727 千円 

繰延税金資産小計                          619,178 千円 

評価性引当額                    △216,936 千円 

繰延税金資産合計（ａ）                   402,241 千円 

繰延税金負債 

全農外部出資評価益（合併交付金）     △4,441 千円 

固定資産過大計上             △2,620 千円 

繰延税金負債合計（ｂ）                   △7,061 千円 

繰延税金資産の純額（ａ＋ｂ）          395,179 千円 

②法定実効税率と法人税等の負担率との間の重要な差異の主な内訳 

法定実効税率                                    27.7％ 

（調 整） 

交際費等永久に損金に算入できない項目         2.0％ 

受取配当金等永久に益金に算入できない項目      △7.0％ 

住民税均等割等                                   0.9％ 

評価性引当額の増減                         0.3％ 

法人税の税額控除                 △1.0％ 

その他                       △0.3 ％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率          22.6％ 
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収益認識に関する

注記 

「重要な会計方針に係る事項に関する注記 ４．収益及び費用の計上基準」に同一の内容を

記載しているため、注記を省略しております。 

その他の注記 １．貸借対照表に計上している資産除去債務 

①当該資産除去債務の概要 

   国分寺支店事務所の一部に使用されている有害物質を除去する義務に関して資産

除去債務を計上していますが、燃料価格の高騰や人件費の増加による除去費用の増加

があり、追加して資産除去債務を計上しています。 

②当該資産除去債務の金額の算定方法 

   資産除去債務の見積もりにあたり、支出までの見込期間 20 年、割引率 2.2％（既存

分）と支出までの見込期間 4 年、割引率 0.2％（追加分）を採用しています。 

③当事業年度末における当該資産除去債務の総額の増減 

   期首残高              6,761 千円 

   除去費用の見直しに伴う増加額    9,091 千円 

   時の経過による調整額         150 千円 

   期末残高              16,002 千円 

２．貸借対照表に計上している以外の資産除去債務 

当組合は、下記に関して、不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復にか

かる義務を有していますが、下記は当組合が事業を継続する上で必須の施設であり、

現時点では除去は想定していません。また、移転が行われる予定もないことから、資

産除去債務の履行時期を合理的に見積もることができません。そのため、当該義務に

見合う資産除去債務を計上していません。 

種別 使用目的 所在地 

事務所 北部営農支援センター絹購買所敷地 小山市福良 

集荷所・選果場 青果物集出荷所(野木)敷地 他 3 か所 下都賀郡野木町南赤塚 他 

育苗センター 育苗センター(西部)敷地 他 1 か所 小山市小袋 他 

ライスセンター ライスセンター(東部)敷地 他 2 か所 小山市東黒田 他 

倉庫 南和泉倉庫敷地 他 10 か所 小山市南和泉 他 
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（令和６年度） 

項   目 注    記    事    項 

継続組合の前提

に関する注記 

継続組合の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況はありません。 

重要な会計方針

に係る事項に関

する注記 

１．次に掲げる資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

ア. 関連会社株式・・・・・・・・・ 移動平均法による原価法  

イ．その他の有価証券 

・時価のあるもの・・・・・・・ 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定） 

・市場価格のない株式等・・・・ 移動平均法による原価法 

 ②棚卸資産 

ア．購買品（生産資材・生活物資）・・・ 総平均法による原価法（収益性の低下 

による簿価切下げの方法） 

２．固定資産の減価償却の方法 

 ①有形固定資産 

定率法を採用しています。ただし、平成 10 年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）並びに平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定

額法を採用しています。 

また、取得価額 10 万円以上 20 万円未満の少額減価償却資産については、法人税法の

規定に基づき、３年間で均等償却を行っています。 

 ②無形固定資産 

   定額法を採用しています。 

   なお、自社利用ソフトウェアについては、当組合における利用可能期間（５年）に基

づく定額法により償却しています。 

３．引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 

貸倒引当金は、資産査定要領、経理規程および資産の償却・引当基準に則り、次の

とおり計上しています。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る債

権及びそれと同等の状況にある債務者（実質破綻先）に係る債権については、債権額

から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計

上しています。 

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認め

られる債務者に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証によ

る回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して

必要と認められる額を計上しています。 

破綻懸念先に対する債権のうち債権の元本の回収に係るキャッシュ・フローを合理

的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フローと債権の帳簿価額

から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額との差額

を引き当てています。 

上記以外の債権については、今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額   

  を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした 

貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込 

み等必要な修正を加えて算出しております。 

すべての債権は、資産査定要領に基づき、融資担当部署等が資産査定を実施し、当

該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 

 ②賞与引当金 

職員賞与の支給に備えるため、次期支給の賞与見積額のうち当期に属する期間対応

分を計上しています。 

③退職給付引当金 

   職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、計上しています。 
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ア．退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属

させる方法については、期間定額基準によっています。 

イ．数理計算上の差異の費用処理方法 

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10 年）による定額法により按分した額を、それぞれ発

生の翌事業年度から費用処理しています。 

④ポイント引当金 

   事業利用の促進を目的とするポイント制度に基づき組合員・利用者に付与したポイ

ントの使用による費用発生に備えるため、当事業年度末において将来発生すると見込

まれる額を計上しています。 

４．収益及び費用の計上基準 

当組合の利用者等との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義

務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりです。 

①購買事業 

農業生産に必要な資材と生活に必要な物資を共同購入し、組合員に供給する事業で

あり、当組合は利用者等との契約に基づき、購買品を引き渡す義務を負っています。こ

の利用者等に対する履行義務は、購買品の引き渡し時点で充足することから、当該時点

で収益を認識しています。 

②販売事業 

組合員が生産した農畜産物を当組合が集荷して共同で業者等に販売する事業であ

り、当組合は利用者等との契約に基づき、販売品を引き渡す義務を負っています。この

利用者等に対する履行義務は、販売品の引き渡し時点で充足することから、当該時点で

収益を認識するほか、「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第 30 号 2021 年３月 26 日）第 98 項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時点で収

益を認識しています。 

③利用事業 

カントリーエレベータ一・ライスセンター・育苗センター・選果場・集出荷所・農産

物直売所等の施設を設置して、共同で利用する事業であり、当組合は利用者等との契約

に基づき、役務提供する義務を負っています。この利用者等に対する履行義務は、各種

施設の利用が完了した時点で充足することから、当該時点で収益を認識しています。 

５．消費税及び地方消費税の会計処理の方法 

   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。ただし、固定資産に

係る控除対象外消費税等は｢雑資産」に計上し､ ５年間で均等償却を行っています。 

６．決算書類に記載した金額の端数処理の方法 

   記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、表示単位未満の科目については

「０」で、取引がない場合は「―」と表示しています。 

７．その他計算書類等の作成のための基本となる重要な事項 

 ①事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法 

   当組合は、事業別の収益及び費用について、事業間取引の相殺表示を行っておりませ

ん。よって、事業別の収益及び費用については、事業間の内部取引も含めて表示してい

ます。 

ただし、損益計算書の事業収益、事業費用については、農業協同組合法施行規則にし

たがい、各事業間の内部損益を除去した額を記載しています。 

 ②当組合が代理人として関与する取引の損益計算書の表示について 

   購買事業収益のうち、当組合が代理人として購買品の供給に関与している場合には、 

純額で収益を認識して、購買手数料として表示しております。 

会計上の見積りに

関する注記 

１．繰延税金資産の回収可能性 

①当事業年度の計算書類に計上した金額 繰延税金資産（純額）388,893 千円 

               （繰延税金負債と相殺前の金額は 395,267 千円です） 

②会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

  ア．算定方法 

    おおむね５年以内の課税所得の見積額を限度として、合理的にスケジューリング

された将来減算一時差異に係る繰延税金資産を計上しています。 
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  イ．主要な仮定 

    過去３年及び当事業年度の業績等により、長期にわたる安定的な課税所得の発生

は予測できないため、将来の合理的な見積可能期間（おおむね５年以内）内の課税所

得の見積額を限度としています。 

ウ．翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響 

これらの見積りは将来の不確実な経営環境および組合の経営状況の影響を受けま

す。よって、実際に課税所得が生じた時期および金額が見積りと異なった場合には、

翌事業年度以降の計算書類において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与

える可能性があります。  

また、将来の税制改正により、法定実効税率が変更された場合には、翌事業年度以

降の計算書類において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性が

あります。 

２．貸倒引当金  

①当事業年度の計算書類に計上した金額 貸倒引当金 149,859 千円 

②会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

ア．算定方法 

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「３．引当金の計上基準」の「①貸倒

引当金」に記載しています。 

イ．主要な仮定 

主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」でありま

す。「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の返済能

力を個別に評価し、設定しています。  

ウ．翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響 

個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事

業年度に係る計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

貸借対照表に関す

る注記 

１．圧縮記帳額 

有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は 3,528,223 千円であり、そ

の内訳は次のとおりです。 

    建物     1,765,502 千円   構築物    224,371 千円 

    機械装置   1,530,369 千円   車両運搬具   2,853 千円 

工具器具備品   5,127 千円 

２．担保に供した資産等 

   担保に供した資産等は次のとおりです。 

  ・担保に供している資産 

     預金                    3,738,550 千円 

  ・担保資産に対応する債務 

     為替決済に係る債務（上限）         3,736,000 千円 

     公金取扱にかかる決済保証金           2,550 千円 

３．子会社等に対する金銭債権・債務の額 

    金銭債権の総額      40,000 千円 

    金銭債務の総額     107,964 千円 

４．役員との間の取引による役員に対する金銭債権・債務の額 

    金銭債権の総額     44,969 千円 

５．債権のうち農業協同組合法施行規則第 204 条第１項第１号ホ（２）（ⅰ）から（ⅳ）

までに掲げるものの額及びその合計額  

    （単位：千円） 

 債 権 区 分 債権額 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 219,400 

危険債権 64,682 

要管理債権 - 

 三月以上延滞債権 - 

 貸出条件緩和債権 - 

合計 284,082 

 (注)１．破産更生債権及びこれらに準ずる債権 
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      破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻

に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。 

 

２．危険債権 

      債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、

契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権

です。 

３．要管理債権 

「４．三月以上延滞債権」に該当する貸出金と「５．貸出条件緩和債権」に該当

する貸出金の合計額です。 

４．三月以上延滞債権 

元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、破

産更生債権及びこれらに準ずる債権及び危険債権に該当しないものです。 

５．貸出条件緩和債権 

債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶

予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出

金で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権及び三月以上延滞債権に

該当しないものです。 

 

損益計算書に関す

る注記 

１．子会社等との取引高の総額 

  ①子会社等との取引による収益総額   202 千円 

    うち事業取引高          202 千円 

  ②子会社等との取引による費用総額    38 千円 

    うち事業取引高           38 千円 

金融商品に関す

る注記 

１．金融商品の状況に関する事項 

①金融商品に対する取組方針 

    当組合は農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合員や地域内の企業

や団体などへ貸付け、残った余裕金を農林中央金庫へ預けているほか、国債･社債など

有価証券による運用を行っています。 

②金融商品の内容及びそのリスク 

    当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等に対する貸出金及び

有価証券であり、貸出金は、組合員等の契約不履行によってもたらされる信用リスク

にさらされています。 

また、有価証券は、主に債券であり、その他有価証券で保有しています。これらは発

行体の信用リスク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクにさらされています。 

③金融商品に係るリスク管理体制 

    ア．信用リスクの管理 

     当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を

決定しています。また、通常の貸出取引については、本店に融資審査部署を設置

し各支店との連携を図りながら、与信審査を行っています。審査にあたっては、

取引先の償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準など厳格な審査基準を

設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向上

を図るため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については管理・

回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取り組んでいます。また、資産自己査

定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当基準」に基づき必要額を計

上し、資産及び財務の健全化に努めています。 

イ．市場リスクの管理 

     当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコント

ロールすることにより、収益の確保及び財務の安定化を図っています。このた

め、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、資

産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔

軟な財務構造の構築に努めています。 

     とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分

析及び当組合の保有有価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理

事会において運用方針を定めるとともに、経営層で構成するＡＬＭ委員会を定
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期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は、

理事会で決定した運用方針及びＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、

有価証券の売買を行っています。運用部門が行った取引についてはリスク管理

部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を

行い経営層に報告しています。 

（市場リスクに係る定量的情報） 

当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品で

す。当組合において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金

融商品は、預金、貸出金、有価証券のうちその他有価証券に分類している債券及び

貯金です。 

当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後 1 年程度の金利の

合理的な予想変動幅を用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあた

っての定量的分析に利用しています。 

 金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末現在、指標

となる金利が 1.00％上昇したものと想定した場合には、経済価値が 1,963,632 千円

減少するものと把握しています。 

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とそ

の他のリスク変数の相関を考慮していません。 

また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超え

る影響が生じる可能性があります。 

ウ．資金調達に係る流動性リスクの管理 

     当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画

を作成し、安定的な流動性の確保に努めています。また、市場流動性リスクにつ

いては、投資判断を行う上で重要な要素と位置付け、商品ごとに異なる流動性（換

金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。 

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、

市場価格がない場合には合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含ま

れています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な

る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

①金融商品の貸借対照表計上額及び時価等 

当年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。 

なお、市場価格のない株式等は、次表には含めず③に記載しています。 
 

（単位：千円） 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

預金 

有価証券 

  その他有価証券 

貸出金 

  貸倒引当金 

  貸倒引当金控除後 

113,130,208 

 

19,087,460 

29,260,626 

141,286 

29,119,339 

112,848,911 

 

19,087,460 

 

 

29,005,054 

△281,296 

 

－ 

 

 

△114,285 

資産計 161,337,008 160,941,426 △

395,582 

貯金 168,972,042 168,542,561 △429,480 

負債計 168,972,042 168,542,561 △429,480 

（注）貸倒引当金は、一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金です。 

 

②金融商品の時価の算定方法 

    ア．資産 

     ａ 預金 

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額によっています。満期のある預金については、期間に基づく区分ごと
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に、リスクフリーレートである翌日物金利スワップ（Overnight Index Swap 

以下ＯＩＳという）のレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として

算定しています。 

     ｂ 有価証券 

有価証券について、主に国債については、活発な市場における無調整の相場価

格を利用しています。地方債や社債については、公表された相場価格を用いてい

ます。相場価格が入手できない場合には、取引金融機関等から提示された価格に

よっています。 

     ｃ 貸出金 

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸

出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似して

いることから当該帳簿価額によっています。 

一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく区分ごとに、元

利金の合計額をリスクフリーレートであるＯＩＳのレートで割り引いた額から

貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として算定しています。 

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿

価額から貸倒引当金を控除した額を時価に代わる金額としています。 

イ．負債 

ａ 貯金 

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価

とみなしています。また、定期性貯金については、期間に基づく区分ごとに、

将来のキャッシュ・フローをリスクフリーレートであるＯＩＳのレートで割り

引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。 

③市場価格のない株式等 

市場価格のない株式等は次のとおりであり、これらは①の金融商品の時価情報には含

まれていません。 

（単位：千円） 

 貸借対照表計上額 

外部出資 13,441,956 

  （注）外部出資のうち、市場において取引されていない株式や出資金等については、

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」企業会計基準適用指針第 19 号

2019 年 7 月 4 日)第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

 

④金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

（単位：千円） 

 
１年以内 

１年超 

２年以内 

２年超 

３年以内 

３年超 

４年以内 

４年超 

５年以内 
５年超 

預金 

有価証券 

その他有価 

証券のうち 

満期がある 

もの 

貸出金 

113,129,708 

 

 

100,000 

 

 

4,020,539 

500 

 

 

- 

 

 

2,305,332 

- 

 

 

- 

 

 

2,463,331 

- 

 

 

- 

 

 

1,857,311 

- 

 

 

300,000 

 

 

2,003,487 

- 

 

 

20,700,000 

 

 

16,401,414 

合計 117,250,248 2,305,832 2,463,331 1,857,311 2,303,487 37,101,414  
（注）１．貸出金のうち当座貸越 179,911 千円については「１年以内」に含めています。

また、期限のない劣後特約付ローンについては「５年超」に含めています。 

２．三月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等 209,209 千円は償還の予定

が見込まれないため、含めていません。 

 

⑤その他の有利子負債の決算日後の返済予定額 

（単位：千円） 

 
１年以内 

１年超 

２年以内 

２年超 

３年以内 

３年超 

４年以内 

４年超 

５年以内 
５年超 

貯金 152,117,631 7,328,425 7,561,162 591,257 1,367,588 5,976 

 （注）貯金のうち、要求払貯金については「１年以内」に含めています。 
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有価証券に関す

る注記 

１．有価証券の時価、評価差額に関する事項 

①その他有価証券で時価のあるもの 

その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸借対照表計上額及

びこれらの差額については、次のとおりです。 

                            （単位：千円） 

 取得原価又 

は償却原価 

貸借対照表 

計上額 
差額 

貸借対照表計上

額が取得原価又

は償却原価を超

えるもの 

 国 債 

 

903,648 

 

 

916,130 

 

 

12,481 

 

小 計 903,648 916,130 12,481 

貸借対照表計上

額が取得原価又

は償却原価を超

えないもの 

国 債 

 地方債 

政府保証債 

社 債 

14,910,603 

200,000 

200,063 

4,784,764 

13,224,380 

197,400 

187,470 

4,562,080 

△1,686,223 

△2,600 

△12,593 

△222,684 

小 計 20,095,430 18,171,330 △1,924,100 

合     計 20,999,078 19,087,460 △1,911,618 

なお、上記差額を「その他有価証券評価差額金」に計上しています。 

 

２．当期中に売却した債券 

その他有価証券 

                         （単位：千円） 

 売  却  額 売   却   益 売  却  損 

国 債 531,880 33,623 - 

社債（特別法人債） 921,301 21,301 - 

合 計 1,453,181 54,924 -   
 

退職給付に関す

る注記 

１．退職給付債務の内容 

 ①採用している退職給付制度 

職員の退職給付金に充てるため、退職給与規程に基づき、退職一時金制度を採用し

ています。また、この制度に加え、同規程に基づく退職給付の一部に充てるため、一

般財団法人全国農林漁業団体共済会との契約による特定退職金共済制度、および全共

連との契約による確定給付型年金制度を採用しています。 

なお、下記の他、一般財団法人全国農林漁業団体共済会への積立額は 155,693 千円

あり、今年度、退職給付掛金 9,417 千円を福利厚生費に計上しています。 

 

②退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 

期首における退職給付債務       1,882,889 千円 

勤務費用               85,919 千円 

数理計算上の差異の発生額     △236,469 千円 

退職給付の支払額         △113,459 千円 

期末における退職給付債務      1,618,879 千円 

 

③年金資産の期首残高と期末残高の調整表 

期首における年金資産         631,156 千円 

期待運用収益             6,879 千円 

数理計算上の差異の発生額          197 千円 

確定給付型年金制度への拠出金     24,188 千円 

退職給付の支払額          △35,239 千円 
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期末における年金資産         627,182 千円 

 

④退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調

整表 

退職給付債務            1,618,879 千円 

年金資産             △627,182 千円 

未積立退職給付債務         991,696 千円 

未認識数理計算上の差異       318,311 千円 

貸借対照表計上額純額       1,310,008 千円 

退職給付引当金          1,310,008 千円 

 

⑤退職給付費用及びその内訳項目の金額 

勤務費用               85,919 千円 

期待運用収益            △6,879 千円 

数理計算上の差異の費用処理額     9,685 千円 

   小計              88,725 千円 

出向負担金受入           △3,655 千円 

臨時に支払った割増退職金等        469 千円 

   合計              85,538 千円 

 

⑥年金資産の主な内訳 

一般勘定             100％ 

 

⑦長期期待運用収益率の設定方法に関する記載 

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配

分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考

慮しています。 

 

⑧割引率その他の数理計算上の計算基礎に関する事項 

ア．割引率                 1.38％ 

イ．長期期待運用収益率           1.09％ 

２．特例業務負担金 

人件費（うち福利厚生費）には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合

制度の統合を図るための農林漁業団体共済組合法等を廃止する等の法律附則第 57 条

に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の業務に要する費用に充て

るため拠出した特例業務負担金 21,973 千円を含めて計上しています。 

なお、同組合より示された令和 6 年 3 月現在における令和 14 年 3 月までの特例業

務負担金の将来見込額は、174,272 千円となっています。 

税効果会計に関す

る注記 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳 

①繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

減損損失 27,950 千円 

賞与引当金 18,741 千円 

退職給付引当金 362,872 千円 

その他有価証券評価差額金 529,518 千円 

その他  33,866 千円 

繰延税金資産小計 972,949 千円 

評価性引当額  △577,682 千円 

繰延税金資産合計（ａ） 395,267 千円 

繰延税金負債 

全農外部出資評価益（合併交付金） △4,441 千円 

固定資産過大計上  △1,932 千円 

繰延税金負債合計（ｂ）  △6,374 千円 

繰延税金資産の純額（ａ＋ｂ）         388,893 千円  
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②法定実効税率と法人税等の負担率との間の重要な差異の主な内訳 

法定実効税率                                    27.7％ 

（調 整） 

交際費等永久に損金に算入できない項目 5.7％ 

受取配当金等永久に益金に算入できない項目    △5.1％ 

住民税均等割等 3.2％ 

評価性引当額の増減 △0.2％ 

法人税の控除税額 △2.9％ 

その他   △0.6％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.8％ 

 

③当事業年度の末日以降にあった税率変更の内容及び影響 

「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第 13 号）」が令和７年 3 月 31 日

に国会で成立したことに伴い、令和８年４月１日以後に開始する事業年度より、「防衛

特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰

延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、令和９年３月１日に開始する事業年度

以降に解消が見込まれる一時差異等については従来の 27.7％から 28.4％に変更され

ます。 

なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産（繰延

税金負債の金額を控除した金額）は 8,663 千円増加し、法人税等調整額は 8,663 千円

減少します。 

収益認識に関する

注記 

「重要な会計方針に係る事項に関する注記 ４．収益及び費用の計上基準」に同一の内容を

記載しているため、注記を省略しております。 

その他の注記 １．貸借対照表に計上している資産除去債務 

①当該資産除去債務の概要 

   国分寺支店事務所の一部に使用されている有害物質を除去する義務に関して資産

除去債務を計上していますが、燃料価格の高騰や人件費の増加による除去費用の増加

があり、追加して資産除去債務を計上しています。 

②当該資産除去債務の金額の算定方法 

   資産除去債務の見積もりにあたり、支出までの見込期間は 4 年～20 年、割引率は

0.2％～2.2％を採用しています。 

③当事業年度末における当該資産除去債務の総額の増減 

   期首残高              16,002 千円 

   時の経過による調整額           170 千円 

   期末残高              16,173 千円 

２．貸借対照表に計上している以外の資産除去債務 

当組合は、下記に関して、不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復にか

かる義務を有していますが、下記は当組合が事業を継続する上で必須の施設であり、

現時点では除去は想定していません。また、移転が行われる予定もないことから、資

産除去債務の履行時期を合理的に見積もることができません。そのため、当該義務に

見合う資産除去債務を計上していません。 

 

種別 使用目的 所在地 

事務所 北部営農支援センター絹購買所敷地 小山市福良 

集荷所・選果場 青果物集出荷所(野木)敷地 他 3 か所 下都賀郡野木町南赤塚 他 

育苗センター 育苗センター(西部)敷地 他 1 か所 小山市小袋 他 

ライスセンター ライスセンター(東部)敷地 他 2 か所 小山市東黒田 他 

倉庫 南和泉倉庫敷地 他 10 か所 小山市南和泉 他 
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５．剰余金処分計算書 
（単位：円）  

科  目 
金         額 

５年度 ６年度 

１．当期未処分剰余金 ７５４，９１７，８７７ ５２２，０９４，８４８ 

２．剰余金処分額 ３２０，８４２，２６６ １６５，５２３，８３０ 

（１）利益準備金 ６５，０００，０００ ２０，０００，０００ 

（２）任意積立金 

   （うち特別積立金） 

   （うち目的積立金） 

２２０，０００，０００ 

(          ―) 

(２２０，０００，０００) 

１１０，０００，０００ 

(          ―) 

(１１０，０００，０００) 

（３）出資配当金 ３５，８４２，２６６ ３５，５２３，８３０ 

３．次期繰越剰余金 ４３４，０７５，６１１ ３５６，５７１，０１８ 

 

（注）１．出資配当金の基準は次のとおりです。 

      令和５年 度 年１．０％の割合 

      令和６年 度 年１．０％の割合 

   ２．次期繰越剰余金には、教育情報繰越額が含まれています。 

      令和５年 度 ２０，０００千円 

      令和６年 度 １０，０００千円 

３．目的積立金の種類、積立目的、積立目標額、積立基準等は次のとおりです。 

 

経営安定化積立金
大規模災害対応支出や多額の一時的拠出金支出等により
剰余金が減少する事に備え、組合経営の安定並びに健全
な発展と財務基盤の強化を図るため。

（積立目標額）
10億円
（取崩基準）
次の事項が生じた時は、理事会の決議により取り崩すものとする。
（1） 大規模災害等が発生した場合の事業継続に要する支出
（2） 不良債権の償却・引当、固定資産等の減損処理等による支出
（3） 一時的な拠出金等を求められた時の支出
（4） 上記の外、組合経営に重大な影響を及ぼす事態の発生に伴う必
要な支出

税効果調整積立金
税効果会計による繰延税金資産（法人税等の前払い分）に
ついて将来の減少に備えるため。

（積立目標額）
税効果会計による繰延税金資産相当額
（取崩基準）
法人税等の前払金額が回収された年度においてその回収金額を取崩
す。

営農施設設置及び運営積立金
農業生産コストの低減を図る優良な営農施設の設置及びそ
の安定的運営に必要な財務基盤を確立するため。

（積立目標額）
７億円
（取崩基準）
積立目的が達成された場合及び事業を廃止したときは全額取崩す。

宅地等供給事業運営積立金
宅地等供給事業実施規程第９条に基づき、宅地等供給事
業の安定的な運営を図るため。

（積立目標額）
転用相当農地等の売渡しの事業により生じた利益について、実施規
程の定めるところに従い積み立てる。
（取崩基準）
宅地等供給事業の改善発展のために支出できるものとし、事業を廃止
したときは全額を取崩す。

肥料価格安定準備金 肥料価格の年間安定を図るため。

（積立目標額）
「営農相談・施肥コスト抑制運動基本要領」に基づき全農栃木県本部
が示す額（面積予約数量×一定の単価）
（取崩基準）
肥料価格の期中改定により値上がりが発生した場合には、「営農相
談・施肥コスト抑制運動基本要領」に基づき、取崩す。

教育基金 組合における教育活動を長期的かつ安定的に実施するため。

（積立目標額）
７億円
（取崩基準）
次に示す①または②の費用支出を行ったときは、当該目的積立金の
金額を取り崩すことができる。
　①　組合員の教育活動への支出
　②　その他積立目的に類する支出

積立目的 積立目標額等及び取崩基準

信用事業基盤整備強化積立金
組合員の期待と信頼に応える事業機能を発揮するために強
固な財務基盤を確立するため。

（積立目標額）
　50億円
（取崩基準）
　信用事業における様々なリスクへの対応と将来のシステム化・サービ
ス充実のための諸対応のために支出できるものとする。



55 

６．部門別損益計算書（令和５年度） 
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（令和６年度） 
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７．財務諸表の正確性等にかかる確認 

 

 

確 認 書 
 

 １ 私は、当ＪＡの令和６年３月１日から令和７年２月２８日までの事業年度にかかるディ

スクロージャー誌に記載した内容のうち、財務諸表作成に関するすべての重要な点におい

て、農業協同組合法施行規則に基づき適正に表示されていることを確認いたしました。 

 

 ２ この確認を行うに当たり、財務諸表が適正に作成される以下の体制が整備され、 

有効に機能していることを確認しております。 

  （１）業務分掌と所管部署が明確化され、各部署が適切に業務を遂行する体制が整備され

ております。 

（２）業務の実施部署から独立した内部監査部門が内部管理体制の適切性・有効性を検証

しており、重要な事項については理事会等に適切に報告されております。  

  （３）重要な経営情報については、理事会等へ適切に附議・報告されております。 

 

 

              令和７年６月１３日 

           小山農業協同組合  

                  代表理事組合長  渡邉 文雄                  

 

 

 

８．会計監査人の監査 

令和５年度及び６年度の貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書及び注記表は、農業

協同組合法第 37 条の２第３項の規定に基づき、みのり監査法人の監査を受けております。 
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Ⅱ 損益の状況 
 

１．最近の５事業年度の主要な経営指標      （単位：百万円、口、人、％） 

項  目 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

経 常 収 益 8,674 8,847 6,101 6,452 6,010 

 信 用 事 業 収 益  1,240 1,199 1,116 1,465 1,283 

共 済 事 業 収 益  751 723 689 639 615 

農業関連事業収益  5,684 5,999 4,072 4,130 3,913 

生活その他事業収益 983 911 207 205 185 

 営農指導事業収益  13 13 15 12 12 

経 常 利 益 320 474 323 412 113 

当 期 剰 余 金 218 290 276 302 81 

出 資 金 3,638 3,627 3,633 3,634 3,589 

(出資口数) (1,212,780) (1,209,310) (1,211,047) (1,211,334) (1,196,618) 

純 資 産 額 13,942 14,121 13,487 13,572 12,257 

総 資 産 額 188,119 188,449 187,218 185,875 185,850 

貯 金 等 残 高 169,711 169,634 168,778 167,552 168,972 

貸 出 金 残 高 28,332 29,646 30,399 31,649 29,260 

有価証券残高  16,732 17,015 17,644 16,620 19,087 

剰余金配当金額 

・出 資 配 当 額 
35 35 35 35 35 

職

員

数 

正職員＋嘱託 291 282 275 272 266 

（常用臨時等を含む） (343) (339) (327) (324) (313) 

自己資本比率（％） 17.11 17.80 18.16 18.48 18.35 

（注）１．経常収益は各事業収益の合計額を表しています。 

２．当期剰余金は、銀行等の当期利益に相当するものです。 

３．単体自己資本比率は、農協法第 11条の 2 に基づいた自己資本比率を記載しています。 

４．農業関連事業収益において委託販売にかかる販売高については、事業収益に含まれておりません。 

５．信託業務の取り扱いは行っていません。 
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２．利益総括表                  （単位：百万円、％） 

項   目 ５年度 ６年度 増 減 

資 金 運 用 収 支  １，００１ １，０３９ ３８ 

役 務 取 引 等 収 支 ２７ ２８ １ 

その他信用事業収支 １１ ２０ ９ 

信 用 事 業 粗 利 益 １，０６８ １，１２３ ５５ 

(信用事業粗利益率) （０．６４） （０．６９） （０．０５） 

事 業 粗 利 益 ３，１１１ ２，８３３ △２７８ 

(事 業 粗 利 益 率） (１．５６) （１．４３） （△０．１３） 

事業純益 ２５６ ２４ △２３２ 

実質事業純益 ２５６ ２４ △２３２ 

コア事業純益 ２１７ △３０ △２４７ 

コア事業純益 

（投資信託解約損益を除く） 
２１７ △３０ △２４７ 

（注）１．「信用事業粗利益率」は、「信用事業粗利益／信用事業資産平均残高×100」で算出をしています。 

   ２．「事業粗利益率」は、「事業粗利益／総資産平均残高×100」で算出をしています。 

 

３．資金運用収支の内訳                 （単位：百万円、％） 

項  目 
５年度 ６年度 

平均残高 利息等 利回り 平均残高 利息等 利回り 

資金運用勘定 167,034 1,034 0.61 164,461 1,145 0.69 

 うち預金 117,182 544 0.46 115,175 686 0.59 

うち有価証券 18,047 175 0.97 19,178 209 1.09 

うち貸出金 31,805 314 0.98 30,107 249 0.82 

資金調達勘定 171,781 30 0.01 169,545 102 0.06 

 うち貯金・定期積金 170,750 30 0.01 169,545 102 0.06 

うち譲渡性貯金 － － － － － － 

 うち借入金 1,031 － － － － － 

総資金利ざや  0.23  0.28 
（注）１．総資金利ざや＝資金運用利回り－資金調達利回り(資金調達原価率) 

２．預金の受取利息は、農林中金からの預金奨励金・預金事業分量配当金が含まれています。 

３．貯金の支払利息は支払奨励金が含まれています。 

 

４．受取・支払利息の増減額        （単位：百万円） 

項  目 ５年度増減額 ６年度増減額 

受 取 利 息（Ａ） △２７ １１０ 

 うち預金 △５０ １４２ 

 うち有価証券 ２６ ３３ 

うち貸出金 △３ △６５ 

支 払 利 息（Ｂ） △３ ７２ 

 うち貯金・定期積金 △３ ７２ 

うち譲渡性貯金 － － 

うち借入金 － － 

差 引(Ｃ)＝(Ａ)－(Ｂ) △２３ ３８ 
（注）１．増減額は、前年度対比です。 

   ２．預金の受取利息は、農林中金からの預金奨励金・預金事業分量配当金が含まれています。 

   ３．貯金の支払利息は支払奨励金が含まれています。 
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Ⅲ 事業の概況 
１.信用事業 
（１）貯金に関する指標 

 ①科目別貯金平均残高                  （単位：百万円、％） 

項  目 
５年度 ６年度 

増 減 
平均残高 構成比 平均残高 構成比 

流 動 性 貯 金 81,069 47.4 84,407 49.7 3,338 

定 期 性 貯 金 89,681 52.5 85,137 50.2 △4,544 

小  計 170,750 100.0 169,545 100.0 △1,205 

譲 渡 性 貯 金 － － － － － 

合  計 170,750 100.0 169,545 100.0 △1,205 

 （注）１．流動性貯金＝当座貯金＋普通貯金＋納税準備貯金＋貯蓄貯金＋通知貯金 

    ２．定期性貯金＝定期貯金＋定期積金 

 

 

②定期貯金残高                     （単位：百万円、％） 

（注）１．固定自由金利定期‥預入時に満期日までの利率が確定する定期貯金 

      ２．変動自由金利定期‥預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期貯金 

 
（２）貸出金等に関する指標 

  ①科目別貸出金平均残高              （単位：百万円） 

項  目 ５年度 ６年度 増 減 

手 形 貸 付 金 ２１２ １６４ △５２ 

証 書 貸 付 金 ２９，８０７ ２８，８２８ △９７９ 

当 座 貸 越  ２１２ １９９ △１３ 

割 引 手 形  － － － 

金融機関貸付金  １，５７６ ９２４ △６５２ 

合   計 ３１，８０８ ３０，１１６ △１，６９２ 

 

  

項  目 
５年度 ６年度 

増 減 
年度末残高 構成比 年度末残高 構成比 

定 期 貯 金 82,456 100.0 81,191 100.0 △1,265 

 うち固定自由金利定期 82,416 99.9 81,151 99.9 △1,265 

うち変動自由金利定期 39 0.0 39 0.0 － 
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②貸出金の金利条件別内訳残高              （単位：百万円、％） 

項  目 
５年度 ６年度 

増 減 
年度末残高 構成比 年度末残高 構成比 

固定金利貸出 １７，９７４ 56.7 １５，５０３ 52.9 △２，４７１ 

変動金利貸出 １３，６７５ 43.2 １３，７５７ 47.0 ８２ 

合  計 ３１，６４９ 100.0 ２９，２６０ 100.0 △２，３８９ 

 

③貸出金の担保別内訳残高                  （単位：百万円） 

項  目 ５年度 ６年度 増  減 

  自店貯金担保 ２５９ ２４１ △１８ 

 有価証券担保 － － － 

 商業手形担保 － － － 

 不動産担保 １５，８６２ １７，０１８ １，１５６ 

共済証書 ６２０ ５１４ △１０６ 

 その他担保 １３ １１ △２ 

担保合計 １６，７５６ １７，７８５ １，０２９ 

 農業信用基金協会保証 ２，１２３ １，９１９ △２０４ 

 個人保証 ８０ ８３ ３ 

 その他保証 ２２０ ２５３ ３３ 

保証合計 ２，４２４ ２，２４７ △１７７ 

信用貸越 １２，４６８ ９，２２７ △３，２４１ 

合  計 ３１，６４９ ２９，２６０ △２，３８９ 

 

④債務保証見返額の担保別内訳残高            （単位：百万円） 

項  目 ５年度 ６年度 増  減 

貯金・定期積金等 ― ― ― 

有 価 証 券 ― ― ― 

動 産 ― ― ― 

不 動 産 ― ― ― 

その他担保物  ― ― ― 

小  計 ― ― ― 

信 用 ― ― ― 

合  計 ― ― ― 
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⑤貸出金の使途別内訳残高                 （単位：百万円） 

項  目 
５年度 ６年度 

増 減 
年度末残高 構成比 年度末残高 構成比 

設 備 資 金 １８，１６２ 57.3 １９，０７４ 65.1 ９１２ 

運 転 資 金 １３，４８７ 42.6 １０，１８６ 34.8 △３，３０１ 

合  計 ３１，６４９ 100.0 ２９，２６０ 100.0 △２，３８９ 

 

 

⑥貸出金の業種別残高                  (単位:百万円、％） 

項  目 
５年度 ６年度 増  減 

年度末残高 構成比 年度末残高 構成比  

農 業 ３，６６８ 11.5 ３，３８６ 11.5 △２８２ 

林 業 ２９ 0.1 ２８ 0.1 △１ 

水 産 業 － － － － － 

製 造 業 ３，１４８ 9.9 ３，３６５ 11.5 ２１７ 

鉱 業 １０９ 0.3 １８８ 0.6 ７９ 

建 設 ・ 不 動 産 業 ２，８８５ 9.1 ２，７６７ 9.4 △１１８ 

電気・ガス・熱供給水道業  ８４ 0.2 ８３ 0.2 △１ 

運 輸 ・ 通 信 業 ８１９ 2.5 ９９１ 3.3 １７２ 

金 融 ・ 保 険 業 １，８９３ 5.9 ４１２ 1.4 △１，４８１ 

卸売・小売・サービス業・飲食業  ３，８２３ 12.0 ４，１４６ 14.1 ３２３ 

地 方 公 共 団 体 １０，８９０ 34.4 ９，２２５ 31.5 △１，６６５ 

非 営 利 法 人 ６８ 0.2 ７６ 0.2 ８ 

そ の 他 ４，２２７ 13.3 ４，５８７ 15.6 ３６０ 

合 計 ３１，６４９ 100.0 ２９，２６０ 100.0 △２，３８９ 
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⑦主要な農業関係の貸出金残高 

１）営農類型別                （単位：百万円） 

種  類 ５年度 ６年度 増  減 

穀作 ４４８ ３８２ △６６ 

野菜・園芸 ４９５ ４５８ △３７ 

果樹・樹園農業 ７９ ７５ △４ 

工芸作物 － － － 

養豚・肉牛・酪農 ２９９ ２６７ △３２ 

養鶏・養卵 － － － 

養蚕 － － － 

その他農業 ３４８ ３２８ △２０ 

農業関連団体等 － － － 

合   計 １，６７１ １，５１２ △１５９ 

 （注）１．農業関係の貸出金とは、農業者、農業法人及び農業関連団体等に対する農業生産・農業経

営に必要な資金や、農産物の生産・加工・流通に関係する事業に必要な資金等が該当しま

す。なお、⑥貸出金の業種別残高は、債務者の業種で、⑦主要な農業関係の貸出金残高は、

資金使途別の貸出金残高であり、集計方法が異なるため貸出金残高は一致しません。 

     ２．「その他農業」には、複合経営で主たる業種が明確に位置づけられない者、農業サービス

業、農業所得が従となる農業者等が含まれています。 

     ３．「農業関連団体等」には、ＪＡや全農とその子会社等が含まれています。 

 

２）資金種類別 

〔貸出金〕                   （単位：百万円） 

種  類 ５年度 ６年度 増  減 

プロパー資金 １，１５３ １，０１０ △１４３ 

農業制度資金 ５１８ ５０２ △１６ 

 
うち農業近代化資金 ４９０ ４７８ △１２ 

うちその他制度資金 ２８ ２４ △４ 

合   計 １，６７１ １，５１２ △１５９ 

（注）１．プロパー資金とは、当組合原資の資金を融資しているもののうち、制度資金以外のものを

いいます。 

    ２．農業制度資金には、①地方公共団体が直接的または間接的に融資するもの、②地方公共団

体が利子補給等を行うことでＪＡが低利で融資するもの、③日本政策金融公庫が直接融資

するものがあり、ここでは①の転貸資金と②を対象としています。 

   ３．その他制度資金には、農業経営改善促進資金（スーパーＳ資金）や農業経営負担軽減支援

資金などが該当します。 

 

     〔受託貸付金〕              （単位：百万円） 

種  類 ５年度 ６年度 増  減 

日本政策金融公庫資金 － － － 

そ       の       他 － － － 

合  計 － － － 
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⑧ 農協法に基づく開示債権の状況及び金融再生法開示債権区分に基づく 

債権の保全状況                       （単位：百万円） 

（注）１．破産更生債権及びこれらに準ずる債権 

破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている

債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいいます。 

２．危険債権 

債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従っ

た債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいいます。 

３．要管理債権 

４．「三月以上延滞債権」と５．「貸出条件緩和債権」の合計額をいいます。 

４．三月以上延滞債権 

元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、破産更生債権

及びこれらに準ずる債権及び危険債権に該当しないものをいいます。 

５．貸出条件緩和債権 

債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の

返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破産更生債権及

びこれらに準ずる債権、危険債権及び三月以上延滞債権に該当しないものをいいます。 

６．正常債権 

債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記に掲げる債権以外のもの

に区分される債権をいいます。 

 

   ⑨元本補てん契約のある信託に係る農協法に基づく開示債権の状況 

    該当する取引はありません。 

 

債 権 区 分 債権額 
保全額 （参考） 

購買 

未収金 担保 保証 引当 合計 

破産更生債権及

びこれらに準ず

る債権(A) 

５年度 ２４９ ９９ １ １４８ ２４９ ４ 

６年度 ２１９ ７２ ６ １４０ ２１９ ３ 

危険債権(B) 
５年度 １０７ ３ １０３ － １０７ １８ 

６年度 ６４ － ６４ － ６４ １２ 

要管理債権(C) 
６年度 － － － － － － 

６年度 － － － － － － 

 

三月以上 

延滞債権 

６年度 － － － － － － 

６年度 － － － － － － 

貸出条件 

緩和債権 

５年度 － － － － － － 

６年度 － － － － － － 

小計(D=A+B+C) 
５年度 ３５７ １０３ １０５ １４８ ３５７ ２２ 

６年度 ２８４ ７２ ７０ １４０ ２８４ １６ 

正常債権(E) 
５年度 ３１，９５９     ９９２ 

６年度 ２９，７９６     ８９６ 

合計(D+E) 
５年度 ３２，３１６     １，０１４ 

６年度 ３０，０８０     ９１２ 
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⑩貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 

〔５年度〕                            （単位：百万円） 

項  目 
期 首 

残 高 

期 中 

増加額 

期中減少額 期 末 

残 高 目的使用 その他 

貸 倒 引 当 金 

（うち個別貸倒引当金勘定）  

１６１ 

(１６０) 

１６２ 

(１６１) 

－ 

(  －) 

１６１ 

(１６０) 

１６２ 

(１６１) 

 信 用 事 業 

(うち個別貸倒引当金勘定) 

１５６ 

(１５５) 

１４８ 

(１４８) 

－ 

(  －) 

１５６ 

 (１５５) 

１４８ 

(１４８) 

共  済  事  業 

 
－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

購 買 事 業 

(うち個別貸倒引当金勘定) 
３ 

(  ３) 

１２ 

(１２) 

－ 

(  －) 

３ 

(  ３) 

１２ 

(１２) 

販 売 事 業 

(うち個別貸倒引当金勘定) 
０ 

(  －) 

０ 

(  －) 

－ 

(  －) 

０ 

(  －) 

０ 

(  －) 

そ の 他 事 業 

(うち個別貸倒引当金勘定) 
１ 

(  １) 

１ 

(  １) 

－ 

(  －) 

１ 

(  １) 

１ 

(  １) 

外部出資等損失引当金 

（うち個別貸倒引当金勘定） 

－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

 

〔６年度〕                            （単位：百万円） 

項  目 
期 首 

残 高 

期 中 

増加額 

期中減少額 期 末 

残 高 目的使用 その他 

貸 倒 引 当 金 

（うち個別貸倒引当金勘定）  

１６２ 

(１６１) 

１４９ 

(１４９) 

－ 

(  －) 

１６２ 

(１６１) 

１４９ 

(１４９) 

 信 用 事 業 

(うち個別貸倒引当金勘定) 

１４８ 

(１４８) 

１４１ 

(１４０) 

－ 

(  －) 

１４８ 

(１４８) 

１４１ 

(１４０) 

共  済  事  業 

 
－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

購 買 事 業 

(うち個別貸倒引当金勘定) 
１２ 

(１２) 

７ 

(７) 

－ 

(  －) 

１２ 

(１２) 

７ 

(７) 

販 売 事 業 

(うち個別貸倒引当金勘定) 
０ 

(  －) 

－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

０ 

(  －) 

－ 

(  －) 

そ の 他 事 業 

(うち個別貸倒引当金勘定) 
１ 

(  １) 

－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

１ 

(  １) 

－ 

(  －) 

外部出資等損失引当金 

（うち個別貸倒引当金勘定） 

－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

 

⑪貸出金償却の額        （単位：百万円） 

項  目       ５年度 ６年度 

貸出金償却額（信用） ― ― 
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（３）内国為替取扱実績                    （単位：百万円） 

種  類 
５年度 ６年度 

仕   向 被 仕 向 仕   向 被 仕 向 

送金・振込為替 
件 数 ２４，７５８ １７２，２２３ ２５，７６６ １７０，３７２ 

金 額 ３３，２７９ ４０，１７０ ２６，３７２ ４１，８９３ 

代金取立為替 
件 数 １ － － － 

金 額 ６ － － － 

雑 為 替 
件 数 １，０７６ ５１５ ９８７ ４４４ 

金 額 １０４ ２４ １２８ ２３ 

合 計 
件 数 ２５，８３５ １７２，７３８ ２６，７５３ １７０，８１６ 

金 額 ３３，３９０ ４０，１９５ ２６，５００ ４１，９１７ 

 

（４）有価証券に関する指標 

①種類別有価証券平均残高           （単位：百万円） 

種  類 ５年度 ６年度 増  減 

国   債 １４，１８３ １４，５９１ ４０８ 

地 方 債 ２００ １９９ △１ 

政府保証債 ２００ ２００ － 

金 融 債 － － － 

社   債 ３，４６３ ４，１８７ ７２４ 

株   式 － － － 

その他の証券 － － － 

合  計 １８，０４７ １９，１７８ １，１３１ 

 

②商品有価証券種類別平均残高 

    令和５年度・６年度において、該当する取引はありません。 

 

③有価証券残存期間別残高                        （単位：百万円） 

種  類 1 年以下 
1 年超 

3 年以下 

3 年超 

5 年以下 

5 年超 

7 年以下 

7 年超 

10 年以下 
10 年超 

期間の定

めのない

もの 

合 計 

５年度  

 国   債 － － － － － 12,094 － 12,641 

地 方 債 － － － － － 208 － 208 

 政府保証債 － － － － － 198 － 198 

 金 融 債 － － － － － － － － 

 社   債 － 99 932 597 1,181 759 － 3,570 

 株      式 － － － － － － － － 

 その他の証券 － － － － － － － － 
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（単位：百万円） 

種  類 1 年以下 
1 年超 

3 年以下 

3 年超 

5 年以下 

5 年超 

7 年以下 

7 年超 

10 年以下 
10 年超 

期間の定

めのない

もの 

合 計 

６年度  

 国   債 － － － － － 15,898 － 15,898 

地 方 債 － － － － － 200 － 200 

 政府保証債 － － － － － 200 － 200 

 金 融 債 － － － － － － － － 

 社   債 － 100 － － 1,999 1,599 － 4,799 

 株      式 － － － － － － － － 

 その他の証券 － － － － － － － － 

 

（５）有価証券等の時価情報等 

①有価証券の時価情報等 

[売買目的有価証券] 

売買目的有価証券については、当 JA では投機的運用を行わないため保有しており

ません。 

 

[満期保有目的の債券] 

満期保有目的の債券については保有しておりません。 

 

[その他有価証券]                    （単位：百万円） 
 

種 類 
５年度 ６年度 

取 得 価 額  貸借対照表計上額  差 額 取 得 価 額  貸借対照表計上額  差 額 

貸借対照表

計上額が取

得価額を超

えるもの 

国 債 1,901 2,020 118 903 916 12 

地 方 債 200 208 8 － － － 

政府保証債  99 104 4 － － － 

社 債 1,500 1,537 37 － － － 

小 計 3,701 3,870 169 903 916 12 

貸借対照表

計上額が取

得価額を超

えないもの 

国 債 11,330 10,621 △708 14,910 13,224 △1,686 

地 方 債 － － － 200 197 △2 

政府保証債  100 94 △6 200 187 △12 

社 債 2,096 2,033 △63 4,784 4,562 △222 

小 計 13,526 12,749 △777 20,095 18,171 △1,924 

合 計  17,228 16,620 △608 20,999 19,087 1,911 

（注）取得価額は償却原価によっております。 

 

②金銭の信託の時価情報等 

令和５年度･６年度において、該当する取引はありません。 

（注）当組合は、農業協同組合法施行令第３２条第１項に規定する特定農業協同

組合です。 

 

③デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引、有価証券関連店頭デリバティブ取引 

令和５年度･６年度において、該当する取引はありません。 
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２.共済取扱実績 
（１）長期共済保有高 

（単位：件、千円） 

種  類 
５年度 ６年度 

件数 金額 件数 金額 

生

命

系 

終身共済 13,180 112,782,419 12,977 107,148,872 

定期生命共済 366 3,384,000 400 4,034,710 

養老生命共済 5,481 30,801,370 4,786 25,748,394 

 うちこども共済 2,989 12,744,900 2,857 11,590,300 

医療共済 9,295 1,736,750 9,151 1,575,000 

がん共済 2,863 406,000 2,831 392,500 

定期医療共済 164 134,500 151 116,200 

介護共済 1,401 3,517,861 1,425 3,618,732 

認知症共済 94  100  

生活障害共済 495  523  

特定重度疾病共済 881  955  

年金共済 6,254 30,000 6,101 30,000 

建物更生共済 14,301 202,419,850 14,066 198,708,370 

合  計 54,775 355,212,751 53,466 341,372,779 

（注）「種類」欄は主たる共済種類ごとに記載し、金額は当該共済種類ごとに保障金額(生命系共済

は死亡保障の金額(付加された定期特約金額等を含む)を記載しています。 

 

（２）医療系共済の共済金額保有高  

（単位：件、千円） 

種 類 
５年度 ６年度 

件数 金額 件数 金額 

医療共済 9,295 546,725 9,151 598,186 

がん共済 2,863 17,126 2,831 16,906 

定期医療共済 164 811 151 750 

合  計 12,322 564,662 12,133 615,842 
（注）「種類」欄は主たる共済種類ごとに記載し、金額は当該共済種類ごとに共済金額を記載し

ています。なお、同一の共済種類に主たる共済金額が複数ある場合は、新たに欄を追加し

て記載するとともに、共済種類ごとの合計欄を記載しています。 

 

（３）介護系その他の共済の共済金額保有高 

（単位：件、千万円） 

種 類 
５年度 ６年度 

件数 金額 件数 金額 

介 護 共 済 1,401 4,935,176 1,425 5,083,682 

認 知 症 共 済 94 151,200 100 160,700 

生活障害共済(一時金型) 295 1,534,300 312 1,626,400 

生活障害共済(定期年金型)           200 206,080 211 211,340 

特 定 重 度 疾 病 共 済 881 1,349,400 955 1,411,500 

（注）「種類」欄は主たる共済種類ごとに記載し、金額は当該共済種類ごとに共済金額を記載し

ています。 
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（４）年金共済の年金保有高 

（単位：件、千万円） 

種 類 
５年度 ６年度 

件数 金額 件数 金額 

年金開始前 4,681 2,713,649 4,519 2,616,601 

年金開始後 1,573 882,335 1,582 886,305 

合  計 6,254 3,595,984 6,101 3,502,906 
（注）金額は年金年額を記載しています。 

 

（５）短期共済新契約高 

（単位：件、千円） 

種 類 
５年度 ６年度 

件数 金額 件数 金額 

火 災 共 済  2,154 27,821,870 2,177 29,281,650 

自 動 車 共 済 16,077  16,068  

傷 害 共 済  6,976 25,218,500 7,466 30,203,500 

団体定期生命共済 － － － － 

定額定期生命共済 3 12,000 1 2,000 

賠 償 責 任 共 済 176  174  

自 賠 責 共 済 3,846  3,831  

合 計 29,232  29,717  
（注）「種類」欄は主たる共済種類ごとに記載し、金額は当該共済種類ごとに保障金額（死亡

保障又は火災保障を伴わない共済の金額欄は斜線。）を記載しています。 
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３.主要事業取扱実績 
（１）購買品取扱実績 

  ①受託購買品取扱実績 

   該当する事項はありません。 

 

  ②買取購買品取扱実績 

（単位：百万円） 

種 類 ５年度取扱高 ６年度取扱高 

生

産

資

材 

肥料 675 650 

農薬 510 505 

飼料 1,452 1,254 

農業機械 0 0 

包装資材 365 308 

園芸資材 249 246 

畜産資材 244 212 

自動車 9 19 

その他 227 277 

計 3,735 3,475 

生

活

物

資 

衣料品 7 7 

耐久財 198 133 

食品 

米 5 7 

食材 129 123 

一般食品 92 89 

日用雑貨 108 100 

その他 4 4 

計 546 466 

合  計 4,281 3,942 

（注）取扱高については、代理人取引を含む総額で記載しており、損益計算書における金

額とは一致しません。 

 

（２）受託販売品取扱実績 

（単位：百万円） 

種  類 ５年度取扱高 ６年度取扱高 

米 1,461 1,655 

麦 847 677 

豆・雑穀 74 64 

野菜 4,206 4,439 

果実 139 122 

花き・花木 294 263 

畜産物 2,515 2,463 

林産物 － － 

その他 135 115 

合  計 9,677 9,801 

（注）米、麦、豆・雑穀の取扱高は、税込金額としています。 
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Ⅳ 経営諸指標 
１．利益率 

（単位：％） 

項   目 ５年度 ６年度 増  減 

 総資産経常利益率 0.219 0.061 △0.158 

 資 本 経 常 利 益 率 2.968 0.801 △2.167 

 総資産当期純利益率 0.160 0.044 △0.116 

 資本当期純利益率 2.172 0.577 △1.595 

（注）１．総資産経常利益率＝経常利益／総資産（債務保証見返を除く）平均残高×100 

   ２．資本経常利益率＝経常利益／純資産勘定平均残高×100 

   ３．総資産当期純利益率 

＝当期剰余金（税引後）／総資産（債務保証見返りを除く）平均残高×100 

   ４．資本当期純利益率＝当期剰余金（税引後）／純資産勘定平均残高×100 

 

 

２．貯貸率・貯証率 
（単位：％） 

区   分 ５年度 ６年度 増  減 

貯 貸 率 
 期 末 １８．８ １７．３ △１．５ 

 期中平均 １８．６ １７．７ △０．８ 

貯 証 率 
 期 末   ９．９ １１．２ １．４ 

 期中平均 １０．５ １１．３ ０．８ 

（注）１．貯貸率（期末）＝貸出金残高／貯金残高×100 

   ２．貯貸率（期中平均）＝貸出金平均残高／貯金平均残高×100 

   ３．貯証率（期末）＝有価証券残高／貯金残高×100 

   ４．貯証率（期中平均）＝有価証券平均残高／貯金平均残高×100 
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Ⅴ 自己資本の充実の状況 
１．自己資本の構成に関する事項 

 
（単位：百万円、％） 

項 目 ５年度 ６年度 

コア資本に係る基礎項目 

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員資本の額 14,145 14,134 

 

うち、出資金及び資本準備金の額 3,649 3,604 

うち、再評価積立金の額 － － 

うち、利益剰余金の額 10,548 10,594 

うち、外部流出予定額 （△） 35 35 

うち、上記以外に該当するものの額 △16 △29 

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 0 0 

 
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 0 0 

うち、適格引当金コア資本算入額 － － 

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含ま

れる額 
－ 

－ 

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達

手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 
－ － 

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当す

る額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 
－ － 

コア資本にかかる基礎項目の額              （イ） 14,145 14,134 

コア資本に係る調整項目 

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く

。）の額の合計額 
4 3 

 

うち、のれんに係るものの額 － － 

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外

の額 
4 3 

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 － － 

適格引当金不足額 － － 

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － － 

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入

される額 
－ － 

前払年金費用の額 － － 

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 － － 

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 － － 

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 － － 

特定項目に係る10パーセント基準超過額 － － 

 

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連す

るものの額 
－ － 

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連する

ものの額 
－ － 

 うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額  － － 

特定項目に係る15パーセント基準超過額 － － 

 

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連す

るものの額 
－ － 

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連

するものの額 
－ － 

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － － 

コア資本に係る調整項目の額               （ロ） 4 3 
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項 目 ５年度 ６年度 

自己資本 

自己資本の額（（イ）―（ロ））              （ハ） 14,141 14,130 

リスク・アセット等 

信用リスク・アセットの額の合計額 70,989 71,805 

 

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 － － 

 うち、他の金融機関等向けエクスポージャー － － 

 うち、土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額に係るものの額  － － 

 うち、上記以外に該当するものの額 － － 

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８パーセントで除して得た額 5,492 5,169 

信用リスク・アセット調整額 － － 

オペレーショナル・リスク相当額調整額 － － 

リスク・アセット等の額の合計額             （ニ） 76,481 76,975 

自己資本比率 

自己資本比率（（ハ）／（ニ）） 18.48 18.35 

 (注) １．自己資本比率は、「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成 

18 年金融庁・農水省告示第２号）に基づき算出しています。 

２．当ＪＡは、信用リスク・アセット額の算出にあたっては標準的手法、適格金融資産担保 

の適用については信用リスク削減手法の簡便手法を、オペレーショナル・リスク相当額 

の算出にあたっては基礎的手法を採用しています。 

   ３．当ＪＡが有するすべての自己資本とリスクを対比して、自己資本比率を計算しています。 
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２．自己資本の充実度に関する事項 
①信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳        （単位：百万円） 

 ５年度 ６年度 

信用リスク・アセット 

エクスポージャー 

の期末残高 

リスク・アセット 

額 

a 

所要 

自己資本額 

b＝a×４％ 

エクスポージャー 

の期末残高 

リスク・アセット 

額 

a 

所要 

自己資本額 

b＝a×４％ 

  現金 775 － － 544 － － 

  我が国の中央政府及び中央銀行向け 13,272 － － 15,872 － － 

外国の中央政府及び中央銀行向け － － － － － － 

国際決済銀行等向け － － － － － － 

我が国の地方公共団体向け 11,103 － － 9,436 － － 

外国の中央政府等以外の公共部門向け － － － － － － 

国際開発銀行向け － － － － － － 

地方公共団体金融機構向け － － － － － － 

我が国の政府関係機関向け 1,102 90 3 200 － － 

地方三公社向け － － － － － － 

金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 115,967 23,193 927 113,811 22,762 910 

法人等向け  2,759 1,323 52 4,847 1,982 79 

中小企業等向け及び個人向け 733 157 6 739 142 5 

抵当権付住宅ローン 272 75 3 258 64 2 

不動産取得等事業向け 1,410 1,388 55 1,410 1,381 55 

三月以上延滞等 256 106 4 213 66 2 

取立未済手形 14 2 0 18 3 0 

信用保証協会等保証付 13,140 1,294 51 13,843 1,365 54 

株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付  － － － － － － 

共済約款貸付 － － － － － － 

出資等 646 646 25 646 646 25 

 
（うち出資等のエクスポージャー） 646 646 25 646 646 25 

（うち重要な出資のエクスポージャー） － － － － － － 

上記以外 25,186 42,710 1,708 26,064 43,390 1,735 

 （うち他の金融機関等の対象

資本等調達手段のうち対象普

通出資等及びその他外部ＴＬ

ＡＣ関連調達手段に該当する

もの以外のものに係るエクス

ポージャー） 

－ － － － － － 

（うち農林中央金庫又は農業

協同組合連合会の対象資本調
達手段等に係るエクスポージ
ャー） 

12,830 32,076 1,283 12,795 31,988 1,279 

（うち特定項目のうち調整項

目に算入されない部分に係る
エクスポージャー） 

396 992 39 390 976 39 

（うち総株主等の議決権の百
分の十を超える議決権を保有
している他の金融機関等に係

るその他外部ＴＬＡＣ関連調
達手段に関するエクスポージ
ャー） 

－ － － － － － 

（うち総株主等の議決権の百

分の十を超える議決権を保有
していない他の金融機関等に
係るその他外部ＴＬＡＣ関連

調達手段に係る５％基準額を
上回る部分に係るエクスポー
ジャー） 

－ － － － － － 

 （うち上記以外のエクスポー

ジャー） 11,959 9,641 385 12,878 10,426 417 
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他の金融機関等の対象資本調達手段       

特定項目のうち調整項目に算入されないもの       

複数の資産を裏付とする資産（所謂ファンド） 

のうち、個々の資産の把握が困難な資産       

証券化 － － － － － － 

 
（うちＳＴＣ要件適用分） － － － － － － 

（うち非ＳＴＣ適用分） － － － － － － 

再証券化 － － － － － － 

リスク・ウェイトのみなし計算が適用され

るエクスポージャー － － － － － － 

 

（うちルックスルー方式） － － － － － － 

（うちマンデート方式） － － － － － － 

（うち蓋然性方式250％） － － － － － － 

（うち蓋然性方式400％） － － － － － － 

（うちフォールバック方式） － － － － － － 

経過措置によりリスク・アセットの額に算

入・不算入となるものされるものの額 － － － － － － 

他の金融機関等の対象資本調達手段に係

るエクスポージャーに係る経過措置によ

りリスク・アセットの額に算入されなかっ

たものの額（△） 

－ － － － － － 

上記以外       

 標準的手法を適用するエクスポージャー別計 186,642 70,989 2,839 187,908 71,805 2,872 

 ＣＶＡリスク相当額÷８％ － － － － － － 

 中央清算機関関連エクスポージャー － － － － － － 

 信用リスク・アセットの額の合計額 186,642 70,989 2,839 187,908 71,805 2,872 

オペレーショナル・リスクに対する 

所要自己資本の額 

＜基礎的手法＞ 

オペレーショナル・リスク 

相当額を８％で除して得

た額 

所要 

自己資本額 

オペレーショナル・リスク 

相当額を８％で除して得

た額 

所要 

自己資本額 

ａ ｂ＝ａ×４％ ａ ｂ＝ａ×４％ 

5,368 214 5,169 206 

所要自己資本額計 

リスク･アセット等(分母)

計 

所要 

自己資本額 

リスク･アセット等(分母)

計 

所要 

自己資本額 

a ｂ＝a×4％ a ｂ＝a×4％ 

76,357 3,054 76,975 3,079 

 
（注）１．「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポージャーの種類ごとに記載しています。 

２．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、具体的には貸出金や有価証券等が該当します。 

３．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「金融機関向け 

及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが 150％になったエクスポージャーのことです。 

４．「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。 

５．「経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるもの」とは、土地再評価差額金に係る経過措置によるリスク・アセットの額および調整項目に 

かかる経過措置によりなお従前の例によるものとしてリスク・アセットの額に算入したものが該当します。 

６．「上記以外」には、未決済取引・その他の資産（固定資産等）・間接清算参加者向け・信用リスク削減手法として用いる保証またはクレジットデリ 

バティブの免責額が含まれます。 

７．オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、当ＪＡでは基礎的手法を採用しています。 

＜オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額の算出方法（基礎的手法）＞  
（粗利益（正の値の場合に限る）×15％）の直近 3 年間の合計額 

      直近 3 年間のうち粗利益が正の値であった年数 

 

 

  

÷８％ 
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３．信用リスクに関する事項 
①標準的手法に関する事項 
 

 当ＪＡでは自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準的手法に

より算出しています。また、信用リスク・アセットの算出にあたって、リスク・ウエイトの判

定に当たり使用する格付等は次のとおりです。 

 

（ア）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付けは，以下の適格格付機関による依頼格

付けのみ使用し、非依頼格付は使用しないこととしています。 

 

適 格 格 付 機 関 

株式会社格付投資情報センター(Ｒ＆Ⅰ) 

株式会社日本格付研究所(ＪＣＲ) 

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(Ｍｏｏｄｙ'ｓ) 

Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング（Ｓ＆Ｐ） 

フィッチレーティングスリミテッド(Ｆｉｔｃｈ) 

（注）「リスク・ウエイト」とは、当該資産を保有するために必要な自己資本額を算出するための掛

目のことです。 

 

（イ）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する適格格付機関の格付またはカントリー・リス

ク・スコアは、主に以下のとおりです。 

 

エクスポージャー 適 格 格 付 機 関 カントリー・リスク・スコア 

金融機関向けエクスポージャー  日本貿易保険 

法人等向けエクスポージャー 

(長期) 

R＆I，Moody's，JCR，

S&P，Fitch 

 

法人等向けエクスポージャー 

(短期) 

R＆I，Moody's，JCR，

S&P，Fitch 
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②信用リスクに関するエクスポージャー（地域別、業種別、残存期間別）及び三月以

上延滞エクスポージャーの期末残高 
（単位：百万円） 

（注）１．当ＪＡは、国内の限定されたエリアで事業活動を行っているため、信用リスクに関するエク

スポージャーは国内のみとなります。 

２．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、リスク・

ウエイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャ

ーに該当するものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額を含みま

す。 

   ３．「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バ

ランスシート・エクスポージャーを含んでいます。「コミットメント」とは、契約した期間およ

び融資枠の範囲で利用者の請求に基づき、金融機関が融資を実行することを約束する契約にお

ける融資可能残額のことです。 

４．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヶ

月以上延滞しているエクスポージャーをいいます。 

 

 

 

 

 

 

５年度 ６年度 

 

三月以上

延滞エク

スポージ

ャー 

 

三月以上

延滞エク

スポージ

ャー 

信用リスク

に関するエ

クスポージ

ャーの期末

残高 

うち 

貸出金等 

うち 

債券 

信用リスク

に関するエ

クスポージ

ャーの期末

残高 

うち 

貸出金等 

うち 

債券 

 

法

人 

農業 203 203 － － 178 178 － － 

林業 － － － － － － － － 

水産業 － － － － － － － － 

製造業 597 － 597 － 1,097 3 1,094 － 

鉱業 － － － － － － － － 

建設・不動産業 － － － － 596 － 596 － 
電気・ガス・ 

熱供給・水道業 
1,805 － 1,805 － 2,105 － 2,105 － 

運輸・通信業 205 － 200 － 205 － 200 － 

金融・保険業 130,296 1,603 1,202 － 127,506 － 601 － 
卸売・小売・飲

食・サービス業 
393 31 － － 790 26 401 － 

日本国政府・地方公共団体 24,374 10,901 13,473 － 25,313 9,240 16,073 － 

上記以外 48 48 － － 50 50 － － 

個 人 18,920 18,912 － 254 19,785 19,783 － 210 

その他 9,795 － － － 10,279 － － － 

業種別残高計 186,642 31,700 17,280 254 187,908 29,282 21,072 210 

 

１年以下 116,847 879 － － 115,610 1,699 100 － 

１年超３年以下 2,286 2,185 100 － 1,401 1,400 － － 

３年超５年以下 2,657 1,755 902 － 1,356 1,056 300 － 

５年超７年以下 4,184 3,583 601 － 4,485 3,383 1,101 － 

７年超 10 年以下 8,220 6,520 1,700 － 7,952 4,248 3,703 － 

10 年超 30,230 16,255 13,975 － 32,958 17,092 15,866 － 

期限の定めのないもの 22,215 521 － － 24,143 400 － － 

残存期間別残高計 186,642 31,700 17,280 － 187,908 29,282 21,072 － 
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③貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 
（単位：百万円） 

区 分 

５年度 ６年度 

期首 

残高 

期中 

増加 

額 

期中減少額 
期末 

残高 

期首 

残高 

期中 

増加 

額 

期中減少額 
期末 

残高 
目的 

使用 

その 

他 

目的 

使用 

その 

他 

一般貸倒引当金 1 0 － 1 0 0 0 － 0 0 

個別貸倒引当金 160 161 － 160 161 161 149 － 161 149 

 

 

④業種別の個別貸倒引当金の期末残高及び期中増減額及び貸出金償却の額 
（単位：百万円） 

区 分 

５年度 ６年度 

期首 

残高 

期中 

増加 

額 

期中減少

額 期末 

残高 

貸出 

金償 

却 

期首 

残高 

期中 

増加 

額 

期中減少

額 期末 

残高 

貸出 

金償 

却 
目的 

使用 

その 

他 

目的 

使用 

その 

他 

 

法

人 

農業 － － － － － － － － － － － － 

林業 － － － － － － － － － － － － 

水産業 － － － － － － － － － － － － 

製造業 － － － － － － － － － － － － 

鉱業 － － － － － － － － － － － － 

建設・不動産業 － － － － － － － － － － － － 

電気・ガス・ 

熱供給・水道業 
－ － － － － － － － － － － － 

運輸・通信業 － － － － － － － － － － － － 

金融・保険業 － － － － － － － － － － － － 

卸売・小売・飲

食・サービス業 
－ － － － － － － － － － － － 

その他 － － － － － － － － － － － － 

個 人 160 161 － 160 161 － 161 149 － 161 149 － 

業種別計 160 161 － 160 161 － 161 149 － 161 149 － 

（注）当ＪＡでは国内の限定されたエリアで事業活動を行っているため、地域別の区分は省略し

ております。 

 

 



81 

⑤信用リスク削減効果勘案後の残高及びリスク･ウエイト 1250％を適用する残高 
（単位：百万円） 

 ５年度 ６年度 

格付 

あり 

格付 

なし 
計 

格付 

あり 

格付 

なし 
計 

信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
勘
案
後
残
高 

リスク･ウエイト  0％ － 25,868 25,868 － 26,563 26,563 

リスク･ウエイト  2％ － － － － － － 

リスク･ウエイト  4％ － － － － － － 

リスク･ウエイト 10％ － 13,851 13,851 － 13,657 13,657 

リスク･ウエイト 20％ 100 119,377 119,477 1,392 117,475 118,867 

リスク･ウエイト 35％ － 144 144 － 92 92 

リスク･ウエイト 50％ 2,603 188 2,792 3,406 175 3,582 

リスク･ウエイト 75％ － 103 103 － 70 70 

リスク･ウエイト 100％ － 11,123 11,123 － 11,858 11,858 

リスク･ウエイト 150％ － 52 52 － 30 30 

リスク･ウエイト 250％ － 13,227 13,227 － 13,185 13,185 

その他 － － － － － － 

リスク･ウエイト 1250％を適用する残高 － － － － － － 

計 2,704 183,938 186,642 4,798 183,109 187,908 

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、リスク・

ウエイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャー

に該当するものを除く）並びにオフ･バランス取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。 

  ２．「格付あり」にはエクスポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用しているもの、

「格付なし」にはエクスポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用していないもの

を記載しています。なお、格付は適格格付機関による依頼格付のみ使用しています。 

  ３．経過措置によってリスク・ウエイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適用後

のリスク・ウエイトによって集計しています。また、経過措置によってリスク・アセットを算入

したものについても集計の対象としています。 

  ４．「リスク・ウエイト 1250％を適用する残高」には、非同時決済取引に係るもの、信用リスク削

減手法として用いる保証又はクレジット・デリバティブの免責額に係るもの、重要な出資に係る

エクスポージャーなどリスク・ウエイト 1250％を適用したエクスポージャーがあります。 

 

４．信用リスク削減手法に関する事項 

①信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要 

◇ 「信用リスク削減手法」とは、自己資本比率算出における信用リスク・アセット額の

算出において、エクスポージャーに対して一定の要件を満たす担保や保証等が設定さ

れている場合に、エクスポージャーのリスク・ウエイトに代えて、担保や保証人に対

するリスク・ウエイトを適用するなど信用リスク・アセット額を軽減する方法です。 

当ＪＡでは、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」にて定めています。 

信用リスク削減手法として、「適格金融資産担保」、「保証」、「貸出金と自組合貯金の

相殺」を適用しています。 

 

◇ 適格金融資産担保付取引とは、エクスポージャーの信用リスクの全部または一部が、

取引相手または取引相手のために第三者が提供する適格金融資産担保によって削減さ

れている取引をいいます。当ＪＡでは、適格金融資産担保取引について信用リスク削

減手法の簡便手法を用いています。 
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◇ 保証については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウエイトが適用される中

央政府等、我が国の地方公共団体、地方公共団体金融機構及び我が国の政府関係機関、

外国の中央政府以外の公共部門、国際開発銀行、及び金融機関または証券会社、これ

ら以外の主体で長期格付を付与しているものを適格保証人とし、エクスポージャーの

うち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証債権のリスク・ウエイトに

代えて、保証人のリスク･ウエイトを適用しています。 
 

◇ 貸出金と自組合貯金の相殺については，①取引相手の債務超過、破産手続開始の決

定その他これらに類する事由にかかわらず、貸出金と自組合貯金の相殺が法的に有効

であることを示す十分な根拠を有していること、②同一の取引相手との間で相殺契約

下にある貸出金と自組合貯金をいずれの時点においても特定することができること、

③自組合貯金が継続されないリスクが監視及び管理されていること、④貸出金と自組

合貯金の相殺後の額が、監視および管理されていること、の条件をすべて満たす場合

に、相殺契約下にある貸出金と自組合貯金の相殺後の額を信用リスク削減手法適用後

のエクスポージャー額としています。 

担保に関する評価及び管理方針は、一定のルールのもと定期的に担保確認及び評価

の見直しを行っています。なお、主要な担保の種類は自組合貯金です。 
 

②信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額 
（単位：百万円） 

区 分 

５年度 ６年度 

適格金融 

資産担保 

保証 適格金融 

資産担保 

保証 

地方公共団体金融機構向け － － － － 

我が国の政府関係機関向け － 200 － 200 

地方三公社向け － － － － 

金融機関向け及び 

第一種金融商品取引業者向け 
－ － － － 

法人等向け 17 － 3 － 

中小企業等向け及び個人向け 112 400 100 445 

抵当権住宅ローン － 125 － 160 

不動産取得等事業向け － － － － 

三月以上延滞等 0 － － － 

中央清算機関関連 － － － － 

上記以外 16 2,869 16 3,039 

合   計 146 3,595 119 3,846 

(注)１．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことを

いい、主なものとしては貸出金や有価証券等が該当します。 

  ２．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞してい

る債務者に係るエクスポージャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人

等向け」等においてリスク･ウエイトが 150％以上になったエクスポージャーのことです。 

  ３．「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中

央政府等以外の公共部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・固定資産等が含

まれます。 

 

５．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項 
 

該当する取引はありません。 
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６．証券化エクスポージャーに関する事項 
 

該当する取引はありません。 

 

７．出資その他これに類するエクスポージャーに関する事項 
 

①出資その他これに類するエクスポージャーに関するリスク管理の方針 

及び手続の概要 

 

「出資その他これに類するエクスポージャー」とは貸借対照表上の有価証券勘定及び

外部出資勘定の株式又は出資として計上されているものであり、当ＪＡにおいては、こ

れらを①関連会社等出資、②その他有価証券、③系統出資および系統外出資に区分して

管理しています。 

①関連会社については、経営上も密接な連携を図ることにより、当ＪＡの事業のより

効率的運営を目的として、株式を保有しています。これらの会社の経営については毎

期の決算書類の分析の他、定期的な連絡会議を行う等適切な業況把握に努めています。 

  ②その他の有価証券については中長期的な運用目的で保有するものであり、適切な市

場リスクの把握およびコントロールに努めています。具体的には、市場動向や経済見

通しなどの投資環境分析及びポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会で

運用方針を定めるとともに経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常

的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は理事会で決定した運用方針及

びＡＬＭ委員会で決定された取引方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジ

を行っています。運用部門が行った取引については企画管理部門が適切な執行を行っ

ているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。 

  ③系統出資については、会員としての総会等への参画を通じた経営概況の監督に加え、

日常的な協議を通じた連合会等の財務健全化を求めており、系統外出資についても同

様の対応を行っています。 

   なお、これらの出資その他これに類するエクスポージャー又は株式等の評価等につ

いては、①関連会社については、取得原価を記載し、毀損の状況に応じて外部出資等

損失引当金を設定しています。②その他有価証券については時価評価を行った上で、

取得原価との評価差額については、「その他有価証券評価差額金」として純資産の部に

計上しています。③系統および系統外出資については、取得原価を記載し、毀損の状

況に応じて外部出資等損失引当金を設定しています。また、評価等重要な会計方針の

変更等があれば、注記表にその旨記載することとしています。  

 

②出資その他これに類するエクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価 
（単位：百万円） 

 
５年度 ６年度 

貸借対照表計上額 時価評価額 貸借対照表計上額 時価評価額 

上 場 － － － － 

非上場 11,873 11,873 13,441 13,441 

合 計 11,873 11,873 13,441 13,441 
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③出資その他これに類するエクスポージャーの売却及び償却に伴う損益 
（単位：百万円） 

５年度 ６年度 

売却益 売却損 償却額 売却益 売却損 償却額 

― ― ― ― ― ― 

 

④貸借対照表で認識され、損益計算書で認識されない評価損益の額 

（保有区分をその他有価証券としている株式・出資の評価損益等） 
（単位：百万円） 

５年度 ６年度 

評価益 評価損 評価益 評価損 

― ― ― ― 

 

⑤貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額 

（子会社・関連会社株式の評価損益等） 
（単位：百万円） 

５年度 ６年度 

評価益 評価損 評価益 評価損 

― ― ― ― 

 

８．リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに 

関する事項                   （単位：百万円） 
 ５年度 ６年度 

ルックスルー方式を適用するエクスポージャー － － 

マンデート方式を適用するエクスポージャー － － 

蓋然性方式（250％）を適用するエクスポージャー － － 

蓋然性方式（400％）を適用するエクスポージャー － － 

フォールバック方式（1250％）を適用するエクスポ

ージャー 

－ 

 

－ 

 

 

９．金利リスクに関する事項 
① 金利リスクの算定手法の概要 

金利リスクは、金利の変化により保有する資産・負債の損益又は経済的価値が変

動するリスクのことです。当ＪＡでは、金利リスク量を計算する際の基本的な事項

を「金利リスク量算定要領」に、またリスク情報の管理・報告にかかる事項を「余

裕金運用等にかかるリスク管理手続」に定め、適切なリスクコントロールに努めて

います。具体的な金利リスク管理方針および手続きについては以下のとおりです。 

 

◇リスク管理の方針および手続の概要 

・リスク管理および計測の対象とする金利リスクの考え方および範囲に関する説明 

当ＪＡでは、金利リスクを重要なリスクの一つとして認識し、適切な管理体制の

もとで他の市場リスクと一体的に管理をしています。金利リスクのうち銀行勘定の

金利リスク(IRRBB)については、個別の管理指標の設定やモニタリング体制の整備

などにより厳正な管理に努めています。 

 

・リスク管理およびリスクの削減の方針に関する説明 

当ＪＡは、ＡＬＭ委員会のもと、自己資本に対する IRRBB の比率の管理や収支

シミュレーションの分析などを行いリスク削減に努めています。 
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・金利リスク計測の頻度 

毎月末を基準日として、月次で IRRBB を計測しています。 

 

◇金利リスクの算定手法の概要 

当ＪＡでは、経済価値ベースの金利リスク量（⊿EVE）については、金利感応ポ

ジションにかかる基準日時点のイールドカーブに基づき計算されたネット現在価

値と、標準的な金利ショックを与えたイールドカーブに基づき計算されたネット

現在価値の差により算出しており、金利ショックの幅は、上方パラレルシフト、

下方パラレルシフト、スティープ化の３シナリオによる金利ショック（通貨ごと

に異なるショック幅）を適用しております。 

 

・流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期 

流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期は１．２４年です。 

 

・流動性貯金に割り当てられた最長の金利改定満期 

流動性に割り当てられた最長の金利改定満期は 5年です。 

 

・流動性貯金への満期の割り当て方法(コア貯金モデル等)およびその前提 

流動性貯金への満期の割り当て方法については、金融庁が定める保守的な前提

を採用しています。 

 

・固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約に関する前提 

固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約について考慮していません。 

 

・複数の通貨の集計方法およびその前提 

通貨別に算出した金利リスクの正値を合算しています。通貨間の相関等は考

慮していません。 

 

・スプレッドに関する前提(計算にあたって割引金利やキャッシュ・フローに含

めるかどうか) 

一定の前提を置いたスプレッドを考慮してキャッシュ・フローを展開していま

す。なお、当該スプレッドは金利変動ショックの設定上は不変としています。 

 

・内部モデルの使用等、⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩに重大な影響を及ぼすその他の前

提、前事業年度末の開示からの変動に関する説明 

内部モデルは使用しておりません。 

 

・計測値の解釈や重要性に関するその他の説明 

該当ありません。 
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② 金利リスクに関する事項 
（単位：百万円） 

IRRBB１：金利リスク 

項 

番 
 

⊿EVE ⊿NII 

前期末 当期末 前期末 当期末 

１ 上方パラレルシフト 1,726 1,851 143 135 

２ 下方パラレルシフト － － － － 

３ スティープ化 1,850 1,963   

４ フラット化 － －   

５ 短期金利上昇 － －   

６ 短期金利低下 151 253   

７ 最大値 1,850 1,963 143 135 

  前期末 当期末 

８ 自己資本の額 14,141 14,130 

 

・「⊿EVE」とは、金利リスクのうち、金利ショックに対する経済的価値の減少額として計測されるもの

をいいます。 

・「⊿NII」とは、金利リスクのうち、金利ショックに対する算出基準日から 12 か月を経過する日まで

の間の金利収益の減少額として計測されるものをいいます。 

・「上方パラレルシフト」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じ

た算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定めるパラレルシフトに関する金利変動幅を加える

金利ショックをいいます。 

・「下方パラレルシフト」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じ

た算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定めるパラレルシフトに関する金利変動幅にマイナ

ス１を乗じて得た数値を加える金利ショックをいいます。 

・「スティープ化」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出

基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定める算式を用いて得た金利変動幅を加える金利ショック

をいいます。 

・「フラット化」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基

準日時点のリスクフリー・レートに、別に定める算式を用いて得た金利変動幅を加える金利ショックを

いいます。 

・「短期金利上昇」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出

基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定める算式を用いて得た金利変動幅を加える金利ショック

をいいます。 

・「短期金利低下」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出

基準日時点のリスクフリー・レートに、短期金利上昇に関する金利変動幅にマイナス１を乗じて得た数

値を加える金利ショックをいいます。 
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【役職員の報酬等】 
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１．役員 

（１）対象役員 

  開示の対象となる報酬告示に規定されている「対象役員」は理事及び監事をいいます。 

（２）役員報酬等の支払総額及び支払方法について 

  令和６年度における対象役員に対する報酬等の支払総額は、次のとおりです。 

区  分 当期中の報酬等支払額 総代会で定められた報酬等限度額 

理  事 ６１，８４４千円 ６３，１５２千円 

監  事 １５，５６６千円 １５，９２３千円 

合  計 ７７，４１０千円 ７９，０７５千円 

（注）１．対象役員は、理事 35 名、監事 8名です。（期中に退任した者を含む。） 

（３）対象役員の報酬等の決定等について 

  役員報酬は、理事及び監事の別に各役員に支払う報酬総額の最高限度額を総代会にお

いて決定し、その範囲において、理事各人別の報酬額については理事会において決定し、

監事各人別の報酬額については監事会の協議によって決定しています。なお、業績連動

型の報酬体系とはなっておりません。 

 

２．職員等 

  開示の対象となる報酬告示に規定されている「対象職員等」の範囲は、当ＪＡの職員

であって、常勤役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受けるもののうち、当ＪＡ

の業務及び財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。 

  なお、令和６年度において、該当する者はいません。 

(注)１.職員等には、期中に退職した者も含めています。 

(注)２.「同等額」は、令和６年度に当ＪＡの常勤役員に支払った報酬額等の平均額とし

ています。 

 

３．その他 

  当ＪＡの対象役員及び職員等の報酬等の体系は、上記開示のとおり過度なリスクテー

クを惹起するおそれのある要素はありません。 
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【ＪＡの概要】 
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１．機構図（令和７年３月 1日現在） 
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２．役員構成（役員一覧） 
（令和７年２月現在） 

 

常　勤 有 渡邉　文雄 実務精通者　認定農業者

〃 有 杉山　清司 実務精通者　実践的能力者

〃 無 中村　崇人 学識経験者、総務・経済担当、実践的能力者

〃 〃 山口　武志 学識経験者、信用・共済担当、実践的能力者

非常勤 〃 石嶋　豊仁 企画管理担当、実践的能力者

〃 〃 伊沢　隆一 営農経済担当、実践的能力者

〃 〃 東川　文一 金融共済担当

〃 〃 白石　匡 金融共済担当

〃 〃 北野　道世 営農経済担当、認定農業者

〃 〃 木村　次男 企画管理担当、認定農業者

〃 〃 小林　正樹 企画管理担当、認定農業者

〃 〃 髙橋　修司 営農経済担当、認定農業者

〃 〃 小林　正 金融共済担当、実践的能力者

〃 〃 柿木　芳里 金融共済担当、認定農業者

〃 〃 曽雌　和男 営農経済担当、認定農業者

〃 〃 大塚　力 企画管理担当、実践的能力者

〃 〃 𣘺本　晃秀 金融共済担当、実践的能力者

〃 〃 上原　進 営農経済担当、認定農業者

〃 〃 渡邉　稔 企画管理担当、認定農業者

〃 〃 岡本　明 金融共済担当、認定農業者

〃 〃 濱野　正一 企画管理担当、実践的能力者

〃 〃 神保　重治 営農経済担当、認定農業者

〃 〃 海老沼和彦 企画管理担当、認定農業者

〃 〃 大島　茂男 金融共済担当、実践的能力者

〃 〃 山中　弘道 営農経済担当、認定農業者

〃 〃 小川　定男 金融共済担当、実践的能力者

〃 〃 見目　守 営農経済担当、実践的能力者

〃 〃 福田　宜裕 金融共済担当、認定農業者

〃 〃 秋元　和重 営農経済担当、認定農業者

〃 〃 福田　真一 企画管理担当、認定農業者

〃 〃 新井　雅大 金融共済担当

〃 〃 小林　剛 営農経済担当、認定農業者

〃 〃 長濵　悦也 企画管理担当

〃 〃 渡邉百合子 女性理事、金融共済担当

〃 〃 田中　仁美 女性理事、営農経済担当

非常勤 － 倉井　光三

常　勤 － 岩渕　実

非常勤 － 添野　雅夫

〃 － 髙谷　博

〃 － 渡邉　宏文

〃 － 横塚　清

〃 － 舘野　茂典

〃 － 生澤　良一

区　　　　　　　分　

氏 名 摘　　　要
役 職 名

常 勤 ・

非 常 勤 の別

代 表 権 の

有 無

代表理事組合長

代表理事専務

常  務  理  事

常  務  理  事

理　       　　事

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

監　　事 代表監事

〃 学識経験者、常勤監事

〃

〃

〃

〃 員外監事

〃

〃
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３．会計監査人の名称 
  みのり監査法人（令和７年２月現在）  所在地 東京都港区芝 

 

４．組合員数               （単位:人、団体） 

区  分 ５年度 ６年度 増  減 

 正組合員 ８，０５９ ７，８６４ △１９５ 

 個   人 ８，０５４ ７，８５８ △１９６ 

法   人 ５ ６ １ 

 准組合員 ５，９６０ ５，９８３ ２３ 

 個   人 ５，７０６ ５，７３０ ２４ 

法   人 ２５４ ２５３ △１ 

合    計 １４，０１９ １３，８４７ △１７２ 

 

５．組合員組織の状況 

 
 

６．特定信用事業代理業者の状況 

該当する事項はありません。 
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７．沿革・あゆみ  
（ＪＡの設立から現在に至るまでの間の主な出来事を紹介します） 

平成 11 年３月 

 

 

５月 

６月 

９月 

10 月 

11 月 

小山農業協同組合（愛称：ＪＡおやま）設立 

⇒下都賀東部地区６農協が合併 

 （旧石橋町、旧国分寺町、小山市桑、小山市、小山市小山、野木町） 

野木ライスセンター竣工 

グリーンセンター（農産物直売所） ３周年記念セール 

園芸連絡協議会の発足（⇒専門部会２７部会） 

第１回ＪＡおやま祭り 

「日光杉並木街道保護事業杉並木オーナー制度」に加入 

平成 12 年４月 

５月 

10 月 

 

10 月 

11 月 

11 月 

女性会設立総代会 

第１回通常総代会開催 

支店運営委員会を各支店に設置 

 （⇒生産組織、青年部・女性会組織代表者等で構成） 

総合葬祭式場『思川ホール』オープン（小山市萩島） 

第１回家の光大会 

第２５回ＪＡ栃木県大会（⇒『農と共生の世紀づくり運動』を決議）  

平成 13 年３月 

５月 

 

９月 

ＪＡ機構の一部変更（⇒営農経済渉外員、共済専任職員（LA）の導入など） 

産業組合法施行１００周年記念事業 

（⇒黒磯市沼ッ原への記念植林、ＪＡグループ栃木で 17,000 本） 

北部青果物集出荷・選果場 

平成 14 年２月 

２月 

３月 

 

３月 

５月 

７月 

７月 

９月 

ホームページの開設（http://www.ja-oyama.or.jp/） 

ひまわり会設立（⇒ホームヘルパー養成、ホームヘルプサービスの受託組織） 

ＪＡ機構の一部変更 

（⇒参事制を廃止、金融共済部を金融部、共済部に分割） 

西部苺育苗施設完成 

常勤監事の設置 

西部共乾センター（大豆・麦乾燥調製施設）竣工 

肥育牛部会設立総会 

福祉用具貸与（レンタル）事業の開始 

平成 15 年４月 

５月 

 

６月 

６月 

６月 

７月 

９月 

11 月 

ゆうゆう館直売所オープン（下野市保健福祉センター地内） 

第４回通常総代会で役員決まる 

複数常務制導入（⇒総務経済事業担当常務、金融事業担当常務） 

穀類低温倉庫竣工（西部共乾センター） 

かぼちゃ部会設立総会 

とうもろこし部会設立総会 

ネギ部会設立総会 

グリーンセンター（農産物直売所）リニューアル、東部購買所オープン 

第２６回ＪＡ栃木県大会（⇒『信頼』『改革』『貢献』を掲げる） 

平成 16 年３月 

 

 

３月 

３月 

10 月 

ＪＡ機構の一部変更 

（⇒経済部、生活部を「経済部」に統合、金融部、共済部を「金融共済部」

に統合、企画管理部に「人事課」を新設、支店次長制を新設） 

ＡＴＭ（現金自動受払機）の休日稼動拡大〔日曜日・祝祭日〕 

大谷南支店資材倉庫完成、東部選果場増築 

ホームページのリニューアル（https://www.ja-oyama.or.jp/） 

 

 

http://www.ja-oyama.or.jp/
https://www.ja-oyama.or.jp/
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平成 17 年 ５月 

６月 

11 月 

 

金融事業の全国システム（ジャステム〔JASTEM〕への移行 

総合葬祭式場『おとめホール』オープン（小山市乙女） 

農産物直売所「よらっせ桑」、農村レストラン「味処くわっせ」同時オ

ープン（小山市扶桑） 

平成 18 年 ３月 

４月 

11 月 

ＪＡ機構の一部変更（⇒人事課を「総務課」へ統合） 

ＪＡおやまが出資する道の駅「思川」がオープン（小山市下国府塚） 

石橋農産物直売所「四季彩」がオープン（石橋支店敷地内） 

平成 19 年 ３月 

 

 

６月 

 

９月 

９月 

ＪＡ機構の一部変更 

（⇒営農部に「販売課」を新設、「営農企画課」を「農業支援課」に変更、

企画管理部に CSR（企業の社会的責任）対策担当を配置） 

経済事業改革の一環として県域物流がスタート 

（⇒拠点の「配送センター」は豊田支店敷地内） 

西部営農支援センター開設 

のぞみ館西部オープン 

平成 20 年 ４月 

４月 

４月 

10 月 

10 月 

11 月 

東部営農支援センター開設 

のぞみ館東部オープン 

グリーンセンター移設（間々田支店購買店舗跡） 

のぞみ館野木オープン 

のぎ松原大橋直売所オープン 

合併１０周年記念式典 

平成 21 年 ３月 

３月 

３月 

11 月 

ＪＡ機構の一部変更（⇒企画管理部に「人事課」を新設） 

北部営農支援センター開設 

のぞみ館北部オープン 

国分寺農産物直売所オープン 

平成 22 年 ３月 ＪＡ機構の一部変更（⇒「資産管理課」を「資金運用課」へ統合） 

平成 23 年 ３月 

３月 

ＪＡ機構の一部変更（⇒企画管理部に「内部統制課」を新設） 

道の駅「しもつけ」農産物直売所オープン 

平成 23 年 ８月 生井ライスセンター竣工（増設） 

平成 24 年 ５月 

10 月 

11 月 

女性理事２名（非常勤）が誕生 

思川カントリーエレベーター竣工 

ヨークベニマル小山雨ケ谷店直売所オープン 

平成 25 年 ７月 

11 月 

北部育苗センターを竣工 

ヨークベニマル小山ゆうえんち店直売所オープン 

平成 26 年 ３月 

12 月 

ＪＡ機構の一部変更（⇒「農機自燃課」を「農機課」に変更） 

思川家畜係留所竣工 

平成 27 年 ３月 

４月 

イオン小山店直売所オープン 

イメージキャラクター「おやまるくん」製作・発表 

平成 28 年 12 月 ベイシア小山店直売所オープン 

平成 29 年 ８月 管内セブンイレブン（一部店舗）にて地元農産物取扱開始 

平成 30 年 10 月 

12 月 

小山商工会議所との包括的連携協定締結 

小山市・野木町との包括連携協定締結 
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平成 31 年３月 

 

 

 

ＪＡ機構の一部変更 

（⇒審査課・内部統制課を「リスク統括課」に統合、総合企画室・総務

部を新設、営農部の機能見直し、典礼課を生活利用課へ統合、事故相談

課を廃止） 

平成 31 年４月 小山市のコミュニティーFM お―ラジにて「JA おやまるぐりーんたいむ」

の放送スタート 

令和元年 10 月 営農部、営農企画課内に「無料職業紹介所」を設置 

TAIRAYA 小金井店直売所オープン 

令和２年 ３月 

 

 

３月 

３月 

ＪＡ機構の一部変更 

（⇒支店再編整備計画により、間々田支店、生井支店を統合、生井支店

を廃止、小山支店を本店内に移転し、本店窓口業務を小山支店に移管） 

間々田支店リニューアルオープン 

小山支店リニューアルオープン 

令和２年 ９月 

 

 

９月 

ＪＡ機構の一部変更 

（⇒支店再編整備計画により、大谷支店、大谷南支店、大谷北支店を統

合、新店舗「大谷支店」を竣工・仮オープン） 

農産物直売所にて「ポイントカードサービス」開始 

令和２年 11 月 下野市との包括連携協定締結 

令和３年 ２月 大谷支店グランドオープン 

令和３年 ９月 
ＪＡ機構の一部変更 

（⇒農機事業を全農に移管し、「おやま広域農機センター」として運営） 

令和４年 ３月 

 

 

ＪＡ機構の一部変更 

（⇒総合企画室、総務部を再編し「企画管理部」を設置、総合企画室を

「企画課」に変更、営農部、経済部を再編し「営農経済部」を設置） 

令和４年 ４月 新規就農塾推進協議会設立 

令和４年 ９月 

 

 

９月 

ＪＡ機構の一部変更 

（⇒支店再編整備計画により、寒川支店、中支店、穂積支店、豊田支店

を統合、新店舗「美田支店」を竣工） 

美田支店グランドオープン 

令和４年 10 月 野木支店、窓口をリフォームしリニューアルオープン 

令和４年 11 月 

 

 

ＪＡ機構の一部変更 

（⇒支店再編整備計画により、絹支店、桑支店を統合、新店舗「桑絹支

店」を竣工） 

令和４年 12 月 小山北桜高校との包括連携協定締結 

令和５年 １月 桑絹支店グランドオープン 

令和５年 ３月 

 

 

ＪＡ機構の一部変更 

（⇒生活利用課を廃止し女性会活動を「営農企画課」、典礼を「経済課」、

資産管理を「資金運用課」へ移管） 

令和５年 12 月 

 

 

ＪＡ機構の一部変更 

（⇒支店再編整備計画により、石橋支店、国分寺支店を統合、新店舗「下

野支店」を竣工） 

令和６年 1 月 下野支店グランドオープン 

令和６年 ３月 

ＪＡ機構の一部変更 

（⇒金融共済部に「ローンセンター」を新設、資産管理を「ローンセン

ター」へ移管） 
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令和７年 ３月 

ＪＡ機構の一部変更 

（⇒）企画課を総合企画課、貯金為替課を金融企画課としました。営農

経済部を再編し営農部・経済部とし経済企画課を新設し TAC を配置する

とともに、経済課を資材課としました。 

 

８．店舗等のご案内 
（令和７年６月現在） 

店 舗 名 住   所 電話番号 
ATM 

設置台数 

本 店 〒323-0034 小山市神鳥谷 1-11-32 0285-25-3155 － 

大谷支店  〒323-0819 小山市横倉新田 7-33 0285-27-0298 2 台 

間々田支店 〒329-0214 小山市乙女 3-7-36 0285-45-1210 1 台 

美田支店  〒323-0053 小山市小袋 202-1 0285-38-0004 2 台 

桑絹支店  〒323-0808 小山市出井 1083-3 0285-22-0980 1 台 

小山支店  〒323-0034 小山市神鳥谷 1-11-32 0285-22-0010 1 台 

下野支店  〒329-0402 下野市笹原 135-1 0285-44-1115 1 台 

野木支店  〒329-0113 野木町中谷 523-1 0280-56-0083 1 台 

 

店舗以外ＡＴＭの設置状況 

小 山 市 旧大谷南支店敷地内  小山市東野田 1612 1 台 

小 山 市 旧寒川支店敷地内  小山市中里 836-4 1 台 

小 山 市 旧穂積支店敷地内  小山市下石塚 261 1 台 

小 山 市 旧豊田支店敷地内  小山市松沼 990-13 1 台 

小 山 市 旧 絹 支 店 敷 地 内  小山市福良 2242-1 1 台 

小 山 市 旧 桑 支 店 敷 地 内  小山市羽川 805 1 台 

下 野 市 旧石橋支店敷地内  下野市石橋 531-3 1 台 

下 野 市 旧国分寺支店敷地内  下野市小金井 3009 1 台 

野 木 町 のぞみ館野木敷地内  野木町友沼 4954-1 1 台 

 




